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まとめ

序 論

現 在,ア メ リカ合 衆 国 に は,565の 連 邦 に よ っ て 承 認 さ れ た イ ンデifア ン

部 族(federallyrecognizedIltdlantribe)が 存 在 し,う ち230は ア ラ ス カ の 村 落 グ

ル ー プ(villagegrOttP)で あ り,ま た連 邦 に よ っ て承 認 さ れ た イ ン デKア ン保

留 地 伽dia捻reservation)は322と され て い る。 しか し,全 て の イ ン デ4ア ン

部 族 が,連 邦 に よっ て 承 認 され て い る わ け で は な く,1950年 代 に 入 り合 衆 国

議 会 は,100以 上 の 部 族 との 連 邦 との 関 係 を管 理 終 結 し(terrainate)1),多 く

の 場 合,彼 ら の土 地 は 売 却 され,連 邦 に よ っ て提 供 され る イ ンデ ィ ア ン業 務

を受 取 る資格 を失 っ た が,1970年 代 に 入 りそ の地 位 が 回復 され た 部 族 が 多数

存 在 す る2>。 しか し,い ま だ 管 理 終 結 は そ の効 力 を維 持 し て い る の で あ っ

て,こ れ ら管 理 終 結 され,承 認 され て い な い 部 族(non-recOgnizedtribe)及 び



2棚 緬ロージャーナル第5号

グ ル ー プ は,「 隠 れ た 部 族 」 侮visibletribe)と さ れ,イ ン デ ィ ア ン 問 題 局

(BureattofInclianAffairs)似 下,BIAと い う。)に よ っ て管 理 され て い る連 邦 の

計 画(BIA-operatedprogr乏 獄s)に 参 与 で き な い と さ れ,多 くの 連 邦 に よ っ て

承 認 され て い な い 部 族 は,小 規 模 で あ っ て土 地 を保 膚 して い な い か,或 い は

そ れ に 近 い存 在 で あ る3)。

内 務 省(Departm蝋oflitterior)は,部 族 の 霞1決 ・自治 政 策 の 一 環 と し て

1978年9月5臼,連 邦 に よ っ て承 認 され て い な い イ ン デ ィア ン部 族 に 対 して

承 認 部 族 を特 定 し,連 邦 業 務 の 提 供 の 拡 大 化 を 企 図 す る行 政 規 則 「ア メ リ

カ ・イ ンデ ィ ア ンの グ ル ー プ が イ ンデ ィ ア ン部 族 と して 存 在 す る こ とを確 立

す るた め の 手 続 」(Proceduresf・rEstabllshingThatanAmericanIndlanGr・up

ExistsasIRdianTribe)4)を 発 出 した が,今 日,約2◎0の 部 族 が,BIAに よ る連

邦 の承 認 を待 つ 状 態 に 置 か れ,1978年 以 降,250以 上 の グ ル ー プ が,BIAに

連 邦 の 承 認 の請 願 を届 け 出 て い る。 そ し て2010年9月 現 在,17の グ ル ー プ が

部 族 と して の地 位 の 承 認 を受 け,29の グル ー プ は 否 認 され,7つ の グル ー プ

の 講 願 がBIAの 最 終 的 決 定 を待 っ て お り,残 りの グ ル ー プ は,手 続 き上 の

要 件 を満 たす 証 拠 書 類 提 出 の 準 備 段 階 に あ る とさ れ る5)。 ま た,9部 族 は,

BIAに よ る承 認 手 続 に よ ら な い で合 衆 国議 会 法 律 に よ っ て承 認 さ れ て き て

い る6)。 しか し,承 認 手 続 が 余 りに も遅 延 す るが た め,業 を煮 や し た 多 くの

未 承 認 の 部 族 が 内務 省 を相 手 に 訴 訟 を提 起 して い るの が 現 状 で あ る。

ア メ リカ ・イ ンデ4ア ン(AmericaRIndian)の 入 口 は,1950年 が357,499人

で あ るの に 対 して,1990年 に は1,960,000人 と急 激 に 増 加 し て い る。2000年

の 人 鑓 調 査 で は,2,500,000人 の 人 が ア メ リ カ ・イ ン デgア ン で あ る

(alOlle)と 答 え,加 え て1,600,000人 の 入 が ア メ リカ ・イ ン デ/ア ン で あ る

が,い ず れ か の 人種 との 混 血 で あ る(raceIRcombinatiOik)と 答 え て い る。 更

に2◎09年 に は,ア メ リカ ・イ ン デ ィ ア ン の 人 口は3,100,000人 で,い ず れ か

の 入種 との 混 撫 は,4,900,000人 とさ れ て い る(全 米 入riの 約1.6パ ー センD。

加 え て2000年 の ハ ワ イ 先 住 民(Nativeffawaiiaft)は,i40,652入 と さ れ て い

る7)。
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イ ンデ ィ ア ン保 留 地 に 言 及 す れ ば,規 模 及 び 地 勢 に お い て 様 々 で あ る。 ナ

ヴ ァ ホ 族(NavajQ)の 保 留 地 は,ア リゾ ナ,ニ ュ ー ・メ キ シ コ及 び ユ タ州 に

跨 る17,000,000エ ー カー 以 上 の 土 地 か ら成 り,海 抜 が 高 く牧 草 地 と岩 場 が 広

が っ て い る。 ウ ェ ス ト ・ヴ ァー ジニ ア州 よ り広 い と され る。 ノー ス ・ダ コ タ

とサ ウ ス ・ダ コ タ州 に は,ほ とん どが 草 原 地 帯 で あ る約5,000,000エ ー カ ー

の 土 地 か ら成 る4つ の スー 族(Sioux)の 保 留 地 が 存在 して い る。 小 規 模 の保

留 地 に な る と,土 地 面 積 は100エ ー カ ー 以 下 で あ り,幾 つ か の小 さ な保 留 地

は,無 住 で あ る とさ れ る。1997年12月31日 当 時 のBIAの 管 轄 下 に あ る各 州

の イ ン デ ィ ア ン 保 有 地 を 見 る に,例 え ば オ ク ラ ホ マ 州 で は,部 族 保 有

104,731エ ー カー,個 人 保 有951,512エ ー カー,信 託 保 有!,056,244x一 カ ー,

連 邦 政 府 保 有850エ ー カー(総 合 計1,◎57,093エー カー)で,ノ ー ス ・ダ:タ 州 で

は 部 族 保 有246,844エ ー カ ー,個 人 保 有617,888エ ー カ ー,信 託 保 有864,732

エ ー カー,連 邦 政 府 保 有1,928エ ー カー(総 合計8,666,560エ ー カー)で あ る。 メ

イ ン 州 で は,部 族 保 有 が290,837エ ー カー で 全 て が 信 託 保 有 とな って お り,

ニ ュ ー ・ヨー ク州 で も部 族 保 有 の88,529エ ー カー が 全 て信 託 保 有 で あ って,

メ イ ン 州 同 様,個 人 及 び政 府 の保 有 は,皆 無 で あ る8)。

合 衆 国 と イ ン デgア ン,イ ン デdア ン ・ネ ー シ ョ ン(lndiaiaNation)乃 至

イ ン デ ィア ン部 族 との 問 の歴 史 的 関 係 を辿 る と,そ の 法 的 関係 は 連 邦 政 府 が

イ ン デdア ン に対 して 部 族 主 権(tribaisovereignty)を 認 め る一 方 で,他 方 で

は しば しば 「無 条 件 の権 限 」(pleikarypower)と 表 現 され る とこ ろの イ ン デ ィ

ア ン 問題 に 対 す る広 範 且 つ 無 制 限 の 連 邦 の 憲 法 上 の権 限 の 行 使 と,連 邦 政 府

が イ ン デKア ン 問題 を 処 理 す る に 際 して 信 認 関 係(fiduciaryrelation>9)を 遵

守 し な け れ ば な ら な い こ と を 要 請 す る 信 託 責 任 の 法 理 くdoctrineoftl'ust

respOnsibility)に 基 づ い て お り,ま た これ ら の 法 理 を 中 心 に 形 成 さ れ て い る

こ とが理 解 さ れ る 撫 条件の権限 と儒 績 任の法理の絹 互閣係については,夫 々の箇

所 で考察 され ることになるであろ う。)鋤。

信 託 責 任 に 関 し て,イ ンデ ィ ア ン保 留 地 内 の 土 地 の イ ンデ ィ ア ンの 被 割 当

入 及 び 部 族 が保 留 地 内 の森 林 地 に対 す る合 衆 国 の 不 当 な 管 理 をめ ぐって 請 求
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裁 判 所(Courtof()lairns)に 損 害 賠 償 請 求 の 訴 訟 を提 起 し たunitedStatesv.

Mitchell似 下,泌 励 詔 ∬ 事 件 とい う。)鋤 で 一 本 件 土 地 割 当 は,!887年 制

定 のr-一 一一・般 土 地 割 当 法 」(theGeiaeralAllotmeRtAct)12>に 基 づ く も の で あ る

,ig83年,合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,「 信 認 関 係 は,連 邦 政 府 が イ ン デ ィ ア

ン に 所 属 す る 森 林 及 び 財 産 に 対 す る 入 念 な 管 理 を 引 き 受 け る 場 合 に 必 然 的 に

生 ず る の で あ る。 本 件 に お い て コ モ ンW一 上 の 信 託(COinn30sclawtrttSt)に 必

要 と さ れ る 全 て の 要 素,す な わ ち 受 託 者(trustee)で あ る 合 衆 国,受 益 者

(beikeficiary)で あ る イ ン デgア ン の 被 割 当 入,そ し て 信 託 財 産(tl'UStco2'-

p翻 で あ る イ ン デ ィ ア ン の 森 林,土 地 及 び 基 金 の 全 て の 要 素 が 存 在 す る 。

『連 邦 政 府 が,部 族 の 財 産 又 は 不 動 産 に 対 す る 管 理 権 若 し くは 監 督 権 を 行 使

し,或 い は 当 該 権 限 を 有 す る 場 合,信 認 関 係 は,通 常 根 拠 と な る 連 邦 法 律

(又 は その 他 の 基 本 的 文 書)に 信 託 基 金(trustfLmd)又 は 信 託 若 し く は 信 認 関 係

(宅r職orf漁C窟yc。 簑鍛ecti面 に 関 し て 明 確 に は 何 事 も規 定 さ れ て い な い と し

て も,合 衆 国 議 会 が 他 の 規 定 を 〔明 確 に 〕 定 め て い な い 限 り,当 該 基 金 又 は

財 産 に 関 し て 存 在 す る の で あ る 。』(NavaloTribeofIndiansv.UnitedStates,224

Ct、Cl.!71,183,624F2d981,987(!98◎).)。 か か る 連 邦 法 律 及 び 規 則 に 関 す る 当 法

廷 の 解 釈 〔原 則 〕 は,合 衆 国 と イ ン デ ィ ア ン 入 民 と の 間 の 一 般 的 信 託 関 係 の

当 然 の 存 在(tl繭s興tedex圭stelkce)に よ っ て 補 強 さ れ る の で あ る 。 当 法 廷 は,

こ れ ま で に 『こ れ ら従 属 的 で,時 と し て 搾 取 さ れ て き た 入 民(depe漉 撹 段撮

someti2kiesexploitedpeoplε)を 処 遇 す る に 際 し て,連 邦 政 府 に 課 さ れ る 信 託 責

任 者 と し て の 特 有 の 義 務(distinctivεoblig・atlonof纈stiRcmnbene)』 を 強 調 し

て き た($eininoleNatlonv。U酸edStates,316U.S.286,296(1942).)。 こ の 原 理 は,

長 き に 亘 っ て 連 邦 政 府 に よ る イ ン デ ィ ア ン の 処 遇 を 支 配 し て き た の で あ る

(U醸edS宅a之esv.Mason,41.2U.S.391,398(1973);Ml船esotav.ひ 就edS£a宅es,305U,

S.382,386(!939);UnitedStatesv.ShoshoReTribe,30魂U。S.111,117-!8(1938);Unked

Statesv.Canclelai"ia,271U,S。432,442(1926);McKayv.Kalytofl,204U.S.458,469

(!9◎7);Minnesotav.黎[圭 もchcock,185U.S.373,396(1902);URitedStatesv.Kagamaa,!!8

U.S.375,382-8姐!886);CherokeeNatioikv.Georgia,5Pet.!,!7(1831).)。 」 と判 示 し
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て い る鋤 。 「1938年 イ ン デdア ン鉱 業 権 リー ス法 」 仙eInciiaRMineralLeasing

Actof!938)鞠 に規 定 さ れ た 内務 長 官 に よ る信 認 義 務 違 反 をめ ぐっ て 争 わ れ

たURitedStatesv.NavajoN我tio雛 瑚 に お い て も,合 衆 国 最 高裁 判 所 は,

2◎03年,Mitckel/∬ 事 件 判 決 を引 用 し,合 衆 国 と イ ン デgア ン入 民 との 間

の 一 般 的信 託 関 係 の 当 然 の 存在 を前 提 に 判 決 を下 して い る糊 。

ま た,過 去 ⑳ 年 の 間 に合 衆 国 議 会 に よ っ て制 定 され た法 律 を見 る に,連 邦

政 府 の信 託 責 任 に 関 す る 多 くの 規 定 を見 出す こ とが で き る。 例 え ば,!983年

制 定 の 「1982年 連 邦 石 油 及 び ガ ス 採 掘 料 管 理 法 」 幡eFed¢ 獄10i1訟 磁GasRoy-

altyManngementActof!982)17)は,合 衆 国 法 律 集 第30編 第170ユ 条 以 下 に 編 纂

さ れ て い る がs第k7◎!条 第a項 第4号 は,内 務 長 官 は イ ン デ ィ ア ン が リー

ス して い る 土 地 の 石 油 及 び ガ ス の 管 理 に 負 う信 託 責 任 を 積 極 的 に(agge"es-

sively)に 遂 行 し な け れ ば な らな い と認 定 し,当 該 立 法 の 臼 的 の!つ と して

同 条 第b項 第4号 は,「 イ ン デKア ン の石 油 及 び ガ ス 資 源 の 管 理 に 関 す る合

衆 国 の 信 託 責 任 を履 行 す る こ と」 を挙 げ て い る。 ま た,1993年 制 定 の 「イ ン

デ ィア ン部 族 裁 判 法 」(eheIndia}iTribalJusticeAct)k8)は,内 務 長 富 に イ ンデ

dア ン部 族 政 府 に よ る部 族 裁 判 制 度(tribalj"sticesystem)及 び伝 統 的 な部 族

の 司 法 活 動 の発 展,そ の 質 の 向上 並 び に継 続 的 実 施 の 演的 で連 邦 の 歳 出 配分

承 認 法 に規 定 され た範 囲 内 で,さ ま ざ ま な財 政 支 援 を行 な う権 限 を付 与 して

い る(合 衆国法律集 第25編 第38章 「イ ンデ ィアン部族 裁判支援」に編纂)が,合 衆 国

法 律 集 第25編 第3601条 は,「 合 衆 国 議 会 は,以 下 の 各 号 に 定 め る事 項 を認 定

し,且 つ 宣 雷 す る。 ① 合 衆 国 と各 々 の イ ン デ ィア ン部 族 の 間 に は政 府 対 政 府

(govex'xxmeltt-to-goverument)の 関 係 が 存 在 す る。 ② 合 衆 国 は,各 々 の 部 族 政

府 の 主権(sovereig・ntyofeachtribalgovernment)の 保 護 を含 む とこ ろの 各 々 の

部 族 政 府 に対 す る信 託 責 任 を負 う。 ③ 合 衆 国議 会 は,法 律,条 約 及 び行 政 宮

庁 の 職 務 執 行 を通 して イ ン デ ィ ア ン 部 族 の 自決(self-deterininatiQR),独 立

($elFreliance)及 び 固 有 の主 権(iRhereRtsovereignty)を 承 認 して きた。 … …」

と認 定 して い る。

更 に過 去 の 大 統 領 の 発 雷 を追 う と,例 えば1970年7月8N,ニ ク ソ ン(Ri一
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chardl)VlilhousNixoR,1913畦99暴)大 統 領(当 謝 は,連 邦 政 府 は 「ア メ リカ ・イ

ンデ ィア ン の 土 地 に 対 す る権 利 及 び 水 利 権 の た め に コ モ ン ロ ー 上 の 受 託 者

(1ega}trustee)と して 行 動 し」,「保 留 地 を持 た ず,最 も高 度 の 勤 勉 さ と技 能

を持 ち合 わせ る信 託 の 受 益 者 の 利益 を促 進 す る ため の 法 的 義 務 を負 う もの で

あ る。」 と述 べ19),199!年6月14H,ブ ッ シ ュ(GeorgeH.W.Bush,1924-)大

統 領 他 謝 は,連 邦 政 府 と イ ン デ ィ ア ン 部 族 政 府(IRdianTribalGovem

me鱒 との 問 の 政 府 対 政 府 関 係 を再 確 認 す る 声 明 の 中 で,「 ア メ リ カ ・イ ン

デ ィア ン信 託 局(OfficeofAiir}ericanindlanTi"ust)が 内務 省 内 に 設 置 さ れ,内

務 省 の 信 託 責 任 を差 配 す る責 任 が 与 え られ る。 当該 局 が,連 邦 政 府 が 部 族 の

た め に信 託 保 有 して い る物 的 資 産(physicalassets)に 対 して不 利 に 働 き,又

は それ ら を破 壊 す る よ うな 内務 省 の 行 為 が行 われ な い こ とを保 証 す る こ とに

な る。」 と発 表 し20),更 に ク リン トン(WilliaraJ.Clintoii,1946-)大 統 領(当 陶

は,1994年4月29日,イ ン デgア ン及 び ア ラ ス カ先 住 民(AlaskanNative)の

指 導 者 た ち に 対 す る演 説 で 「部 族 政 府 に信 託 責 任 を もつ の は,ひ と り内務 省

だ け で は な く,連 邦 政 府 全 体 で あ ります 。 そ して,い まや 連 邦 政 府 全 体 が そ

の 責 任 を認 め,全 うす る時 で あ ります 。」 と発 言 して い る鋤 。

連 邦 行 政 命 令 集(CFR)を 見 て も,例 え ば 第25編 第225」 条(「 石濁及 びガ

ス,地 熱及び鉱物の合 劇 の冒頭の一般規定に関す る箇条)は,「 〔内 務 〕 長 窟 は,鉱

物 合 意(mi!1e麟sagreemen£)の 条 項 が 侵 害 さ れ た 場 合,部 族 若 し くは 個 々 の

イ ンデ ィ ア ンの 権 利 を保 護 す る信 託 義 務(tl-ustobligatioa)を 負 い,信 託 関係

及 び 条 約,行 政 命 令 又 は合 衆 国 と イ ン デ ィ ア ン部 族 と の 間 の 合 意(agree-

m磁)に 基 づ く合 衆 国 の義 務 を維 持 し な け れ ば な ら な い。」 と規 定 し,第25

編 第290.20条(「 部族収益配分計画」の艇当行政機 関が 当該配分計睡 を否認 した場合の

規定)は,第d項 で 部 族 収 益 の 配 分 計 画 は 「1968年 イ ン デgア ン市 民 的 権 利

法 」(theIndiamaCivilRightsActof1968),連 邦 法 律 の そ の他 の 規 定 又 は 合 衆 国

の信 託 義 務 を侵 害 して は な らな い と規 定 して い る。

この よ うに イ ン デ ィア ン ・ネー シ 遡ン に対 す る連 邦 の信 託 責 任 は 後 に

よ り一 層 明 らか とな る と こ ろ で あ るが,合 衆 国議 会,連 邦 裁 判 所 及 び連
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邦 政 府 行 政 機 関 に よ っ て長 い 間 に亘 っ て 承 認 され て きて い る。 しか し,諸 資

料 に あ た っ て も,信 託 責 任 の 法 理 を最 初 に 明 確 に確 認 した 連 邦 法 律,条 約,

大 統 領 宣 言 或 い は 判 例 を見 出 す こ とは で き な い の み な らず,そ の 理 論 的根 拠

をめ ぐって 学 説 の 対 立 が あ り,更 に は イ ンデ ィ ア ンに 対 す る連 邦 政 府 の信 託

責 任 の範 囲 及 び そ の 限 界 も定 か で は な い 。 上 記 の ご と く信 託 原 理 が,イ ンデ

ィア ン法 の分 野 に お い て 重 要 な役 割 乃 至 地位 を 占め て い る に も拘 わ らず,当

該 法 理 に 関 す る 明確 な 法 的 輪 郭 は,混 沌 と した ま まで あ る。 連 邦 裁 判 所 の 判

決 を見 るに,裁 判 所 に お け る信 託 責 任 に 関 す る解 釈 が さ ま ざ まで あ り,か か

る解 釈 の 不 一 致 が 相 矛 盾 す る 判 決 結 果 を 招 い て い る劉 。 本 稿 は,第 一 に信

託 法 理 の 起 源 を尋 ね,第 二 に イ ンデ ィ ア ン との 条 約 及 び 合 衆 国 議 会 法 律 に 見

られ る,若 し くは見 倣 され る信 託 に 関 す る 諸 規 定 並 び に 判 例 法 に お け る信 託

法 理 の 展 開 を考 察 し,第 三 に 信 託 法 理 の 理 論 的 根 拠 に 関 す る学 説 を分 析 す る

こ と を 趨的 とす る。 そ して 第 四 に信 託 責 任 に 関 す る諸 規 定 を 念頭 に 置 い て,

今 日的 課 題 で あ る連 邦 政 府行 政 機 関 の 信 託 責 任 を,特 に そ の 適 用 範 囲 を い か

に捉 え るか,或 い は 捉 え るべ きか に 論 究 す る こ とを 爵的 とす る もの で あ る。

*ア メ リカ ・イ ンデ ィア ン法 に おけ る信 託 理論 に 関す る署書 羅 量と して,以 下の

文献 が参考 とな る。WA斑DA鴨s&RICIlAl〈DL.CLOISXD.,A醐R王CAN更N⇔ 歪ANS。VER-

IliGN7-yANI)LAW:ANANNOTAT£DB瓶IQG}ミA膿Yユ21-25(2009).

註

幻 連 邦 政 府 に よ る イ ン デ ィ ア ン の 管 理 終 結 政 策 に 関 し,拙 稲耀 ア メ リ カ ・イ ン デ ィ

ア ン法 研 究(1)一 イ ン デ ィ ア ン 政 策 典 一 蓋(20!2年)439頁 以 下 劃1難 。

2)イ ン デKア ン 繍 復 法 に つ い て,拙 著,前 掲623頁 以 下 参 照 。

3)DAVIf .)H.G至 ・.n'cl-IELgll'rAL.,CAS£SA澱)MA'rERIALSONFEDF.1〈AL王No王ANLAw9(6thecl.

20鷺 〉.

4)43FR.39361,Sept.5。1978。 部 族 の 承 認 手 続 の 詳 細 に つ い て,拙 著,蔚 掲 註!),

570頁 以 下 参 照a

5)GETCIiES雛AL.,s毎)vanote3,at9.

6)See,e.g。,毛heCrewCreekBarxiQfUmpqwaTribeof魚dia三 簾sRecQ即ltlo鍼Act,
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ActofDec,29,1982,P鷺b.L.No.97-39!,96S宅 滋.!960;theLacVieuxDeseytBand

of$gperiorC葱ppew凛 王i?diansAct,ActofSept,8,1988,P疑1).L。No.1◎0畷20,102

Stat.1577;theShawikeeTribeS捻tusActo'f200◎,ActofI)ec.27,2◎00,Pub。L.No、

106-568,IMStat.2913.

7)G聡TC麗$KTAI..,sz4p7zano宅e3,at12-13.

8)■dat!1-!2.

9)駆}・ 瑛 夫 編 『英米 法 辞典 選(1991年)に よれ ば,儒 認 関係 とは,広 義 で は 幽事 者 の

一 方 が相 手 の信 頼 を受 け ,そ の者 の 利益 を念 頭 に お い て行 鋤,拗 讐 し なけ れば な らな

い とい う関 係 を一 般 的 に指 し て い い,狭 義 で は 受 託 潜 と受 益 者,後 見 入(欝 訂 盛

1獺)と 被 後 見 入(ward),代 理 人 と本 人 との 関係 の よ うに,当 事 者 の 法 律 関 係 か ら

当 然 に信 頼 闘係(confidentialrelation)が 認 め られ る もの を指 して 轡 う と され る。

そ して,狭 義 の儒 認 関係 の受 信 蒋 は,他 の 信 頼 関係 の 受信 者が 相 手 の利 益 を念 頭 に お

きつつ も,自 分 の利 益 の こ とも考 え て よい とさ れ るの に 対 し,こ れ よ り も高 度 の忠 実

義 務(dutyofloyalty)を 負 い,導 ら相 手 方 の利 益 を図 るため に 最 高度 の信 義 忠実 を

尽 くして行 動,助 書 しな けれ ば な らな い と され る。 本稿 との関 連 で 雷 え ば,儒 託 貰 任

とい う矯語 よ りも狭義 の意 味 で の信 認 関 係 とい う用 語 を用 い る こ とが よ り正確 と考 え

られ る と ころ で あ るが,イ ンデ ィア ン法 関 連 の文 献 に 自 を通 す と(以 後,本 論 の註 で

挙 げ る参考 文 献 の タイ トル を見 よ。),通 例,明 確 に 用 語 の定 義 を試 み る こ とな く,信

認 関 係 と い う鰐 語 よ り も信 託 関 係(樋s宅relatioikship)或 い は 信 託 責 任(tr戚

respops三bミlity)と い う用 語 が 薦 い られ て い るの が 一 般 的 で あ るの で,筆 者 も これ に

従 う。

蟹》)Se?eRENNARDSTRIcKLAN勤tS)'rAL,FEL五xS.Co王 ・lew『s熱AN鑓300KOFFm)ERALIIIDIAiNLAW

207(漢9$2);JaniceAitken,TheTnestDo6廟8癖Eedera/加 漉㈱Lazv:ALooleat

爵1)eveloPme73agewdalfflowksA7zrg/ys2rsUnderSocia/Cosc,lr(gclη 躍o拶Migh/

ffxPandftsScoPe,18N.ILL.U.L.R£v。115,115(!997).

璽馨.)463U.S.2◎6(!983).

裏2)ActofFeb。28,1887,ch.!19,24Stat.388.

璽3)1と/。at225.

盤)ActofMay!l,1938,ch.198,52Stat.347(codifiα 至asameRde(蓬at25U.S.C.§

396a就seq.).

蓋誉)537U.S.488(2003).

蕪)fc/.at護go.
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X7)ActofJaR.!2,1983,Pub.L.No.97-451,96Stat。2447(codifiedasamendedat

30U.S.C.§170ketse(1.).

X8)ActofDec.3,1993,f)gb.L。No.103塁76,107Stat.2◎04(codifiedat25US.C.§

3601et.seq.).

1験)H.R。 工)oc.N().91-363,9!stCong.,2dSess.9-!0(!97());!16CoNo.REc.23!31,

23!35(1970).

露奪)!991P鷲b。Papers662(JURe!4,199!),

2k)!994P雛b.8◎0(Apr.29,1994).

22)SeeNote,Retlzinkingthe7擁sげDocSrineinFedera/乃 ¢4癬②Law,98}t亙ARV、L.

Rl£v.422,422(!984).ノ ー トは,以 下 の 例 を挙 げて い る。 「信 託 法理 は,連 邦政 府 に対

して 制 定法 に よ って厳 格 に要 求 され た よ りもよ り広 い 範 糊 に亘 って部 族 財産 の保 護 を

強 い る もの で あ る こ とを強 調 して き た(S66PyramidLakeP段it達teTri麗v.Mo?'tosc,

354F.Supp.252(D.D.C.!972),)。 しか し,他 の 事案 で は,正 当 の補 償 の な い連 邦 政

府 に よ る部 族 財 産 の 没収 は,信 託 法 理 の 必要 な付 随事 項 と して支 持 さ れ て い る(See,

6.g.,LoBeWo}fv.Hitchcocl〈,!87U.S.553(1903).)。 裁 判所 は,政 府 の儒 託 責 任 を

高 揚 し,合 衆 国 はil最 も高 度 の責 任 と信 託 に麗 す る道 徳 義務 くmo撒iob至igationg.of

thehighes£responsibilityaRd宅 澱st憩 に 拘 束 され る と宣書 して きた(Sem勧0玉e

Nationv.UikitedS宅ates,316US.286,297(ig42).)。 か か る高揚 とは対照 的 に,舎 衆

国 は,全 て の他 の市 民 に 適用 され る重要 な憲 法 上 の保 護 を イン デ ィア ン た ちに は 否定

して きて い る。信 託 法 理 は,合 衆 国議 会 に よ る鉱 当 な補 償 の な い部 族 財産 の没 収 を正

惑化 す る ため に利 粥 され て きたの み な らず… …合 衆 国憲 法 に規 定 され て い な い連 邦政

府 に よ る権 力行 使 を正 当化 す る ため に利 摺 され て きて い る(See,6書,UnitedS雛es

v。Kagama,!18{工S.375,378-79,383-85(!886).)(信 託責 任 の下 で の 鷺窟 の 権 限 と

して,イ ンデ ィア ンに よっ て保 留 地 で実 行 され た犯 騨 を審理 す る連 邦 の権 限 を認 凝)て

い る)」(∬ ぼ.at422-43n,4.)。

第一節 信託責任の起源

ア メ リカ ・イ ン デ ィア ン法 を研 究 す るに あ た っ て,連 邦 とイ ンデ ィ ア ン と

の信 託 関 係 が最 も重 要 な 課 題 の ひ とつ と して 登 場 す るに も拘 わ らず,信 託 関

係 の 起 源(origin)を 明 確 に す る こ と は容 易 で は な い 。 そ れ は,全 て の イ ン
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ディアンにとってその受益者 としての地位 を設定 し,定 義する単一の条約,

合衆国議会法律或いはその他の文書が存在 しないことに起因す る。ある部族

にとっては,後 に見 るように特定の条約或いは合意が,他 の部族に とっては

行政上の合意が信託義務の出典 と見倣され る。 また裁判所は,連 邦の信託義

務 を連邦法律或いは合衆国憲法に求めている1>。信託関係 は,部 族 と合衆国

との間の交渉過程全般 を見ることによって生 じ得 るのであって,実 際に信託

という用語が使用され る場合 もあれば,非 公式な用語が信託関係 を設けたも

のと解釈 される場合 もあ り得 る。かかる解釈は,英 米法の下にあって法的に

強制 し得 る信託義務 を設定するために,信 託 とい う用語 を実際に使用する必

要がないとされることか ら可能 と誉い得 るところである。オー スティン ・

W・ スコット(AustinW,Scott)の 『信託法』(LAWOi・TRus'ps)に よれば,契 約

に関係す る当事者の ここでは連邦政府 とイ ンデ ィアン部族 意図

(撤e鱒 及び契約が行 われた特定の情況並びに相互の間の歴史的関係 によっ

て,い かなる義務が設定されて来たかが決定されるのであるとされる2)。

インディアンに対する連邦の信託義務の起源は,① インディアン ・ネーシ

ョン若 しくはインディアン部族 との条約及び合意,② 合衆国憲法,③ 合衆国

最高裁判所判決,そ して④連邦制定法(federalstatute)に 求め ることができ

る。以下,分 説する。

1条 約及び合意

1条 約

合 衆 国 とイ ンデ ィ ア ン との 信 託 関係 或 い は 後 見 人 ・被 後 見 入 関 係 に 雷 及 し

た と考 え られ る イ ン デ ィ ア ン ・ネー シyン 若 し くは イ ン デ ィ ア ン部 族 との 条

約 は,1784年10月24日 に フ ォ ー ト ・ス タ ン ウ ィ ッ ク ス(FortStaRwix)で7ネ

ー シ ョン(SlxNations)と の 間 に 締 結 され た 条 約3)を は じめ と して
,そ の 例

は 枚 挙 に い とま が な いが,以 下,時 代 を追 っ て ア ト ・ラ ン ダ ム に 拾 っ て み る

(一部,手 を加 えた)。 合 衆 国 が 置 か れ た 当 時 の 歴 史 的,政 治 的 状 況 の 或 い は イ

ンデ ィ ア ン の 合 衆 国 に 対 す る敵 対行 為 の変 化 に よ っ て,条 約 の文 言 の 言 い 廻
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し に 微 妙 に 違 い が 現 わ れ,特 に19世 紀 前 半 に 開 始 さ れ る 強 制 移 住

(Rernova})政 策,更 に は19世 紀 中 葉 に始 動 す る保 留 地 制 度 の採 用 に よ っ て,

相 互 間 の信 認 関 係 が 一 段 と強 化 され る過 程 を見 て取 る こ とが で き る。 尚,イ

ンデ ィ ア ン との 条 約 交渉 は,1871年 を もっ て 終 了 し,以 後 合 意 を以 っ て 交 渉

され,当 該 合 意 が 合 衆 国 議 会 に よ って 承 認 され,合 衆 国 議 会 法 律 と して制 定

され る手 続 を踏 ん で い るの。

(1)!784年10月22凹 の 「7ネ ー シ ョ ン と の 条 約 轡 「ア メ リ カ 合 衆 国

は,セ ナ カ(Senecas),モ ホ ー ク(Mohawks),オ ノ ン ダ ガ(Onoxxclagas>及 び

カ ユ ガ(CayXigas)と 講 和 を結 び,以 下 の 条 件 に 基 づ い て 彼 ら を合 衆 国 の 保

護(protεctio13)下 に 受 け 入 れ るj(前 文)。

(2)!786年1月3Nの チ ョ ク トー と の 条 約6)「 ア メ リカ 合 衆 国 全 権 委

貝 は,チ ョ ク トー ・ネ ー シ ョ ン(Choctawnation)と 講 和 を結 び,以 下 の 条 件

で ア メ リ カ合 衆 国 の 恩 寵 侮vor)を 受 け,そ の保 護 下 に あ る こ とを 受 け 入 れ

る」(前 文)。 「チ ョク トー ・ネ ー シ ョ ン全 権 委 翼 は,当 該 ネー シ ョ ンの タ ウ ン

及 び部 族 並 び に 本 条 約 第3条 で規 定 さ れ た 当 該 部 族 に 居 住 及 び狩 猟 の た め に

割 当 て られ た 境 界 内 の 土 地 が,い か な る そ の 他 の主 権 国 家 で は な く して,ア

メ リカ合 衆 国 の 保 護 の 下 に 入 る こ と を承 認 す る」 傑2条)。

(3)1803年8月!3日 の カ ス カ ス キ ア と条 約7>「 合 衆 国 は,カ ス カ ス キ

ア 族(Kaskas}〈iatribe)を 合 衆 国 の 即 時 の 保 護(care)並 び に 支 援(patrOlk-

age)の 下 に お き,他 の イ ン デ4ア ン部 族 及 び全 て の 他 の 入 び と に対 抗 し得

る よ う合 衆 国 市 民 が 享 有 す る と同様 の 実 効 性 あ る保 護 を与 え る。 当 該 カ ス カ

ス キ ア 族 は,合 衆 国 の 許 可 及 び 同意 を初 め に得 る こ とな く,他 の い か な る イ

ン デ ィア ン部 族 又 は 外 国 に 対 して も,戦 争 行 為 若 し くは襲 撃 若 し くは 法 律 違

反 を行 う こ とを 回 避 す る よ う努 め な け れ ば な らな い 」(第2条)。

(4)1808年11月25Mの チ ッペ ワ 等 との 条約8>「 イ ン デgア ン の チ ッペ

ワ(Chippewa),オ タ ワ(Ottawa),ポ タ ワ ト ミー(Potawa宅omi),ワ イ ア ン ド

ッi・(Wyandot)及 び シ ョー ニ ー(ShaWBee)の 各 ネ ー シ ョ ン は,自 ら合 衆 国

の 保 護 下 に 入 り,他 の 主 権 国 家 の保 護 の下 に 入 らな い こ と を承 認 し,合 衆 国
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はその見返 りとして従前の諸条約の規定の内容及び意味に従って,彼 らに保

護 を拡大するように約定条項 を書き換える」傑5条)。

(5)1819年7月30臼 の キカプー との条 約9>「 キカプー族(Kickapoo

tribe)は,今 や 自ら合衆国の保護下に入 り,そ の関係を維持することを承認

し,他 のネーシffン若 しくは権力若 しくは主権 国家の保護の下に入 らないこ

とを認め る」傑3条)。 「合衆国は,当 該部族を合衆国の保護及び支援の下に

置き,他 の全ての人に対抗 して保護を与える。但 し,当 該部族は,合 衆国法

律 を遵守 し,合 衆国の許可及び同意を初めに得 ることな く,他 のいかなるイ

ンディアン部族又は外国に対 しても,戦 争行為若 しくは襲撃若 しくは法律違

反を行 うことを回避 しなければならないもの とす る」(第9条)。

(6)1825年6月9田 ポ ンカ との条約1e)「 インデijア ンの ポンカ族

(Poncatribe)は,合 衆国の領土内に居住 し,合 衆国の至上権(s駆emacy)を

承認 し,及 び合衆国の保護 を講求することを,こ こに認め る」傑1条)。 「合

衆国は,イ ンディアンのポンカ族 との友好関係 を築 き,及 び彼 らをその保護

下に入れ,並 びに可能な隈 り合衆国大統領が適切 と判断する利益及び友好な

る行為 をその都度拡大す ることに同意す る」(第2条)19。

(7)1834年5月2媚 のチカソー ・ネーシgン との条約la)「 チカソー ・

ネー シwン(Chicl〈asawnation)は,彼 らが長年に亘 って大事に育み,愛 して

きた故郷 を権利放棄 しようとしている。彼 らは,ミ シシッピ川以西の合衆国

の領土内のいずれかの場所に望みに叶ったカントリー を見出す希望 を,今 ま

でのところそれは不成功に終わっているが,い まだに捨て去っていない。当

該望みが叶った場合,連 邦政府は,以 後 他のインディアン部族からの侵入

及び白人か ら彼 らを保護 し,並 びに防禦す ることに同意する……」(第2条)。

「合衆国担当官は,当 該ネー シ滋ンの首長たちの要請に基づ き,譲 渡された

カン トリーへの侵入を妨げるため,及 び選択 された保留地の所有者の申講に

基づ き 〔第3条 で保留地が本条約で指定 した個人に与えられる旨を規定 して

いる。〕,選 択される保留地から侵入者 を拘束 し,及 び排除するため,あ らゆ

る法的な民事上の救済手段(合 衆国の費用をもって)に 訴えるであろ う……」
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(第3条)。

(8)1838年1月15日 の ニ ュ ー ・ヨー ク ・イ ンデKア ン との 条 約 鋤 「永

久 の 平 和 及 び 友 好 が,合 衆 国 と 〔6ネ ー シ ョンか ら成 る〕 ニ ュ ー ・S一 ク ・

イ ンデ ィ ア ン(NewYor茎{1簸di歌ns)と の 聞 に 存 続 す るで あ ろ う。 合 衆 国 は,以

後 彼 ら の新 しい家 の 〔第 ユ条 で 土 地 の譲 渡 を約 し,見 返 りに 第2条 で ミズ

ー リ州 の 西 方 に 新 た な カ ン トリー が 彼 らに 設 定 さ れ て い る〕 平 和 的 な 占有 及

び享 有 を保 護 し,並 び に 防 禦 す る こ とを保 証 す る。 合 衆 国 は,以 後 当該 カ ン

トリー に お い て 彼 ら 自身 の 政 府 形 態 を築 き,及 び 彼 ら 慮身 の 官 吏 を任 命 し,

並 び に 彼 ら 自身 の 法 を執 行 す る こ と を保 証 す る。 但 し,イ ンデ ィ ア ン との 交

易 及 び 通 商 を規 制 す る合 衆 国 議 会 の 立 法 に服 さ な け れ ば な ら な い 」(第 婆条)。

(9)!848年11月24日 の ス トッ クブ リ ッ ジ族 と の 条 約14>「 イ ン デ ィ ア ン

の ス トッ ク ブ リッ ジ族(Stockbrldgetribe)は,1843年3月3臼 に合 衆 国 議 会

に お い て 制 定 さ れ た 『ウ ィ ス コ ン シ ン 準 州 内 の イ ンデ ィ ア ンの ス トッ ク ブ リ

ッ ジ族 を救 済 す る た め の 法 律 』 に よ っ て承 認 若 し くは付 与 され た利 益 又 は 特

権 を 受 け る こ と を権 利 放 棄 し 〔上 記1843年 法 律 で ウKネ バ ゴ ー 湖(Wilk-

nebagoLa}〈e)の 西 方 の 土 地36セ ク シ ョン が 当該 部 族 に 保 証 され,当 該 部 族 の

構 成 翼 に割 当 て られ る(alloteed)こ とに な っ て い た が,1846年8月6鷺 の 合

衆 国 議 会 法 律 で1843年 法 律 が 廃 棄 さ れ た(前 文)〕,当 該 法 律 で 保 証 さ れ た 全

て の 権 利 を返 上 し,以 後 他 の イ ンデ ィ ア ン 部 族 と同様 に 合 衆 国 の保 護 及 び 後

見(protectioikaRdguardialtship)の 下 に あ る こ と を承 認 し並 び に 宣 言 す る」(第

2条)(下 線筆者。本条約 の締結以降,「 後 見」 とい う文醤が 条文 に散見 され るように な

る)。

(10)1852年6月22日 の チ カ ソー との 条 約x5>「 イ ンデ ィア ン の チ カ ソ ー

族(Chicka$awtribe)は,自 ら合 衆 国 の 後 見 の 下 に あ る こ と を認 め,及 び こ

れ ま で の 条 約 で 彼 ちに 保 証 さ れ た保 護 を確 実 な 手 段 と して承 認 す る」 儲1

条)。

(11)1854年5月6臼 の デ ラ ウ ェ ア との 条 約i6)「 デ ラ ウ ェ ア(Deiawar-

es)は,連 邦 政 府 へ の従 属(dependence)を 認 め,当 該 政 府 の 保 護 及 び 配 慮 に
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訴えるものである 〔本条約第1条 で ミズー リ州の東部 に彼 らが所有 してきた

土地に対す る彼 らの全ての権利,権 原(tMe)及 び利益 を合衆国に譲渡 し,

権利放棄 し,保 留地が設定されている〕。彼 らは,全 ての種類の剥奪及び侵

害か ら保護 され,及 び全インディアン部族 と平和裡に生存することを希望す

る。彼 らは,戦 争及びいずれかの市民に対する剥奪行為を回避することを約

束す る。不幸に も困難が立 ちはだかった場合,あ らゆる時に,可 能な限 り

…… 〔合衆国の〕法律に従 う」(第14条)。

(12)1855年6月22日 のチffク トー及 びチカソー との条約17)「 合衆国

は,内 紛及び敵意ある侵入並びに彼 らの裁判権(jurisdictlor})と法に従 わな

い他のインディアン及び白入の正 当な理由のない攻撃か らチョク トー及びチ

カソー を保護するもの とす る。薮該侵入及び攻撃から生 じた全ての権利侵害

に対 して,イ ンディアンによって白人に対 して実行 された場合に白入に損害

漿補が付与され ると同一の基準及び準則に従 って,損 害填補(1撮emni切 が

合衆国財務省によって侵害された当事者若 しくは複数 当事者に保証される」

(第k条)z8>。

(13)1858年4月19田 ヤンクトン ・スー との条約19>「 第1条 乃至第3条

に規定 された譲渡及び権利放棄並びに合意に鑑み,合 衆国は,以 後ヤンクト

ン(YanktoRs)が 彼 らの将来の家 として保留された400,000エ ー カー の土地

の平穏且つ平和裡の占有並びに合衆国に良好なる態度をとる間はその人身及

び財産 を保護することに同意 し,約 定する」傑4条 第!項)2。)。

(!4)1866年3月21Bの セ ミ ノ ー ル と の 条 約21)「 セ ミ ノ ー ル

(Semiikoles)は,全 ての他 のインディアン及び彼 ら自身 との平和 を維持す る

ことに同意する。平和及び友好の誓約の見返 りに,合 衆国はセ ミノールに彼

らのカン トリーの静穏なる占有及び他の部族の側からの敵対行為か らの保謹

を保証す る」(第1条 第2文)。

2合 意

1882年10月17Hか らX883年1月3yjに かけてのの種々の部族のスー との合

意劉 は,「 インディアンが自人の窃盗の後に居住 し得 る永久の家を当該 イン
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ディアンに提供 し,当 該 インディアンの財産,入 身並びに生命に対する権利

が保護されるべ きことは合衆国政府の政策であるが故に,以 後当該 インディ

アンの種々のバン ド(band)の 永久の家が各なの保留地に配分 され,保 留さ

れることが合意される。……」 と規定 している 悌!条)。

H合 衆国憲法

インディアン問題に関する全ての合衆国の権限及び責任は,究 極的には合

衆国憲法か ら導 き出される謝。蓋 し,連 邦政府は,合 衆国憲法に よって授

権 された権限を行使する機関であって,か かる権限又は責任が,憲 法に規定

されていないか,若 しくは当該憲法に含意されていないならば行使 し得 ない

ところである。

インディアン問題に対す る連邦政府の一定の権限行使 を承認 している(或

いは承認していると解される)合 衆国憲法の規定 を拾 うと,第 一 に合衆国議会

は,イ ンディアン部族 との通商を規制する権限を有すると定める所謂 「イン

デdア ン通商条項」侮dl韻CommerceClause)が 挙げなければならない(第i

条第8籔 第3項)。 当該条項が,判 例 において連邦政府の多 くの行為の拠 り所

とされていることには,鷺 うを待たないところである鋤。第二に大統領は,

上院の助需 と承認を得て条約 を締結する権 限を有す ると規定 している所謂

「条約条項」(Treatyαa疑se)で あ り 傑2条 策2節 第2項),1871年 に至 るまで

はインディアン問題に対す る連邦の権 限行使の主要な根拠規定 とされてい

た。

合衆国最高裁判所 は,そ の1973年 判決であるMcClanahamv.AXizoxaa

St就e"raxCOmm's25>で 「インディアン問題に対する連邦の権限の拠 り所

は,何 らかの混乱 をきた してきたが,今 購では,当 該権限が インディアン部

族 との通商 を規制 し,及 び条約締結する連邦の権限か ら導 きだされ ること

は,一 般に認め られているところである。」 と判示 している濁。 また1834年

当時の合衆国議会第23議 会第2会 期の下院議事録は,条 約で規定 されたイン

ディアンに対す る多 くの義務の申に,「 彼 らの土地の権原及び占有 と自治の
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行使 を保証 し,彼 らを内部的敵対関係及び外国軍隊か ら防禦」す る義務 を含

む ものと想定 している洲。

III合 衆国最高裁判所判決

連 邦 政 府 の イ ン デ ィ ア ン に対 す る信 託 責 任 を主 題 と した法 律 論 文 は,筆 者

の 知 る 限 り,な べ て合 衆 国最 高 裁 判 所 の1830年 代 初 頭 のChαok£eNation

v、Georgia似 下,C忽o々68翫 ♂禰 事件 という。)28>及びWorcesterv.Georgia

似 下,賄 膨s齢 事件 とい う。)29)にお い て マ ー シ ャ ル 主 席 判 事(Marshall,C.」.)

が 展 開 した 法 廷 意 見 に,イ ン デ ィア ン に対 す る連 邦 政 府 の 信 託 責 任 の 始 ま り

を見 出 し鋤,そ の論 考 を書 き起 こ して い る。

1CherokeeNatlion事 件 鋤

(!)本 件 は,1831年3月,チ ェ ロ キー ・ネ ー シ ョ ン(CherokeeNat20n)

が 合 衆 国 最 高裁 判 所 に政 治 的 社 会 と して の チ ェ ロ キー を消 滅 させ,合 衆 国 が

諸 条 約 に よ っ て保 証 して きた 当該 ネ ー シ ョン の 土 地 を ジ 雪一 ジ ア州 の 用 途 の

ため に収 奪 す る こ とを 目的 と して制 定 し た ジ ョー ジ ア州 法 の 執 行 の差 止 命 令

を求 め て 訴 訟 を提 起 した事 件 で あ る。 チ ェ ロ キ ー ・ネ ー シ ョ ン は,訴 状 の 中

で① 当該 ネ ー シ 叢ン は,合 衆 国 に も州 に も忠 誠 の 義 務 を負 わ な い 外 国 で あ

る,② 太 古 か らネ ー シ 召ン は,主 権 国 家 を構 成 し,こ の こ とは,合 衆 国 に よ

っ て種 々 の 条 約 一!785年11月28Hの ホ ー プ ウ ェ ル(Hopewell>で の 条 約,

W91年7月22Nの ホ ル ス トン(llolston)で の 条 約,1794年6月26Hの フKラ

デ ル フ ィ ア(Philadelphia),1806年 ユ月7熱 の ワ シ ン トン(Washl螂o簸)で の

条 約 等 々 で承 認 され て き た し,現 在 も承 認 さ れ て い る,③ チ ェ ロ キ ー

は,ヨ ー ロ ッパ か ら 白入 が 大 陸 に 到 来 す る以 前 か ら 自 らが 現 在 居 住 して い る

テ リ トリー の所 有 者 で あ っ た 旨 を主 張 した。

(2)1831年,法 廷 意 見 を執 筆 した マ ー シ ャ ル 主 席 判 事 は,以 下 の よ うに

判 示 し,本 件 訴 訟 に対 す る合 衆 国最 高 裁 判 所 の 管 轄 権 を否 定 して い る。 チ ェ

ロ キ ー ・ネー シ 灘ン は,用 語 が 憲 法 で 用 い られ て い る意 味 に お い て外 国 とい

え る で あ ろ うか。 チ ェ ロ キ ー は,こ の 国 へ の我 わ れ の 入 植 が 始 ま っ て 以 来,
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一様に国家 として扱われてきた。彼 らと合衆国との問に結ばれた種々の条約

は,平 和 と戦争の関係を維持 し,彼 らの政治的特質において彼らの合意に違

背す ることに対 して,又 は彼 らの コミュニティーの個人によって合衆国市民

に行われた攻撃に対 して責任 を取ることができる人民であることを認めてい

る。法律は,こ れらの条約の精神 に基づいて制定 されて きた。我われの政府

の行為は,明 らかにチェロキー ・ネー シ召ンを国家 として承認し,裁 判所は

これ ら行為 に拘束される。 より困難な問題 は,チ ェロッキーが,憲 法の意味

において外国 と書えるかにある。インディアンのテ リトリーは,合 衆国の一

部を構成することが事実 として認め られている。我われの全ての地図,地 理

的条約及び法律が,こ のことを裏付けている。我われの外国との交易,我 わ

れの通商規制及びインディアンと外国との交渉に際してのあらゆる試みにお

いて,イ ンディアンは,我 われ慮身の市民に課される多くの制約 に服すこと

を条件 に,合 衆国の管轄権の範囲内にあるもの と見倣 されている。すなわ

ち,イ ンディアンは,彼 らの条約の中で自ら合衆国の保護の下にあることを

認め,彼 らは,合 衆国が彼 らとの通商 を規制 し,及 び彼 らの全ての事項 を彼

らが適切 と考 えるように管理する唯一及び排他的権利を持つ ことを認めてい

る。インディアンは,疑 いのない,そ してそれ故に疑問の余地のない彼 らが

占有す る土地に対する権利を,我 われの政府への自発的な割譲によって消滅

させ られるまでは持つものであると認められている。

しか し,合 衆国の承認された境界内に居住するインディアン部族が厳格な

意味で外国 と呼ばれ得 るか否かは,疑 いの余地があるのであって,イ ンディ

アン部族は,よ り正確に言えば,国 内の従属国(dOirnesticdependentnation)

と呼ばれ得 るであろう。彼 らは,我 われが彼らの意思 とは無関係 に,権 原を

主張す る土地を占有 している。ここに雷うところの我われの権原は,イ ンデ

ィアンの占有権が消滅 した時に,占 有 した時点で効力を生ずるのである。一

方で彼 らは,半 開化の状態(stateofpupilage)に ある。合衆国に対する彼 ら

の関係は,後 見入に対する被後見入の関係(relati。ftofawarcltohisggardian)

に類似 している。彼 らインディアンは,我 われの政府に保護 を期待 し,そ の
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好意 と力に顧 り,彼 らが望むところの救済を我われの政府に訴え,大 統領に

は彼 らの偉大なる父(greatfather)と 呼びかける。彼 らと彼 らのカン トリー

は,我 われ惣身 と同様,外 国によって完全に合衆国の主権 と支配の下にある

と見倣されているのであって,彼 らの土地 を取得 し,彼 らと政治的関係 を形

成 しようとの企図は,我 われの領土の侵害であり,敵 害行為 と見倣 されるで

あろう。かかる考 えは,我 われの憲法の起草者たちが州又はその市民及び外

国との紛争のために連邦の裁判所 を開設 した時,イ ンディアン部族 を心に留

めていなかった という見解 を支持するものである。憲法が起草された際 ア

メ リカ入の裁判所に権利の主張又は不正の矯正 を訴えるという発想は,決 し

てインデ ィアン又はその部族の心には浮かばなかったであろう。彼 らの訴え

の手段は,ト マホー ク(tomahawk>か,若 しくは政府に対 してであった。こ

のことを合衆国憲法の粋組みを作 り上げた政治家たちは,良 く理解 していた

ところであり,そ してこのことが,連 邦の裁判所に訴え得 る当事者の中に,

彼 らを数 え上げなかったことの何 らかの理由 となっているのである。

合衆国憲法第i条 第8節 第3項 を見 るに,明 らかにインディアンは,イ ン

ディアン部族の名前をもって,連 邦 を構成す る幾つかの州 と同様に,外 国か

らは区別 されている。通商 を規制す る権限が向け られ得 る主体 は,外 国,

州,そ してインディアン部族である。 この条項 を作文するにあたって,憲 法

制定会議は,各 厚を全 く別個の主体 と考えたのである。この区別が,そ れに

続 く条項 を作文す るに婁たって何 らかの推定を裏付ける文書がない限り,失

われたとは到底考えられないことである。憲法が,本 条項においてインディ

アン部族 を 「外国」 とい う一般 的用語に含 ませたものではないことは明らか

である。それは,部 族は国家ではあ り得ないのではな く,部 族が,合 衆国に

とって外国ではないからである。以上の理由か らして,合 衆国内のインディ

アン部族若 しくはネー ションは,憲 法の意味において外国ではないのであっ

て,合 衆国の裁判所に訴訟を提起 し得 ないと結論され るのである謝。

(3)反 対意見の中で トムスン判事(Thompsoia,J.)は,チ ェrvキ ーは征服

された入民ではな くeよ り強力な保護者たる国家に契約上の和議(contrac一
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tualarrangement>に よ って 拘 束 され る不 平 等 で,劣 位 の 立 場 に 置 か れ て い る

と し,自 治 の権 限 は,チ ェ ロ キー に よ っ て彼 らの 残 さ れ た 土 地 で行 使 さ れ る

とす るマ ー シ ャル の法 廷 意 見 に は 賛 成 して い るが,合 衆 国 最 高 裁 判 所 の 第一

審 裁 判 管 轄 権(ori鱒alj慮sdic伽R)の 下 で 訴 訟 提 起 し得 る 外 国(foreign

state)で あ る と述 べ て い る33)。

2Worce$ter事 件34)

(1)i830年12月22N,ジ ョー ジ ア州 議 会 は,「 全 て の 者 に よ る チ ェxxit

-・ イ ン デ ィ ア ン及 び 当 該 イ ン デ ィ ア ンの 法 律 の権 限 を 口実 に 偽 りの
,及 び

恣 意 的 な権 力 の行 使 を妨 げ,白 入 が ジ ョー ジ ア の 勅 許 に よ る領 土 で あ っ て,

及 び チ ェ ロ キ ー ・イ ン デ ィア ンが 占有 す る土 地 に 居 住 す る こ とを妨 げ,及 び

金 鉱 の 保 護 の た め の 監 視 者 を規 定 し,並 び に 当該 テ リ ト リー 内 に州 法 を適 用

す るた め の 法 律 」 を制 定 し た。 同法 第7条 は 「1931年3月!臼 を も って 又 は

以 後 許 可 書 若 し くは許 可 を交 付 す る権 限 を膚 す る知 事 閣 下 〔第9条 〕 又 は

知 事 閣 下 の 代 理 入 の 当該 許 可 書 若 し くは 許 可 を有 しな い チ ェ ロ キー ・ネ ー シ

rwン の 境 界 内 に 居 住 し,及 び 以 後 要 求 され る誓約 〔第8条 〕 を行 わ な い 全 て

の 白入 は,重 軽 罪 の 罪 と し,有 罪判 決 に よ り刑 務 所 へ の拘 禁 に よ っ て4年 を

超 え な い期 間 で 重 労 働 を 科 さ れ る もの とす る … … 。」 旨 を規 定 し て い た。

1831年9月,同 州 グ ウ ィ ネ ッ ト(GwiRnett)郡 の 大 陪 審 員 は,同 州 グ ウgネ

ッ ト郡 上 位 裁 判 所(SuperiorCourtofCoLmty)に サ ミ ュ エ ル ・A・ ウ ス タ

(SaiXtuelA.Worcester)を 含 む7名 の 白入 は,!83!年6月1田,州 知 事 若 し く

は そ の代 理 入 の 許 可 な く,ジ ョー ジ ア 州 の 領 土 で あ る グ ウ ィネ ッ ト郡 の チ ェ

ロ キ ー ・ネー シ ョ ン の境 界 内 に居 住 し,ジ 弱一 ジア 州 憲 法 及 び 法 律 に 宣 誓 を

行 わ ず,チ ェ ロ キー ・ネ ー シ 雪ン の 市 民 と して 振 舞 い,ジ ョー ジ ア州 法 に違

反 した 。」 との 正 式 起 訴 状 を提 出 した。

こ れ に 対 し て,被 告 人 ウ ス タ は,法 廷 で 以 下 の よ う に 主 張 し た。 被 告 人

は,183!年6月15臼,郡 上 訴 裁 判 所 に 管 轄 権 が な い チ ェ ロ キー ・ネー シmeン

の ニ ュ ー ・エ チ 鐵一 タ(NewEchota)の 町 に 居 住 して い た 。 被 告 人 は,ヴ ァ

ー モ ン ト州 の市 民 で あ り
,合 衆 国大 統 領 の 管 轄 下 で,ア メ リカ海 外 伝 道 師 協
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会(Aine2"icanBoardofConxnissionresforFGreigxxMissiofts)の 正 当 な宣 教 師 の 資

格 で チ ェ ロ キー ・ネ ー シ 翼 ンの 境 界 内 に 入 っ た の で あ っ て,大 統 領 に よ っ て

立 ち 退 き を要 求 され て は い な い 。 被 告 人 は,逮 捕 当 時,チ ェ ロ キー ・ネ ー シ

叢ン に福 音 を 説 き,連 邦 政 府 の 入 道 政 策 に従 っ て 彼 ら イ ン デ ィア ン の文 明 化

と進 歩 に 携 わ っ て い た。1785年U月28日 の ホー プ ウ ェ ル で の 条 約,1791年7

月2日 の ホル ス トンで の 条 約 を始 め とす る合 衆 国 とチ ・・urキ ー ・ネ ー シwン

との諸 条約 は,合 衆 国 議 会 上 院 で正 式 に承 認 さ れ,当 該 ネー シgン を主権 国

家 と して承 認 し,自 治 を認 め,当 該 テ リ ト リー の全 居 住 者 は,合 衆 国 を構 成

す る州 の 立 法 的 干 渉 か ら 自由 で あ る。 特 に ホー プ ウェ ル 条 約(theTreatyof

Hopewell)及 び ホ ル ス トン条 約 は(theTreatyofHolst。R),ネ ー シyン の テ リ

ト リー は,合 衆 国 を構 成 す る州 の 管 轄 権 が 及 ば な い こ と を承 認 して い る。 し

か し,被 告 入 の 答 弁(ρ1εa>は,郡 上 位 裁 判 所 に よ っ て 却 下 さ れ た。 被 告 入

は,法 廷 に 召 喚 され,訴 因 の認 否 が 問 わ れ,無 罪 を 申 し立 て た。1831年9月

15H,正 式 事 実 審 理 が 行 わ れ,被 告 入 らに重 労働4年 の 有 罪 の評 決 が 同 臼中

に下 され た。i83ユ 年10月27H,ウ ス タの 不 服 申立 に基 づ い て,合 衆 国 は,合

衆 国最 高 裁 判 所 に 訴 訟 記 録 を提 出 す る よ うに 誤 審 令 状(w寵oferr・r>を 郡 上

位 裁 判 所 裁 判 官 に 対 して発 出 した鋤 。

(2)1832年,マ ー シ ャル 主 席 判 事 は,部 族 の 地 位 を よ り強 力 な 国 家 の 保

護 を要 求 し,及 び これ を受 け る 国家 で あ る と しな が ら も,1つ の 別 個 の 国 家

で あ る と再 確 認 し,被 告 人 の 有 罪 判 決 を破 棄 す る判 決 を下 して い る。

!785年1!月28日 サ ウ ス ・カmaラ イ ナ の ホー プ ウ ェ ル で合 衆 国 とチ ェ ロ キー

との 間 に 締 結 さ れ た 条 約(7Stat.18.)は,第6条 及 び第7条 に お い て,い ず

れ か 一 方 の カ ン ト リー の 市 民 が他 方 の カ ン トリー の 市 民 に対 して 実 行 した 犯

罪 を処 罰 す る 旨 を約 定 して い るが,両 条 項 か ら推 論 で き る 唯一 の こ とは,合

衆 国 が チ ェ ロ キー を 国 家 と見 倣 して い る と い う こ と で あ る。 同 条 約 第9条

は,「 イ ン デ ィ ア ン の 利 益 及 び安 寧 の た め に並 び に … … イ ン デ ィ ア ン へ の侵

害 と圧 迫 を妨 げ る た め に,合 衆 国 は … … イ ン デ ィ ア ン との 通 商 を規 制 し,及

び イ ンデ ィ ア ンが 適 切 と考 え る方 法 で 全 て の 彼 らの 問題 を処 理 す る唯 一 及 び
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排 他 的 権 利 を有 す る もの とす る。」 と規 定 し て い る が,こ こ に い う 「全 て の

イ ンデ ィ ア ン 問 題 を処 理 す る」(managiikgall£heix'affairs)と い う文 欝 を,「 自

治 の権 利 放 棄 」(s膿e竃漉rOfself-goverRmeikOと 直 訳 して解 釈 す る こ とは,そ

れ ら文 言 の 本 来 の 意 味 の 曲解 で あ り,一 貫 して加 え られ て き た解 釈 に 違 背 す

る こ とに な る。 第9条 の 重 要 なKl的 は,イ ン デ ィア ン との 通 商 に あ る。 全 権

委 員 は,条 約 を締 結 す る動 機 が イ ン デ ィ ア ン の 利 益 と安 寧並 び に侵 害 と圧 迫

の 防 止 に あ る こ と を表 明 して 請 求 を提 示 し た が,こ の こ とは,交 易 規 制 と通

商 に 関連 す る全 て の 問 題 に 関 す る規 制 に 関 して は 当 て 嵌 ま るが,全 て の 問 題

の 処 理 に つ い て は,的 を得 て い な い。 これ ら の 中 の 最 も重 要 な事 項 は,彼 ら

の 土 地 の 割 譲 で あ って,彼 らへ の 侵 入 者 か ら の安 全 に あ っ た の で あ る。

条 約 第2条 は,チ ェ ロ キー ・ネ ー シmsン が 他 の い か な る主 権 国 の保 護 下 で

も な く,ア メ リカ合 衆 国 の 保 護 下 に あ る こ と を繰 り返 し承 認 して い る。 イ ン

デ ィア ン ・ネ ー シ 製ン は,そ の 置 か れ た状 況 か ら して,必 然 的 に 彼 らの欲 求

の 充 足 を,そ して 彼 らの カ ン ト リー へ の不 法 及 び不 正 な侵 害 か らの 保 護 を外

国 の 君 主 に頼 ら ざ る を得 な か っ た 。 そ の 国 家 は,自 然 に 彼 らの 保 護 者 を任

じ,イ ン デ ィア ン は大 英 帝 国 の保 護 下 に入 っ たの で あ る。 しか し,英 国 の 失

墜 と それ に伴 う合 衆 国 の建 設 は,自 然 に チ ェ ロ キー の側 に 立 て ば,彼 ら が合

衆 国 の 保 護 下 に あ る とい う宣 雷 へ と導 い た の で あ る。 彼 らは,以 前 に 大 英 帝

国 と築 い た 関係 を合 衆 国 との 間 に想 定 した の で あ っ て,か か る関 係 は,一 方

の 国 家 が よ り強 力 な国 家 の保 護 を求 め,そ の保 謹 を受 け る とい う国 家 聞 の 関

係 で あ っ て,国 家 と して の性 格 を捨 て て,臣 民 と して主 入 の 法 に服 従 す る と

い う個 入 と個 人 との 間 の 関係 で は な い の で あ る。 第3条 は,捕 虜 の解 放 につ

い て全 く同 様 の約 定 を定 め て い る。

第4条 は,合 衆 国 と チ ェ ロ キー ・ネ ー シ ョ ン と の 間 の 境 界 を 宣 欝 して い

る。 境 界 は,相 互 の 合 意 の下 で 国 家 と国 家 との 間 で 引 か れ,相 互 の 国 家 と し

て の性 格 及 びか か る境 界 を確 定 す る 資格 は,他 方 に よ っ て承 認 され て い る。

従 っ て,本 件 条 約 は,明 らか に チ ェ ロ キ ー の 国 家 と して の性 格 及 び チ ェ ロ キ

ー の 自治 の権 利(rightofself-goverfiment)を 認 め て い る
。 す な わ ち,チ ェ ロ
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キー の 土 地 を保 証 す る こ と,保 護 義 務 を負 う こ と,そ して勿 論 彼 らの保 護 の

ため に合 衆 国 が 誓約 す る こ とが,し ば しば 更 新 さ れ,現 在 も完 全 な る効 力 を

維 持 して い る。 我 わ れ の 政 府 が 開 府 さ れ て か ら,合 衆 国 議 会 は,イ ン デ ィア

ン との 交 易 及 び通 商 を規 制 す る立 法 を可 決 して きた が,当 該 立 法 は,チ ェ ロ

キー を 国 家 と して 扱 い,彼 らの 権 利 を尊 重 し,条 約 で 約 定 され た保 護 の 提 供

を堅 持 し て い る。 こ れ ら の 立 法,中 で も今 日 も効 力 を保 っ て い る1$02年 法

〔「イ ン デ ィア ン交 易 及 び通 商 法 」(theIndiai3TreadandInterco:yseAct)〕 は,

明ISIに 幾 つ か の イ ンデ4ア ン ・ネ ー シ ョ ン を,テ リ ト リー の 境 界 を持 ち,そ

の 権 限 は 排 他 的 で あ っ て,そ して 合 衆 国 に よ っ て承 認 され て い る だ け で は な

く,保 護 され て い る境 界 内 の全 て の 土 地 に 対 す る権 利 を膚 す る 「胴 個 の 政 治

的 コ ミュ ニ テ ィー 」 と見 倣 して い る の で あ る絢 。

3解 説

(!)マ ー シ ャ ル 判 事 に よ っ て 農 開 さ れ た 後 見 関 係 の 概 念(guai-dlamship

COI3cept)の 法 的 意 味 は,イ ン デ ィア ン に よ る土 地 の 占有 権 及 び 所 有 権 を ア メ

リカ の 土 地 保 有(landtei3ure)制 度 に 組 み 込 む こ と に あ っ た の で あ っ て,イ

ン デ ィア ン との 土地 譲 渡 条 約 の 本 質 は,部 族 が 土 地 を割 譲 す る 見返 りに,連

邦 の保 護 と彼 らの 残 され た 土 地 の 占有 に 対 す る主 権 国 家 倫 衆 国)に よ る承

認 に あ った の で あ る。 部 族 は,合 衆 国 と条 約 を締 結 し,そ れ よ っ て 当該 国 家

に よ る保 護 を付 託 す る こ とに よ っ て,自 らが 一 種 の 連 邦 の従 属 者 若 し くは 忠

誠 心 あ る臣 民 とな っ た こ と を,認 め させ られ た と解 され る。 従 っ て後 児 入 と

被 後 見 人 との 関 係 は,イ ン デ ィア ン の 土 地 保 有 が ア メ リカ の 土 地 保 膚 制 度 に

組 み 込 まれ た こ とに よ る付 随 的 事 項 の性 格 を帯 び る こ とに な る。 蓋 し,イ ン

デ ィア ン は,合 衆 国 の 市 民(citizeR)に な っ た わ け で は な く,後 見 関 係 の 概

念 が 農 開 され る こ とに よ っ て,イ ン デ ィア ン の不 動 産 所 有 権 が承 認 さ れ,保

護 さ れ得 る手 段 が提 供 さ れ た か ら で あ る鋤 。

ま た,マ ー シ ャ ル 判 事 の 説 く後 見 関 係 及 び 信 託 責 任 の 法 理 は ポ 部 族 の財 産

権 を保 護 す る と 同 時 に 部 族 の 自治 的 団体(self-governlikgentity)と して の 地

位 謝 を広 く保 護 す る こ とに あ っ た と解 さ れ る。 合 衆 国 は,交 易 を規 制 す る
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合 衆 国 議 会 の権 限 を 除 い て,イ ンデ ィ ア ン部 族 が,彼 らの 内部 事 項 を 自律 的

方 法 で管 理 す る権 限 を保 証 す る こ と に よ っ て,部 族 に 「国 内 の従 属 国 」 た る

地位 条 約 に 基 づ く一 種 の 保 護 領(protectoraee)と も書 うべ きか を承

認 して い る。

部 族 の 自治 権 は,部 族 の 土 地 及 び そ の 資 源 を保 証 す る連 邦 の義 務 に よ っ て

も ま た,維 持 さ れ得 る とこ ろ で あ る鋤 。

(2)し か し,マ ー シ ャ ル判 事 は,上 記 の2つ の 判 決 の 中 で合 衆 国 が イ ン

デ ィ ア ンに 対 して 負 う受 認 者 と して の義 務 の 出典 を,決 して 明 らか に して は

お らず,合 衆 国 が部 族 に対 す る後 見 入 と して 行 動 す る義 務 を負 う と しな が ら

も,そ の解 釈 を支 え る先 例,連 邦 制 定 法,或 い は合 衆 国 憲 法 の 箇 条 を も引 用

して は い な い。 更 に 言 え ば,伝 統 的 な信 託 関 係 に よれ ば,信 託 を設 定 す る た

め の 憶 思 表 示 」(113al/ifestatiol/ofintel}tiOB)が 必 要 とさ れ るが ㊨,マ ー シ ャ

ル判 事 は,合 衆 国 若 し くは チ ェ ロ キ ー ・ネ ー シ ョ ンが か か る意 思 を い か よ う

に 表 示 した か も明 らか に して は い な い 。 ま た,四 囲 の 情 況 を判 断 し て,「 黙

示 信 託 」(i興)1iedtrust)が あ っ た と も認 定 は して い な い 。 マ ー シ ャ ル 判 事 は,

信 託 責 任 の 法理 の 発 想 を当 時 の支 配 的 な 国 際 法 原 理 及 び ス ペ イ ン の神 学 者 で

あ るF・ ビ トリア(Fx"anci$codeVitoria,!483-1546)と い っ た 聡世 界 の 理 論 家 に

よ る 国 際 法 に 関 す る論 文 か ら得 た と考 え られ る翻 。 マ ー シ ャ ル は,現 に

Wercester事 件 判 決 の 中 で,1760年 に ロ ン ド ン で 『国 際 法 渥(丁麗LAwOF

NA・riONS)を 著 した グxxテ ィ ウ ス学 派 の 支 持 者 で あ った 政 治 哲 学 者 ヴ ァ ッ テ ル

(ffmmerichdeVattel)の 「他 国 に従 属 し,君 臣 の 関 係 に あ る国 家 は,自 治 及

び 主 権 並 び に 独 立 的権 限 が 国 家 の 管 理 に任 され て い る限 り,そ れ に よ っ て 主

権 国家 で あ る こ と及 び独 立 国家 で あ る こ と をや め な い。」 と い う説 示 を,判

決 文 の 申 で 引 用 して い る の で あ る動 。

(3)イ ン デ ィ ア ン に 対 す る信 託 責 任 の 出 典 が,明 らか で な い の み な ら

ず,2つ の 判 決 の 中 で は,そ の 実 践 的 重 要 性 も また,明 らか に は さ れ て い な

い。 マ ー シ ャ ル は,当 該 法 理 を広 範 な 道 徳 的 用 語 を用 い て論 理 構 成 して い る

が,後 見 入 と して の 合 衆 国 の いか な る任 務 が イ ンデ ィ ア ン に 対 して義 務 づ け
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られるのか,例 えば信託の 醤的は部族財産の保護にあるのか,部 族の政治的

及び社会的構造を支えることにあるのか,両 者 とも含む意味で用いられてい

るのか,或 いはまたその他の全 く別の 目的を達成す るにあるのかが明 らかに

はされていないのである。更に言うべ きは,マ ーシャル判事は,信 認義務 を

直接的に連邦の行政機関に対 して課 したのか,合 衆国議会に課 したのか,或

いは前者のみに課 したのかを明らかにしてはいないのである。マーシャル判

事によって農開された信託法理は,か か る法理の不明瞭性にも拘わらず,連

邦インディアン法における信託法理の基礎 となってい くのである翻。

W連 邦制定法

!北 西 部 領 地 条 令

(1)1787年7月13田,連 合 会 議 は,オ ハ イ オJlは り北 西 の ア メ リカ領 に

対 す る統 治 の 基 本 方 針 を定 め た 「オハ イ オ 川 北 西 の合 衆 国領 地 の 統 治 に 関 す

る条 令 」(AiiordinanceffortheGovermneiktoftheTerrkoryoftkeURitedStates,

NorthwestoftheRiverOhio),所 謂 「北 西 部 領 地 条 令 」 幡eNorthwestOrdl-

naZkce)を,制 定 し た。 こ とイ ンデ ィ ア ン に 関 して,条 令 前 文 は,「 犯 罪 及 び

権 利 侵 害 を妨 げ る た め,採 択 され た 法 律 は,地 区(clistricOの 全 て の 場 所 で

効 力 を有 し,及 び刑 事 及 び 民事 手 続 を執 行 す る た め,総 督 は,当 該 地 区 に 適

切 な 区 画 を設 け,随 時 情 勢 に 応 じて イ ン デ ィ ア ン の権 原 が消 滅 す る地 区 の 部

分 を カ ウ ン テ ィー 若 し くは タ ウ ン シ ップ に 編 入 す る手 続 を取 ら なけ れ ば な ら

な い。 但 し,立 法 部 は,後 に これ を変 更 し得 る もの とす る。」 と謳 って い る。

そ して,本 文 第3条 第2文 は,「 イ ンデKア ン に 対 して は,常 に最 大 限 の 信

義 幟most墓 。odfaith)が 守 られ なけ れ ば な らな い。 イ ン デ ィ ア ン の土 地 及 び

財 産 は,彼 ら の 同 意 な く して収 奪 さ れ て は な らな い 。 ま た 彼 らの 財 産,権 利

及 び 自由 は,連 合 会 議 が 承 認 し た正 しい合 法 的 な 戦 争 の 場 合 を除 い て,侵 害

され て は な ら な い 。 更 に 正 義 及 び 人 道 に 基 づ く法 律 が 随 時 制 定 され,も って

彼 らに害 悪 の 及 ぶ こ とを妨 げ,及 び彼 ら との 平 和 及 び 親 善 の 関 係 を保 持 す る

よ う努 め な け れ ば な ら な い 。」 と規 定 して い る鋤 。 北 西 部 領 地 条 令 は,合 衆
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国議会においてX789年8月7臼 に新憲法に基づ いて修正 を加えられた上で,

「オハ イオ川の北西部連邦領の政府 を定めるための法律」鯛 として可決 され

ている。

(2)北 西部領地条令の背後にある政策は,イ ンデKア ンとの植民地時代

の経験に根差 しているが,マ サチューセ ッツ,ヴ ァージニア,ニ ュー ・ジャ

ー ジー,ペ ンシルヴェニア,メ リー ラン ド,ノ ース ・カロライナ,サ ウス ・

カロライナ及びジョージアの各植民地政府は,そ れぞれ悪辣な非インディア

ンによる詐欺的な,及 び不公平な土地購入か らインディアンを保護するため

の何 らかの方法 を規定 した法律 を可決 している。例 えばヴァージニア植民地

議会は,i655年3月10Hに 条令(ordinafice)を 制定 し,当 該議会又はその他

の後に続 く集会(Asse齢1y)の 定めに よってインデKア ンが 占有す る土地

は,彼 らインデljア ンに よっていかなる未来の入 伽鍛def"turo)者 にも譲

渡できない ものとする。このために我われ植民地は,常 に彼 らに新たな土地

と占有 を割当てる必要がある。インディアンが譲渡 と売却 を望む場合,我 わ

れが購入するのか強制するのかの区別が不能のため,彼 らは自らが所有 して

いるものに不安 を感得 している。よって以後いかなる譲渡及び売買 も,集 会

の岡意がない場合,こ れを無効 とす ると定めている媚。

2合 衆国議会法律

(1)イ ンデKア ン間題の分野における実体 的権利及び義務 を特に規定 し

た最初 の合衆国議会の立法は,そ の第1議 会がユ790年7月22ffに 制定 した

「インデ ィアン部族 との交易及び通商 を規制するための法律」(際 ～次交易及

び通商法」(thefirstTradeaRdintercourseAct>)で ある姻。本法及びその後の一

連の交易及び通商法は,当 初は諸条約の履行 と手に負えない自入にそれらを

強制す ることに向けられていたが,そ の後,徐 々に連邦のインディアン政策

の基本的要素 である①連邦によるインディアンのと交易規制,② 公式の手続

に従った連邦の政府官吏による場合 を除 くインディアンの土地の購入禁止,

③非インディアンによってインデ ィアン対 して実行 された犯罪(Cごlmes)及

び侵害(trespass)に 対す る処罰をその内容 としている。そ して,本 法の制定
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をもって立法者は,合 衆国議会に 「インディアン部族 との通商を規制する権

限」 を承認す る合衆国憲法第1条 第8節 第3項 に対する実践的解釈 を与えた

のである麹。全7箇 条から成 る 「第一次交易及 び通商法」の内容は,以 下

の通 りである(抄 訳)。

第1条 穂 人 も,部 局 監督 官(sxxperinteRdentofdepartment)若 し くは合 衆 国 大

統領 が任命 す るその他 の者 の署 名捺 印の下 に交 易若 し くは通 商 の 熱的の ため の

許可証 を得 るこ とな く,イ ンデ ィア ン部族 と当該 行為 を行 うこ とは 許 され な

い。 当該監 督官 又 は合衆 国大 統領 が任 命す るその他 の者 は,監 督 官若 し くは許

可 証 を発行 す る者若 し くは合 衆 国大統領 に よって承 認 され た1人 又 は それ以上

の保 証 入(surety)と 契 約 を結 ぶ相 応 な る全 ての 者 に,イ ンデKア ン部 族 との

交 易及 び通 商の 管理 臼的 で,現 在制 定 され 若 し くは以後 制定 され る規 則,行 政

規 則及 び制 限の信 義 誠実 の遵 守 を条 件 に,合 衆 国 の使 途 の ため に当面合 衆 国大

統領 に支払 わ れ る違約 金 ユ,000ド ルで,許 可 証 を発 出す る。 … …い か な るその

他 の者 も,上 で 規定 され た許 可証 を持 たず して イ ンデ ィア ン との 交易若 し くは

通 商 を行 うこ とを認 め られ ない。許 可証 は,2年 を超 えな い期 闇 をもって付 与

され る。 但 し,大 統領 は,自 ら適切 と考 えた場舎,合 衆 国市 民に よ って居住 地

が取 り囲 まれて い る部 族 に関 して は,許 可証 な くして通 商 を保 証 す る命 令 を定

め る こ とが で きる。

第2条 監 督官 若 し くは許可証 を発行 す る者 は,許 可 され た る者 が イ ンデ ィア ン

部族 との交易 及 び通 商 の管理 醗的 で制 定 され た規 則若 し くは行 政規 鋼 に違反 し

た場合,発 出 され た全 ての許 可 を取 消す全 権 を有 し,及 び保 証 に おけ る条件 を

直接 に侵 害 した として,保 証 入 に対 し訴 訟 を提 起 す る もの とす る。但 し,許 可

証 が 取消 され た る者は,公 判 に お いて本法 の規 定若 し くはイ ンデ ィア ン部 族 と

の交易 に関す る行 政 規 則に違 背 す るこ とは で きず,新 た な許 可証 を取 得 す る権

利 が付 与 され る。

第3条 インデliア ン との交易 を試み ん と し,本 法 の親定 に従 って許可 を得 るこ

とな く通 例 インデ ィア ンに販 売 され た商 品 を 占有 して イ ンデ ィア ン ・カ ン トリ

ー(lndiancou紺y)IVSで 発 兇 され
,審 理 に服 され るべ く相 当の 裁 判所 に お い

て有羅 を宣 告 され る全 ての者 は,イ ンデ ィア ンに対 して販売 臼的 に提供 され た
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商 贔 を没収 され,当 該 没収 物 の利益 の2分 の!は 訴追 され た る者 に,他 の2分

のiは 合衆 国 に帰属 す る。

第4条 合 衆 国 内の 〔個 人 としての〕 イ ンデ ィア ン又は イ ンデ ィア ン ・ネー シ ョ

ン若 し くは部族 に よって行 われ るいか な る土地 の売 却 も,当 該 土地 に対 す る先

買権 の窟無 に拘 らず,土 地売 却 が,合 衆 国の権 限 に従 って締 結 され た彊 らか の

公 式 な条約 に従 って行 われ,及 び正 当に執 行 され ない 限 り,い か な る入 又は い

か な る州 に とって も有効 とは見倣 され ない。

第5条 合衆 国又 は合 衆 国の いずれ か の連邦 領 の地 区(tei・ritorialdistricts)の 市

民 若 し くは住 民 が,イ ンデ ィア ン ・ネ ー シ ョン若 し くは部 族 に所 属 す るタ ウ

ン,居 住 地 又 はテ リ トリー に立 ち入 り,当 該 場所 で平穏 及 び友好 的 な インデ ィ

アン若 し くは複数 イ ンデ ィア ンの 入 身又 は財産 に対 し,い ずれか の州 の管 轄権

内 で若 し くは連 邦領 の地 区の 管轄権 内で,当 該場 所 の市 民若 し くは 臼入居住 者

に対 して犯 され た場合 に,当 該 州若 し くは 当該地 区 の法 律 に よって処 罰 され る

犯 罪又 は違法 行為 を犯 した場合,か か る犯 罪者若 し くは複 数犯 罪 者 は,犯 罪が

彼 又は彼 女が 所属 す る州若 し くは地 区 の管轄権 内で 当該場 所 の市 民若 し くは 白

入居 住者 に対 して犯 され た場合 に科 され る と同一 の刑 罰 に服 し,及 び同一 の訴

訟手 続 に よって審 理 され る。

(2)請 求 裁 判 所 は,!965年 のSeRecaNationo'fXndiansv.U雌ed

St滋es翻 で,第 一 次 交 易 及 び 通 商 法 は 「そ の 文 言,同 時 代 的 解 釈(contelln-

poraReousconstruction)及 び 歴 史 に 照 ら して,彼 ら イ ン デKア ン の 土 地 の 処

分 に 関 して 連 邦 政 府 と当該 立 法 に よ っ て 規 定 さ れ た イ ン デ ィ ア ン との 間 の 特

別 な 関係 を作 り患 し た もの で あ っ て,合 衆 国 は,か か る イ ンデ ィ ア ン との 取

引 を保 護 及 び 防 護 す る特 別 の 責 任(specialrespoRsibility)を 引 き受 け た の で あ

る。」 と判 示 して い る がs9),大 統 領 ワ シ ン トン(GeorgeWashli?gton,!732-99)

はs第 一 次 交 易 及 び 通 商 法 が 可 決 さ れ た 数 ヵ 月後 の1790年12月 の セ ネ カ ・ネ

ー シ 灘 ンへ の 演 説 の 中 で
,「 あ な た た ちの 残 りの 土 地 の保 証 に つ い て お 話 し

しま し ょ う。 い か な る国 も,ま た個 人 も,合 衆 国 の権 限 の下 で締 結 さ れ た 公

の 条 約 に 基づ か な い 限 り,あ な た た ち の 土 地 を購 入 す る こ とは で き な い と こ

ろ で あ り ます 。 連 邦 政 府 は,あ な た た ち が 詐 欺 行 為 の被 害 に遭 う こ とに決 し
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て 同 意 す る もの で は な く,我 われ は,あ な た た ち の 正 当 な る権 利 の全 て を保

護 す る もの で あ ります 。 … … あ な た た ちが,あ な た た ち の 土 地 の 一 部 を売 却

す る こ とに,あ な た た ち の 利益 を見 出 し た場 合,合 衆 国 は,あ な た た ちが 土

地 を売 却 す る に 際 して は,詐 欺 に遭 わ な い よ う政 府 職 員 に よ っ て保 証 を与 え

る もの で あ りま す(AmericanStatePapers(IBdianAffairs,VoL王,1832),p.142.)。 」

と述 べ て い る測 。
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第二節 信託責任の定義

夏 総説

(1)イ ンデ ィ ア ン ・ネ ー シ ョン と ヨー ロ ッパ 諸 国 の 政 府 との 間 の 最 も初

期 の 諸 条 約 に 信 託 責 任 の 始 ま りを求 め る こ とが で き るが1),ロ バ ー ト ・ウ ィ

リア ム ズ(RobertWilliams)は,信 託 責 任 に 関 す る2つ の 核 心 的 な 原 理 は,

既 に古 代 ギ リ シ ャ時 代 の 条 約 外 交(treatydiplomaacy)に 見 出 す こ とが で き る

と し,第 一 の 原 理 は,条 約 は 「不 可 侵 の信 託 」(sacredtrgst)を 創 出 す る とい

う そ れ で あ り,第 二 の 原 理 は,条 約 に含 意 され る最 も重 要 な約 束 は,条 約 当

事 者 の一 方 の 難 局 若 し くは 危機 に 際 して,他 方 の 条 約 当事 者 が 前 者 に与 え る

保 護 とい う約 束 で あ る。 そ して,こ れ らの 信 託 及 び保 護 とい う主 題 が,イ ン

デ ィ ア ン ・ネ ー シ ョ ン と合 衆 国 との 諸 条 約 に組 み 込 まれ た の で あ る と して い

る露〉。 信 託 と して知 られ る法 的 技 術 は,中 世 イ ギ リス に そ の起 源 が あ る と さ

れ,そ れ は 信 託 に付 され た 土 地 所 有 権 が,当 該 土 地 を他 入 の 利 益 の た め に 管

理 す る責 任 を負 った 者 に あ る こ とを意 味 し,土 地 の 管 理 及 び所 有 の た め の 法

的 技 術 で あ る と 理 解 さ れ る。 信 託 関 係 が 成 立 す る た め に は,信 託 設 定 者

(settlor),受 託 者 及 び受 益 者 並 び に 信 託 財 産(trgstproperty)の 存 在 す る こ と

が 必要 とされ,m頭 に よ る取 決 め(oralagreement)若 し くは 文 書 に よ る 契 約
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(writteitcontract>に よ って 設 定 され,又 は 四 囲 の 諸 情 況(circumstances)に よ

っ て含 意 され 得 る と され る3)。

か か る単 純 な初 期 段 階 を経 て,英 米 法 に お い て信 託 に 関 す る複 雑 な法 分 野

が 発 展 し,信 託 に 関 す る 現 代 法 は,銀 行,信 託 会 社(trttstcompaユy)及 び個

人 に よ る財 産 信 託(property濾st)の 設 定 及 び 管 理 に 関 す る もの と な っ て い

る。 信 託 は,し ば しば 富裕 者 が 自 らの 財 産 に 対 す る税 金 の 支 払 い を避 け るた

め の 利 用 す る 「抜 け 穴 」 と して 利 用 され る もの と考 え られ,実 際 に,課 税 か

らの 法 的 回避 が 信 託 設 定 の 主 要 な 原 因 とな っ て き た が,信 託 の利 用 は,富 裕

者 に 限 定 さ れ るわ け で は な い 。 適 度 の 収 入 を得 て い る個 人,小 規 模 会 社 及 び

組 合,そ して 家 族 経 営 会 社 が,金 銭 土 地 又 は 財 産 に 関 して 信 託 を設 定 し,

それ に よ っ て 当 該 財 産 を 家族 に と どめ,売 却 され るか,或 いは 収 奪 され な い

よ う保 証 手 段 を講 ず る こ とが で きる。 政 府 もま た,時 と して,税 収 入 が 一 定

の 臼的 に使 用 さ れ る よ うに信 託 を設 定 して い る。 例 えば,連 邦 政 府 は,ガ ソ

リン税 を徴 収 し,国 道 或 い は 関 連 輸 送 手 段 の 建 設 及 び維 持 の た め に,「 高 速

道 路 信 託 基 金 」(highviTaytrllstfgnd)に 当該 税 金 をプ ー ル して い る。

(2)こ の よ うな 英 米 の 信 託 法 体 系 か ら一 定 の 原理 乃 至 観 念 が,イ ン デ4

ア ン との接 触 以 来,彼 らの 処 遇 に 借 用 さ れ,適 用 さ れ て きた の で あ る。 例 え

ば,も と も と イ ン デ ィア ンが 所 有 して きた 土 地 が,イ ンデ ィ ア ン部 族 との 条

約 に よ っ て合 衆 国 に割 譲 され,再 び 合 衆 国 が個 々 の イ ンデ ィ ア ンに25年 の信

託 期 間 を もっ て 公 有 地 譲 渡 証 書(patent)を 発 出 した 場 合 を 想 定 す る と,合

衆 国 は,当 該 イ ン デ ィ ア ンの 信 託 財 産 に 関 して 「受 認 者 」 と見 倣 され,合 衆

国 は,常 に イ ンデ ィ ア ン の 最 善 の利 益(best-interests)に な る よ う行 動 し,彼

らに 対 して 最 大 限 の 信 義 を も っ て行 為 す る こ と を義 務 づ け られ 諸 判 決 で

は しば しば 道 徳 的 義(moralobligation)と も表 現 さ れ て い るが,そ れ は,さ

て お く,イ ン デ ィ ア ン を 信 認(confidence),公 平(fairness)及 び 信 頼

(trust)の 精 神 で処 遇 しな け れ ば な らな い4)。

多 くの 英 米 法 の信 託 に関 す る原 理 が,イ ンデ ィ ア ン問 題 に 関 連 して きて い

るが,こ こで 注 意 しな け れ ば な ら な い こ とは,連 邦 政 府 を して イ ンデ ィ ア ン
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の財産的利益のための我われが理解 しているところの単なる銀行家或いは通

例の受託者 と理解することは,大 きな過ちを犯すことになるということであ

る。インディアン部族の法的地位は,通 常の信託関係 と比べて非常に複雑で

あって,受 託者である合衆国 と受益者であるインディアンとの問の独特の法

的及び政治的関係の故に,英 米法流の信託法をインディアンの置かれた状況

に直接的に適用でき得ず,ま た適用すべ きではないのである。蓋 し,本 来的

意味における信託法は,受 託者たる合衆国及び受益者たるインディアン部族

の有す る主権国家的特質(sovereigRnatgre)の 故に,そ の ままのか たちでは

適応されず,我 われが理解 しているところの信託法は,連 邦のインディアン

との信託関係が要請する意味及びその適用における柔軟性を見越してはいな

いか らである。更に雷い得 ることは,イ ンディアン部族に対す る連邦政府の

信託義務は,請 求裁判所が判示 しているごとく,部 族間でもそれぞれ異なっ

た意昧 をもっているか らである5>。

H1977年 ア メリカ ・インデKア ン政策調査委員会報告書 を基礎 に

1ア メ リカ ・イ ンデ ィア ン政 策 委 員 会

(1)以 下,合 衆 国議 会 第93議 会 が,連 邦 政 府 の イ ン デ ィア ン 人 民 との 歴

史 的 関 係 及 び特 殊 な法 的 関係 を遂 行 す る政 策 は,明 確 に描 か れ た合 理 的 青 写

真 な く して,並 び に イ ンデ ィ ア ン の 自足 を達 成 す る た め の 継 続 的 目標 な く し

て推 移 し,変 更 され て き たの で あ り,イ ン デ ィア ン 問題 に 対 す る そ の 無 条 件

の権 限 の 下 で合 衆 国議 会 の 責 任 を遂 行 す る に 際 し,今 や 合 衆 国議 会 が イ ン デ

ィア ン 問題 の 総 合 的 再 検 討 を行 う こ とは喫 緊 の 案 件 で あ る と して,1975年1

月2日 に 決 議 し た 「ア メ リカ ・イ ン デ4ア ン政 策 審 査 委 貝 会(Ame蜘 脇In-

diaRPolicyReviewCommissioR)(以 下,AIPRCと いう。)の 設 立 を定 め る ため の

両 院 合 同 決 議(lointresolutioR)」6>に 基 づ い て,1977年5月!7日 に 「ア メ リ

カ ・イ ンデ ィ ア ン政 策 調 査 委 員 会 」 倭 翼民 サ ウス ・ダコタ選 出上 院議 員 ジェー

ムズ ・アボウレツキ(JamesAbourezk)が 合 衆 国 議 会 に提 出 した 「最 終 報 告 書 」

(FinalRep・rt)7)を 参 考 に,信 託 責 任 が,イ ン デKア ン に い か よ うに適 用 され
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るかその基本的事項 を考察する。

(2)因 みに同報告書は,合 衆国議会によって任命 された11名 から構成 さ

れる委翼(第!条 で上院議蟹3名,下 院議賃3名,イ ンディアンの委爆5名 と規定され

ている。)が,基 本的なインディアンと連邦政府 との関係についての歴史的及

び法的発展過程 を総合的に調査 ・審理 し 決議第4条 は,調 査項目として

①信託関係及び連邦 とインディアンの関係,② 部族政府,③ 連邦の管理及び

インディアン問題の構成,④ 連邦,州 及び部族の管轄権,⑤ インディアン教

育,⑥ インディアン保健,⑦ 保留地の発農,⑧ 都市及び地方の非保留地,管

理終結され,連 邦によって承認 されていないインディアン,⑨ インディアン

法の見直 し,整 理及び法典編纂 を挙げている,委 員会において必要 と判

断された206に も上 る政策の見直 しを,合 衆国議会に勧告 したものである。

報告書は,13章 か ら構成され600頁 以上に も及んでいるが,そ の第四章 「信

託責任 ・序論」胃頭で,「 アメリカ ・インディアンに対す る連邦の信託責任

は,連 邦 とインディアンとの関係におけ る最 も意味を取 り違えられる概念で

あると同時に最 も重要な概念のひ とつである。」8)と述べている。

2部 族主権 とインディアンの市民権

(i)調 査委員会は,信 託関係の起源 とその基礎について,以 下の ように

要約 している。すなわち,イ ンデ4ア ン部族は,合 衆国憲法(U賦edStates

Constitntioia)の直接の当事者ではな く,明 確に連邦の政府権 力のシステムに

組み込まれてはお らず,彼 ら部族は,各 州 と同様に連邦政府に対 して譲 り渡

してこなかった国家的主権(governiifien之alsoverei墓nty)を保留 している。すな

わち,イ ンディアン部族は,条 約及び合意に基づいて,連 邦政府に一定の権

限を譲渡 しているが,一 定の権限は保留 してきたのである。また,イ ンディ

アン部族の構成員は,合 衆国市民であるが,同 時に合衆国における他の民族

集団或いは文化的グループ とは明確 に異な り,そ の構成翼に権利及び特権 を

付与する部族の市民乃至人民でもある。インディアンであることによって他

の合衆国の市民 とは異なる地位にあることは,多 くの場合に見出すことがで

きるのであって,イ ンディアン部族及びその人民に特有の権利は,連 邦制定
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法及び連邦政策に反映されているところである。

(2)連 邦のインディアンに対する信託責任 は,合 衆国 と運邦政府がイン

ディアン部族の存続 を保証する義務 を負ったインディアンとの聞の独特の関

係から生 じ,そ の法源は,植 民地時代の条約,合 衆国との条約及び合意,連

邦制定法並びに連邦裁判所判決に求め ることができる9>。合衆国最高裁判所

の初期の判決UnitedStatesv.Kagama似 下,κ解 灘 事件という。)鋤によれ

ば,信 託責任は,イ ンデ4ア ン部族の 「弱体 と無力」(weakRessa慮he1脚ss-

Ress)か ら生ずる保護義務(d晦o加 蹴ec宅i・n)である。すなわち,「 インディ

アン部族は,国 家の被後見人(wardsofthe醸io置})で ある。彼ら部族は,合

衆国に従属するコミュニティーであって,毎 田の食物のために大部分 を依存

し,政 治的権利のために従属 しているのである。彼 らは,州 に対 して忠誠の

義務 を負ってはお らず,且 つ州からいかなる保護をも受けてはいない。地方

における悪意の故に,イ ンディアンが発見 されたところに居住す る州民は,

しば しばインディアンの最 も憎悪に満ちた敵 であったのである。連邦政府

が,部 族 を処理する過程に負 うところの彼 らの弱体 と無力及び処遇が約束 さ

れた条約から,そ こに保護の義務が生 じ,連 邦政府がその権限をもったので

ある。このことは,常 に連邦政府行政機関,合 衆国議会及び当裁判所におい

て認め られてきたところである。 これ らのかつては強力ではあったが今や弱

体化 し,そ の数が減少 しつつある入種の残存者に対す る一般的な統治権力

は,彼 らの間に居住 している入々の安全 と同様,イ ンディアンの保護のため

に必要である。この権力は,連 邦政府に存在 しなければならない。」蜘。信

託責任の霞的は,イ ンディアン部族の入民,財 産及び自治を保護 し,こ れ を

高めることにある鋤。

3後 見関係 ど信託関係

(!)判 例,特 に18◎0年代のそれ を見 るに,例 えば上記 κ8霧僻昭 事判決

に見られるように,イ ンディアンは,「被後見入」 と表現 されているが鋤,

後見関係 と信託関係は,爾 者 とも狭義の意味での信認関係に含 まれるとして

も,そ れは区別 して論 じられなければならない。後見人によって行使される
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権限 と受託者によって行使され る権限 との問には,大 きな相違が存在す る。

後見入は,被 後見入の財産に対 して権原を持たず,当 該財産を管理する権限

(powertoreanage)を 持つに過 ぎない。後見入は,裁 判所の直接的な監督下

にあり,自 らの義務の履行にあたって被後見入 と協議す る(consuk)必 要は

ない。これに対 して,イ ンディアンが本来所有 していた財産の置かれる法的

状態について言 えば,コ モンロー上の信託 と同様 コモ ンロー上 の権 原

(legaltitle)一 受託者たる連邦政府が信託財産 に対 して コモンロー上認め

られる財産の所有権 で善意有償の第三者に も対抗できるとされる を取得

し,こ れを專 ら受益者のために管理 し,受 益者たるインディアンは,エ クイ

テK上 の権原(equitabietitle)一 信託財産に対 してエ クイテg上 強制力を

付与 される財産権であって,同 一財産上のコモンロー上の権原を善意有償 で

取得 した第三者には対抗できないとされる を取得する。そ して,当 該財

産を処分するには,原 則 として連邦政府及びインデ4ア ン双方の同意(COfl-

s繊)が 必要 とされ,受 益者のための連邦政府の責任 は,被 後見入の財産管

理に対する裁判所のそれに比較 して,よ り広範囲に及ぶ。連邦政府 とインデ

ィアンとの関係は,道 徳的義務及び法的義務の関係においてのみな らず,イ

ンディアン部族が別個の政治的及び文化的団体 として生存するための 自らに

とって有効 な手段 として利用することを保証す るための共同合意(pa臨er-

shipagreement)と 考 えられ るべ きであるとされる14)。

(2)か かる関係における連邦政府の責任は,過 去のインデ4ア ン部族 と

の条約 を見 るに,多 くの場合,イ ンデKア ンに対する 「注意」(care)及 び

「保護」の義務 として捉えられてきてい る。例 えば,1785年11月28日 にホー

プ ウェルで合衆国 とチェロキーの首長及び戦士 との間に締結 された条約鋤

第9条 は,「 インデEア ンの利益及び安寧(benefitlanCic。mforののため,並 び

に市民又はインディアンからの危害若 しくは圧迫の防止のため,合 衆国議会

に参集 した合衆国は,イ ンディアンとの交易を規制 し,及 びインディアンが

適切 と考 える方法で,全 ての彼 らの問題 を管理す る唯一及び排他的権限を有

するものとする。」 と規定 し,相 互間の講和(``Thehatchetshallbeforeverbur・
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ied.")を 規 定 した 第13条 は,チ ェ ロ キー を 「契 約 当事 者 」(contractingparties)

と表 現 し て い る。 こ の 文 言 は,信 託 と い う用 語 を用 い て は い な い もの の,

「明 示 信 託 」(expresstrust)を 設 定 した もの と解 釈 され る。

4受 託 者 の 注 意 義 務

(1)通 常 の信 託 は,信 託 設 定 者 が 信 託 設 定 の 意 思 を ロ頭 又 は書 面 に よ っ

て 直 接 的,積 極 的 に 明 示 し,そ の 意 思 に 基 づ い て 設 定 され る 明 示 信 託 で あ

る。 受 託 者 の義 務 は,当 事 者 が 積 極 的 且 つ 直 接 的 に 信 託 設 定 の 意 思 表 示 を し

て い な い が,当 事 者 の 行 為,関 係 又 は 四 囲 の 情 況 か ら信 託 設 定 の 意 思 が 推 定

さ れ,そ の推 定 意 思 に 基 づ い て 法 の 適 用(operationoflaw)に よ って 設定 さ

れ る コモ ン ロー に お け る 黙示 信 託 に お い て も生 ず る。 一 般 に 黙 示 信 託 は,①

取 引行 為(transacti・1・)に 対 す る当 事 者 の 黙 示 の 意 図 に 基づ い て(「 復 帰信託」

(reStilting伽sの),又 は ② 信 託 の承 認 が 詐 欺(dεcepti・n),擬 制 詐 欺(c・Rstruc-

tivefiragd)若 し くは そ の 他 の 違 反 行 為(wr…gd・ing)を 行 う一 方 当 事 者 の 不

当 な 富 の 蓄 積(e頭chm磁)を 防 止 す る た め に 必 要 と さ れ る こ とに 基 づ い て

(「擬制儒託」(constr"ctivetrgst)),裁 判 所 に よ っ て承 認 さ れ る。

(2)イ ンデifア ン に対 す る連 邦 の義 務 を受 益 者 に 対 す る受 託 者 の義 務 と

し て 捉 え,こ れ を解 釈 す る こ と は,例 え ば1942年 のSeminOieNatiOllv.

UnitedStates(以 下,Semi7201eNatfiosc事 件 と い う。)16)や1973年 のU疲eδ

Statesv.Maso♂7>と い っ た 多 くの 合 衆 国 最 高 裁 判 所 判 決 に よ っ て 支 持 さ

れ,コ モ ン ロー 上 の信 託 に関 す る原 則 が,連 邦 政 府 の イ ン デ ィ ア ン に対 す る

行 為 を審 理 す る に 際 して 準 用 され て い る。 責 任 の 設 定 が 明 示 信 託 か 黙 示 信 託

か,或 い は責 任 の 本 質 が 「積 極 信 託 」(activetrust)に あ る の か 「受 動 信 託 」

〈passivetrust)に あ る の か,そ の 結 果 は 同 じ で あ る と解 さ れ て い る。

Semino/eNation事 件 判 決 に お い て法 廷 意 見 を執 筆 し たマ ー フa判 事(Mur-

p吋,」.)は,「 そ の 〔合 衆 国 の 〕 イ ンデ4ア ン部 族 との 条約 上 の義 務 を遂 行 す

るに 際 し て,〔 連 邦 〕 政 府 は,単 な る契 約 当事 者 以 上 の な に もの か で あ る。

多 くの 合 衆 国 議 会 法 律 や 当法 廷 の 多 くの 判 決 に その 表 明 を見 出 して き た人 道

的政 策 及 び 自 らに 課 した政 策 の下 で,連 邦 政 府 は,最 も高 度 の 責 任 及 び 信 託
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に関す る道徳的義務 を引 き受けてきた。従 って,イ ンディアン問題を処理す

るにあたって政府 を代表する入々の行動で明らかになる政府行為は,最 も厳

格 な信認の基準(moStexactlikgfiduc1arystafidard$)で 壕三ll断されなければなら

ない。」 と判示 している翻。このことは,連 邦政府が受益者たるインディア

ンの最善の利益のために誠実に,そ して無条件の忠誠(utterioyaley)を もっ

て行動 しなければならないことを意味す る。連邦政府は,受 益者に信託に関

する全ての重要 な事項につ いて知 らせなければならず,自 己取引(self-deal一

三瑠 をしてはならないとされる。 コモンロー上の原則の下 では,受 託者が

自ら利益 を得(例 えば,自 身のために財産を購入すること),受 益者が取引行為に

関し完全に情報を与えられず,当 該行為に同意 しなかった場合,当 該取引行

為は,た とえ受託者が誠実に行動 し,交 渉(bargain)が 公平で合理的なそれ

であったとして も,受 益者によって無効 とされる。そして,受 益者が,交 渉

が行 われるに先立って幽該交渉に同意 したとしても,① 受託者が,自 らが知

り若 しくは知 るべ きであった交渉の本質的事実を開示 しなかったことが立証

された場合,② 詐欺により合意に導いた場合,或 いは③交渉が公平で合理的

な ものではなか った場合,受 益者は,当 該取引行為 を無効 とし得 るとされ

る。

誠実及び忠誠に加 えて,信 認関係 は,受 託者が受益者の信託資産(糠st

as$ets)の 管理運営にあたって勤勉に意を用 いて積極 的に合理的な努力を行

うことを意味する注意及びそれぞれの情況において法が要求す るところの注

意(diligence)を もって,更 には慎重人準則(pruclentpersolkrule)受 託者

は信託財産の恒久的運用 という観点か ら投資 され る元本の安全性のみな ら

ず,収 益をも卦分に考慮 して行動 しなければならないとい う原則 に従っ

て行動することを要請す るとされ る欝)。この コモンロー上の原則は,合 衆

国最高裁判所によってインディアンに対す る連邦の信託責任に関 して直接的

に適用 されて きてお り鋤,イ ンディアンの土地,水 資源,そ して信託基金

に関して争われた事例において,連 邦政府行政機関の行為に適用されている

ことが理解される鋤。
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(3>し か し,イ ンデifア ン との 連 邦 の信 託 責 任 関 係 に お い て は,他 の信

託 関 係 とは 異 な り,受 託 者 終 局 的 は合 衆 国 議 会 一 が 信 託 関係 を一 方 的

に 終 結 させ 得 る とい う大 き な相 違 点 が 見 出 さ れ る。 受 託 者 た る合 衆 国 議 会

は,連 邦 の信 託 責 任 の 存在 及 び 範 囲 を設 定,変 更 し,究 極 的 に は 当 該 開 係 を

解 濾 し得 る と され るが,か か る権 限 は,合 衆 国 最 高 裁 判 所 に よ って 認 め られ

て き た合 衆 国 議 会 に 付 撃 さ れ た イ ン デ ィ ア ン 問 題 に 関 す る 無 条 件 の 権 限 鋤

に 求 め る こ とが で き る。 合 衆 国議 会 は,信 託 を遂 行 す る主 要 な機 関 と して 内

務 省 を指 定 し て き た が 謝,内 務 省 は,合 衆 国 議 会 と は 異 な り,信 託 を 終 了

し得 な い の み な らず,信 託 が 遂 行 され る方 法 を も変 更 す る こ と もで き な い も

の と され て い る騒)。

5信 託 義 務 の 範 囲

(1)内 務 省 は,信 託 は 「連 邦 に よ っ て承 認 され た 」部 族 の 土 地,自 然 資

源 及 び 信 託 基 金 の 管 理 に 険 定 して適 用 され る と解 釈 す る こ とに よ っ て信 託 概

念 に 関 して 狭 義 解 釈 を と っ て い る駒 。 か か る 定 義 は 正 確 と は 言 い得 るが,

信 託 義 務 の 適 用 範 囲 に 関 して 不 完 全 と讐 わ ざ る を得 な い 濁 。 蓋 し,信 託 の

背 景 に あ る 羅的 は,イ ン デ ィア ン部 族 及 び そ の構 成 員 の 生 存 と生 活 手段 の 確

保 に あ り,そ れ は,イ ン デ ィア ン の 土 地,資 源 及 び 自治 を保 護 し,増 進 す る

た め に 要 請 さ れ る業 務(service)を 含 み,更 に イ ン デ ィ ア ン人 民 の 生 活 及 び

社 会 的安 寧 の 水 準 を非 イ ン デ ィ ア ン社 会 の そ れ に 匹 敵 す る水 準 に まで 高 め る

ため に 必 要 とさ れ る経 済 的 及 び 社 会 的 計 画(eCORQn)icaRdsocialprogyams)を

含 む の で あ る鋤 。

か か る連 邦 政 府 の イ ンデ ィ ア ン部 族 の 自治 及 び そ の 経 済 的 独 立 性 を保 護

し,及 び 奨 励 す る こ との 責 務 乃 至 義 務 は,合 衆 国議 会 の 立 法 に よ っ て長 い 闘

に 亘 っ て 明 らか に承 認 され て き た とこ ろ で あ っ て,そ の 例 と して1834年 の イ

ン デ ィ ア ン交 易 及 び 通 商 法28),!887年 の 一 般 土 地 割 当法 翻,!921年 の 「ス ナ

イ ダー 法 」(theSfiyderAct)39>,1934年4月 の 「ジruン ソ ン ・オマ リー 法 」

(tkeJohixsen-0'MalleyAct)鋤,同 年6月 の 「イ ンデgア ン再 組 織 法 」(the臨

clianReorgaxkizatioftAct)32>,1975年 の 「イ ンデgア ン 自決 及 び教 育 援 助 法 」
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(theIndiai3Self-DetermiikatioRaRdEd縫catioRAssistanceAct)33),同 年 の 「1974年

ア メ リカ 先 住 民 計 画 法 」(tkeNativeAn3erlcanProgramsActofl974)34),1976年

の 「イ ン デ ィ ア ン 保 健 管 理 改 善 法 」(thelndianKeaithCarelmproveraeRt

Ac£)35>,「1982年 連 邦 石 油 及 び ガ ス 採 掘 料 管 理 法 」(theFederalOilandGas

RoyaltyMamagemefitActof1982)36),1993年 制 定 の イ ンデEア ン部 族 裁 判 法37)

等 が あ る。

(2)AIPRCは,最 終 報 告 書 の 中 で 「ア メ リカ ・イ ン デ ィ ア ン(ア ラスカ

先住 畏を含む。)に 対 す る信 託 義 務 の遂 行 に あ た っ て,以 下 の 法 原 則 を承 認 し,

か か る 法 原 則 と一 致 して 行 動 す る こ と を も っ て合 衆 国 の 政 策 」 とす る声 明 を

打 ち 出 して い る。 す な わ ち,① 「ア メ リカ ・イ ン デ ィ ア ン に対 す る信 託 責 任

は,合 衆 国 に 対 して イ ン デ ィ ア ンの 信 託 資 源 及 び部 族 慮治 を保 護 し,及 び こ

れ を高 め,並 び に イ ンデ ィ ア ン入 民 の生 活 及 び社 会 的 安 寧 の水 準 を非 イ ンデ

ィ ア ン社 会 の そ れ に 匹 敵 す る水 準 に ま で 高 め る た め に 必 要 と され る経 済 的 及

び 社 会 的 計 画 を提 供 す る こ と を要 求 す る確 立 さ れ た 法 的 義 務 で あ る。 信 託 資

源 を含 む事 項 に お い て,合 衆 国 は,コ モ ン ロー 上 の信 託 に 関 す る諸 原 則 と一

致 す る 注 意 及 び 誠 実 に 関 す る最 高 度 の 基 準 を保 持 し な け れ ば な らな い。 〔土

地 の 返 還 命 令 を 除 い て,原 則 と し て損 害 賠 償 で あ る)コ モ ン ロー 上 の 救 済 手

段(le蜘remedy)及 び 〔コ モ ンme一 上 の 救 済 手 段 で は 救 済 と して 不 十 分 だ と

い う と きに の み 与 え られ る〕 エ ク イ テg上 の 救 済 手 段(eqUitablererRedy)は,

連 邦 裁 判 所 に お い て 基 準 の 侵 害 に と っ て有 効 な る もの とす る」。 ② 「信 託 責

任 は,全 て の合 衆 国 の 行 政 組 織 及 び機 関 伽s伽me搬 翻es)に 要 求 さ れ る法

的 に拘 束 力 あ る義 務(legallybindingd晦)で あ り,合 衆 国 議 会 が,当 該 信 託

が 適 合 す る よ う保 証 す る最 終 的 責 任 を 負 う と こ ろ で あ るが,誠 実 に信 託 を管

理 す る 主 要 な責 任 は,独 立 の 主 要 機 関 で あ る と こ ろ の 行 政 機 関 に あ る」。 ③

「信 託 責 任 は,保 留 地 上 で あ ろ う と保 留 地 外 で あ ろ う と,広 く部 族 か ら イ ン

デ ィ ア ン の構 成 員 に ま で及 ぶ 。 合 衆 国 の義 務 に拠 っ た 彼 又 は彼 女 の 権 利 は,

彼 又 は彼 女 が 他 の 合 衆 国 市 民 と同 一 の 基 準 に 基 づ い て 享 受 す る こ とが で き,

又 は 部 族 が他 の 政 治 的 統 一 体 と同 一 の 基 準 に 基 づ い て 享 受 す る資格 が あ る業
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務 に よ っ て 影 響 さ れ な い」。 ④ 「合 衆 国 は,イ ンデ ィ ア ン の信 託 財 産 に 対 し

て コモ ン 噸 一 上 の 権 原 を保 有 す るが,全 て の エ ク イ テ ィ上 の 権 原 は,イ ン

デKア ン所 有 者 に あ る」38)。

III受 託者及び受益者

1信 託関係の成立

(1)法 的手段 としての信託関係が成立するためには,一 般論的に信託設

定者 倭 託者〉,受託者及び受益者の三当事者が存在 し,並 びに信託財産の存

在することが必要 とされる。そして信託設定者が,信 託設定の意思をもって

信託財産 を受託者に譲渡することによって成立 し,信 託財産の所有者 となっ

た受託者は,受 益者の利益のために財産 を保持 し,使 用収益す るエクイティ

上の義務を負うとされる。連邦 とインディアンとの信託関係においては信託

設定者は,信 託が法律等 によって設定 され得 る(さ れて来た)と ころか らし

て,必 ず しも必要 とされないと解 される。 コモンロー上の信託のその他の要

素は,関 係(relationship)の 中にもまた現れ る。合衆国が受託者 であ り,イ

ンディアンが受益者 であ り,信 託財産はインディアンの土地及び基金であ

る。そ してそこには,連 邦政府の義務が存在する。信託設定 の意思表示は,

法律,条 約或いは合意の申に見出されなければなちないとされる。

(2)土 地に関して雷えば,合 衆国がインディアンの土地 に対す るコモン

me一上の権原の保 膚者であって,受 益権(})eneficialinterests)は,そ れぞれ

の部族若 しくは個窟の部族構成翼た る土地の被割当人である鋤。合衆国最

高裁判所は,既 に述べたように 認 碗認 ∬ 事件判決鋤 の中で 「「信認関係

は,連 邦政府がインディアンに所属す る森林及び財産に対す る入念な管理 を

引 き受ける場合に必然的に生ずるのである。本件においてコモンロー上の信

託に必要 とされる全ての要素,す なわち合衆国(受 託謝,受 益者(イ ンディア

ンの被害噛 人),そ して信託財産(イ ンディアンの森林,土 地及び基金)の 全ての要

素が存在する。」 と判示 している劇。

合衆国最高裁判所は,本 件において信託関係が成立するための要素 として



ぜ2麟 価 篇一ジヤーナ ル第5号

の 「意 思 表 示 」 につ い て は 審 理 して は い な い が,当 該 意 思 表 示 は,特 別 の状

況 下 に お け る信 託 土 地 の森 林 管 理 に 書 及 す る こ と に よ っ て 反 映 さ れ て い る も

の と見 倣 して い る。 更 に合 衆 国 最 高裁 判 所 は,実 際 の 連 邦 に よ る イ ンデ ィ ア

ン の財 産 に対 す る管 理 或 い は 監 督 が 認 定 され る場 合,上 に 述 べ た意 思 表 示 が

法 律 の 文 醤 に 明確 に 見 出せ な い場 合 で あ っ て も,当 該 意 思 表 示 は,存 在 す る

もの と し て,そ れ を前 提 と して い る。 蓋 し,本 件 判 決 の 中 で,「 『連 邦 政 府

が,部 族 の 財 産 又 は 不 動 産 に 対 す る管 理 権 若 し くは 監 督 権 を行 使 し,或 い は

当該 権 限 を有 す る場 合,信 認 関係 は,通 常 根 拠 とな る連 邦 法 律 伐 はその他の

基本的文 書〉 に信 託 基 金 若 し くは信 託 若 し くは信 認 関 係 に 関 して 明 確 に は何

事 も規 定 さ れ て い な い と して も,合 衆 国 議 会 が 他 の 規 定 を定 め て い な い 限

り,当 該 財 産 又 は不 動 産 に 関 して 存 在 す るの で あ る。』(NavajoTribeof脇

diaflsv。URitedSttates,224Ct.C1.17i,183(1980).)。 か か る連 邦 法 律 及 び 規 則 に 関

す る 当法 廷 の解 釈 〔原 則 〕 は,合 衆 国 とイ ンデ ィ ア ン 人 民 との 間 の 一 般 的 信

託 関 係 の 当 然 の 存 在 に よ って 補 強 さ れ る の で あ る。」鋼 と判 示 され て い る と

こ ろ で あ る。

(3)も っ と も,こ れ に 反 して,本 判 決 に お い て 反 対 意 見 を述 べ た パ ウエ

ル 裁 判 官(Peweil,」.)は,本 件 に お い て 意 思 表 示 が あ っ たか 否 か を争 点 と し

て,以 下 の よ うに 述 べ,信 託 関 係 の成 立 を否 定 して い る。 す な わ ち,法 廷 意

見 は,コ モ ン 讐一 上 必 要 と され る三 要 素 は 存 在 す る と主 張 す る。 しか し,二

当 事 者 及 び 不 動 産 た る土 地,そ して 更 な る要 素 が 存在 しな い場 合 は,信 託 は

設 定 で きな い と喬 わ ざ る を得 な い 。 信 託 は,信 託 を設 定 す る 意 思 表 示 の結 果

と して 生 ず るの で あ っ て,信 託 は,信 託 設 定 者 が 適 切 に 信 託 を 設 定 す る意 思

を明 示 した場 合 に の み 設 定 され,信 託 設 定 者 が,強 制 力 あ る義 務 を課 す 意 図

を表 示 しな い 限 り,設 定 され な い の で あ る(Restatement(Seco副()fTrusts§

2,§23,§25.)。 この 意 思 表 示 の 要 素 は,本 件 に お い て 見 出 す こ とが で き な い。

法 廷 意 見 は,合 衆 国 議 会 が被 上 訴 人 が信 託 義 務 を頼 み に す る とこ ろ の 制 定 法

上 の義 務 を設 定 す る 当該 議 会 の 意 思 を表 示 した と認 定 して は い な い し,認 定

し得 な い の で あ る(躍.nt§9.5;2AScott.Lawof"rx'ust$§95,{p.772(3d.ed.
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k967)。)縫3>。

2受 託者

(!)連 邦の信託責任は,合 衆国議会が明確にその無条件の権限の行使に

基づ いて厳格な信認基準からの逸脱(deviation)を 認めない限 り,斑Aを 含

む連邦政府行政機関の行為 に当該信認基準 を課 している麟)。合衆国議会は,

インデ/ア ン問題の主要 な責任 を内務省に置いて きた。i832年7月9r-1に 合

衆 国議会第22議 会 にお いて制定 されたfイ ンデgア ン問題局長(Commis-

sionerofIndianAffairs)の 任命 を定め,及 びその他の 目的を定めるための法

律」鯛 は,改 正 を経た後,現 行合衆国法律集第25編 第2条 に法典編纂 されて

いるが,同 条は,「 インディアン問題局長は,内 務長官の監督の下に……全

てのインディアン問題及びインディアンとの関係から生ずる事項の管理権 を

有す る。」 と規定 している。 また1921年11月2Fjに 第67議 会において制定 さ

れた 「インディアン問題の管理のための歳 出配分及び歳出を承認 し並びにそ

の他 の羅的のための法律」㊨ は,数 次の改正を経 た後 現行合衆国法律集第

25編 第13条 に法典編纂 されているが,同 条は,イ ンデgア ン問題局は内務省

の監督の下で合衆国議会が合衆国全土のインディアンの利益,福 利及び援助

のために歳出配分承認する財源を,管 理及び監督並びに歳出するものとする

と定め,当 該 目的として,① 教育を含む総合的支援 と文明化,② 困窮からの

救済及び健康保持,③ 産業の援助,イ ンディアン財産の促進及び総合管理,

④既存のインディアンの灌瀧施設の拡張,改 善,操 業及び維持並びに上水遵

の拡充,⑤ 既存のプラン ト,プ ロジェク トのための建築物及び土地の拡張,

改善並 びに補修,⑥ 検査官,監 督官,管 理者,事 務官,婦 長,農 場主 医

師,イ ンデ ィアン警察官,イ ンディアン判事及びその他の被用者の雇鳳 ⑦

至酔性アルコール及び有害薬物の売買の抑制,⑧ 公務用品輸送のための馬,

自動交通手段の確保,及 び⑨インディアン問題管理に関連する一般的及び付

随的支出を規定 している。インディアンに対する信託責任 を履行するその他

の主要な連邦政府行政機関 として,イ ンディアン保留地の保健業務 を管理す

る保健 ・社会福祉省(Departme撹ofHea賄a撮H£maaRSeirvices),イ ンディァ
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ンの 経 済 発 展 の た め に 基 金 を提 供 す る商 務 省(DepartmeneofConkraerce),土

地 の 取 得 及 び 管 理 の た め に 基 金 を提 供 す る農務 省(DepartineRtofAgricultgre)

等 を挙 げ る こ とが で き る47)。

(2)合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,1919年 判 決 のLanev.PuebloofSartta

Rosa48>でLoneWoifv.Hitchcock似 下,Lone既 グ事件 とい う。)劒}:お い

て 説 示 され た合 衆 国議 会 に適 用 され る無 条 件 の 権 限 の 法 理 は連 邦 政 府 行 政 機

関 に は 適 用 さ れ な い と し,国 有 地 管 理 局 長(C◎mmissionerofGeneralLand

Office)が 南 ア リゾ ナ の サ ン タ ・ロー ザ 部 落 の イ ン デKア ン の テ リ ト リー を

公 有 地 の ご と く処 分 す る(dispose)こ とは,後 見 権 の 行 使 で は な く没 収 行 為

に 当 た る と し5。〉,1923年 判 決 のCramerv.UnitedStates似 下,伽 耀 γ事件

とい う。)b"1)にお い て は,行 政 機 関 の 一 般 的 信 託 責 任 は 条 約,連 邦 法 律 又 は行

政 命 令 が他 の 定 め を して い な い 限 り,イ ンデ ィ ア ン の 土 地 の 恣 意 的 移 転 を排

除 す る と し,イ ン デ ィア ン の 占有 の 権 利 が 連 邦 法 律 若 し くは そ の 他 の正 式 な

政 府 行 為 に 見 出 され な い こ とは,決 定 的 な もの と は な ら な い と判 示 し て い

る謝 。 連 邦 政 府 行 政 機 関 に信 認 に 関 す る一 応 の 審 査 基 準 を課 し た 先 例 と し

て 引 用 され る1935年 のUnitedStatesv.CreekNatio獄 似 下,C溜 々撒 鋤%事

件 とい う.)53>に お い て,合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,連 邦 政 府行 政 機 関 は,イ ン デ

ィ ア ン財 産 の 当該 機 関 に よ る管 理 に つ い て 相 当 の 注 意 を払 わ な け れ ば な ら

ず,連 邦 の行 為 と して 行 わ れ た 民 間 入 に よ る過 失 に 基づ く保 留 地 の 境 界 線 調

査 の 結 果 と して部 族 の 土 地 を他 者 に付 与 し,又 は 当 該 土 地 を 自 己の 用 に供 す

る こ とが で き な い と した が,一 般 的 な 審 査 基 準 と して,「 部 族 は,合 衆 国 の

後 見 の 下 に あ る従 属 的 イ ン デ ィ ア ン ・コ ミ ュ ニ テ ィ ー(depencleRtcom・

mu蜘)で あ り,そ れ 故 に 部 族 の 財 産 及 び 問 題 は,連 邦 政 府 行 政 機 関 の 統 制

と管 理 に 服 し て い た 。 しか し,こ の 統 制 及 び 管 理 の権 限 は,絶 対 的 な もの で

は なか っ た 。 部 族 を保 護 及 び促 進 す る た め の 全 て の 適 切 な手 段 の行 使 は,か

か る後 見 関 係 に 固 有 の 制 約 及 び 関 連 す る憲 法 上 の制 約 に 服 して い た 。」 と判

示 して い る圃 。

(3)合 衆 国 自身 が 受 託 者 で あ る こ とは,連 邦 の 裁 判 所 に お い て 確 認 され
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てきているが,合 衆国最高裁判所は,イ ンディアン ・カン トリーへ至酔性ア

ル コール飲料 を持ち込 んだ罪で起訴 された刑事事件 を審理 した1913年 の

unitedStatesv.Sandoval似 下,S偬40魏 事件という。)5「o)の中で,「 合衆国憲

法は,イ ンディアン部族 との通商を規制す る権限を合衆国議会に付与 してい

るのみならず,立 法上及び行政上の慣行並びに司法判決は,優 越的及び文明

化 された国家 としての合衆国にその境界内に存在す る全ての従属的なインデ

ィアン ・コミュニティーに対する注意 と保護の促進を行使する権利並びに義

務が帰属す るとして きた。……当法廷 は,Tigerv.WesternInvestmeRt

Company(221us.286,315(1911).)で 『合衆国議会が,連 邦政府の長い間に

わたって確立されてきた政策に従って,イ ンディアンに対 して維持 して きた

後見関係 を廃止する時を決定する権利 を有 しているとす ることは,当 法廷の

確立 された法理である。』 と判示 している。インディアンにとっての真の利

益がかかる後見(tgtelage)状 態か らの合衆国議会の開放を要請す る時を決定

するのは,合 衆国議会であって,裁 判所ではない。…… コミュニティー若 し

くは人民の集団が合衆国の後見 と保護 を必要 とされる従属的部族 として承認

され,扱 われるか否か,ど の程度そうなのか,ま たいかなる時にそうされる

べ きなのかの問題は,裁 判所によってではな く合衆国議会によって決定 され

るのである。」 と述べ ているS6>。

(4)イ ンディアンと条約を承認 し,イ ンディアン部族 との通商を規制す

る合衆国議会の憲法上の権限 第1条 第8節 第3項,第2条 第2節 第2項

一 が
,か か る合衆国議会の独特の義務 の根拠 とな り得 るが,合 衆国議会

は,条 約 を廃棄 し又は以前の法律 を廃止若 しくは修正 し得 るところか らし

て,イ ンディアン問題に関して広範なる権限を有するもの とされ る。かか る

合衆国議会の権限は,し ばしば無条件の権限と呼ばれてきているが,合 衆国

最高裁判所はLoneWo/f事 件判決57)で,当 該権限は裁判所の審査に服 さな

いとして,「 インデ ィアンの部族関係に対する無条件の権限は,〔建国〕当初

か ら行使 されてきた ものであって,か かる権限は政治的なそれであって,政

府の司法部門によって統制 されるものではない。」 と判示 している謝。
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し か し,合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,DelawareTribalBusinessComm.v.

Weekso"9)に お い て,か か る解 釈 に変 更 を加 え て い る。合 衆 国 に よ る カ ンザ

ス に 居 住 して い た デ ラ ウ ェ ア ・イ ン デgア ン ①elawareIncllaik)の 母 集 団 と

の 「1854年 条 約 」 の侵 警 一 合 衆 国 が,条 約 に 反 し保 留 地 の イ ンデKア ンの

信 託 土 地 を公 売 に か け な い で 私 的 に売 却 し た を是 正 す るた め の イ ンデ ィ

ア ン請 求 委 翼 会(lndiaRCIalmsConamlssion)の 裁 定 に従 って,合 衆 国 議 会 は,

チ ェruee-・ デ ラ ウ ェ ア(Cherol〈eeDelawares)及 び ア ブ セ ン テ ィー ・デ ラ ウ

ェ ア(AbseRteeDelawares)へ の 基 金 分 配 を定 め た法 律(kb.L.92-456,86Stat.

762,)を 制 定 し た。 こ れ に対 し て 基 金 の 配 分 を受 け る こ との で きな か っ た カ

ンザ ス ・デ ラ ウ ェ ア(KansasDelawares)が,同 法 の合 憲 性 を争 って 訴 訟 提 起

した事 件 で あ る。 合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,合 衆 国議 会 は イ ン デ ィア ン 問題 に 対

す る無 条 件 の 権 限 を行 使 し得 るが,当 該 権 限 は絶 対 的 な もの で は な く,イ ン

デKア ン 立 法 は,合 衆 国 憲 法 修 正 第5条 の 適 正 手 続 条 項(DueProcessCl。ause)

に よ って 保 障 さ れ る法 の 平 等 保 護(equalprotectlon)を 侵 害 す る か 否 か が 精

蒼 さ れ な け れ ば な ら な い と し た総)。合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,適 用 され る 司 法

審 査 基 準 に 関 して,!934年 制 定 の イ ンデgア ン再 組 織 法(48Stat.984.)に 従

っ て,斑Aへ の 有 資 格 の イ ン デKア ン を優 先 的 に 雇 用 す る こ とが1972年 制

定 の 「雇 用 機 会 均 等 法 」(theEqualEmploymeiitOpporttmityAct,86Sta竃.!03.)に

違 反 しな い か 否 か が 争 わ れ た1974年 のMortonv.Ma愈ari61>で 明 確 に 述 べ

て い る が,立 法 判 断 は,「 イ ンデKア ン の 特 別 の 取 扱 い が 合 理 的 に(ratlon-

ally)合 衆 国 議 会 の イ ン デ/ア ン に 対 す る特 別 の 義 務 の 履 行 に 結 び つ い て い

る限 り,侵 害 さ れ な い 」 〔本 件 に お い て は イ ン デ ィ ア ン の 自治 の 促 進 が そ れ

に 幽 た る と し て い る。〕 と 判 示 し て い る(「合 理性 に基づ く遡 法審 査 テ ス ト」

(蹴i。nal-basistest)62)。

3受 益 者

(1)一 般 的 に 連 邦 政 府 とイ ン デKア ン の 両 者 は,信 託 関 係 の受 益 者 が イ

ン デ ィ ア ン部 族 で あ る こ とに 同意 して い る と され る が,信 託 責 任 は,個 々 の

イ ンデ ィ ア ン に 及 ぶ こ とは 論 理 的 に も,ま た判 例 法 上 も確 立 して い る とこ ろ
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で あ る。 全 て で は な い に して も,部 族 に 与 え られ る 多 くの利 益 は,当 該 部 族

の 構 成 貫 の 益 す る と こ ろ とな り,個 入 に 与 え られ る 多 くの利 益 は,合 衆 国 議

会 の イ ン デdア ン 自治 の 政 策 を推 し進 め る こ とに な る63)。 合 衆 国 最 高 裁 判

所 は,NicClawahaRvtAMoRaTaxComm's64)で ア リゾ ナ州 は 保 留 地 に 居

住 す る ナ ヴ ァ ホ ・イ ンデKア ン(NavalOIndlaRs)の 所 得 に 彼 らの所 得 が 全 て

保 留 地 の 資 源 か ら得 られ た もの で あ る場 合,こ れ に 課 税 で きな い と した が,

判 決 の 中 で,合 衆 国議 会 は イ ンデ ィ ア ン問 題 につ い て 立 法 を行 う場 合 に,し

ば しば部 族 を個 人 に よ っ て構 成 され る集 合 的 存 在 と して 扱 っ て き た と判 示 し

て い る㈱ 。

AIPRCは,合 衆 国 は 不 幸 に して 信 託 関 係 に お け る受 益 者 た る 資格 を有 す

る イ ン デ ィア ン部 族 の承 認 に 関 して,恣 意 的 且 つ 支 離 滅 裂 な行 政 手 続 を執 っ

て き た と判 断 して い る が66>,そ れ は さ て 置 き,連 邦 に よ っ て承 認 さ れ て い

な い部 族 が 受 益 者 た り得 るか に つ い て合 衆 国 第1巡 回 区 控 訴 裁 判 所 は,Joint

TribalCouncilofthePassamaquoddyTrlbev.Morton(以 下,μ 癖 丁励 認

Coggnc?:/ofifhePtxssama(fzeoddy㊨ 伽 事件 とい う.)67)に お い て,信 託 関 係 を 設定 し

て い る と解 され る イ ン デ ィ ア ン交 易 及 び 通 商 法(合 衆 国法律 集第25編 第!77条)

は,イ ン デ ィア ン部 族 が 連 邦 政 府 に よ っ て 部 族 と して承 認 され て い る と否 と

に 拘 わ らず,全 て の部 族 に適 用 され る と判 断 して い る。 パ サ マ ク オ デ ィ ・イ

ンデEア ン部 族(Pas$ama(iuodclyIndiaRTribe)似 下,部 族 とい う。)の 政 治 的代

表 で あ る本 件 原 告 は,本 件 訴 訟 を 内務 長 官 が 当該 部 族 の ため に メ イ ン州 に 対

す る訴 訟提 起 を拒 否 した 後 に,内 務 長 官 及 び 合 衆 国 司 法 長 官 を被 告 に提 起 し

た 。 部 族 は,訴 訟 提 起 に 先 立 ち,イ ン デ ィア ン 問題 局 長 へ の書 簡 の 中 で メ イ

ン州 及 び そ の 前 任 者 で あ る マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 似 下,集 合的 にメ イン州 とい

う.)に 対 し て,① メ イ ン州 は,1794年 に 交 渉 さ れ た条 約 で 保 留 さ れ た 土 地

23,◎0◎エ ー カー の うち6,◎00エ ー カー の 土 地 を不 法 に部 族 か ら剥 奪 し た,②

メ イ ン 州 は部 族 の 信 託 基 金 を不 当 に 管 理 し,部 族 自治 に 介 入 し,部 族 の 狩

猟,漁 労 並 び に トラ ッ ピ ン グ(trappillg)の 権 利 を侵 警 し,1924年 か ら1967

年 の 間 の部 族 構 成 翼 の 投 票 の権 利 を取 り上 げ て き た とす る不 服 串立 て を行 っ
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て い た。 部 族 は,内 務 長 官 に対 して,こ れ ら不 法 行 為 を是 正 すべ くメ イ ン州

を訴 え る よ う要 望 し,イ ン デ ィ ア ン問 題 局 長 が こ れ に 同 調 した が,被 告 は,

行 動 を と らな か っ た。 そ こ で 原告 は,1972年6月2臼,部 族 は イ ンデ ィ ア ン

交 易 及 び通 商 法 の 下 で連 邦 の 保 護 を受 け る資格 が あ る とす る宣 言 的 判 決(de・

claraeoryjgdgment)及 び1972年7月18日 ま で に メ イ ン 州 に 対 して 部 族 の た め

に保 護 的 請 求 訴 訟 を被 告 が 提 起 す る こ と を命 ず る 暫 定 的 差 止 命 令(prelimi一

鰹yi蜘 瞬 ・n)を 求 め て 訴 訟 を提 起 し た。 これ に対 して 被 告 は,① 合 衆 国 と

部 族 との 間 に条 約 が 存 在 せ ず(連 邦政府は1789年 以降部族 と条約 を締結 してお らず,

部族に関す るいかなる立法 も制定 していない。),部 族 財 産 に 対 す る受 託 者 は,メ イ

ン 州(粥 憲法第!0条 第5節 参照。 また州 は,部 族 に関連す る約35◎の法律 を制 定 してい

る。〉及 び マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 で あ る,② 部 族 は,連 邦 裁 判 所 に お い て 州 に

対 す る 請 求 を行 う こ とは で き な い に して も,合 衆 国 と本 件 部 族 との 間 に は 信

託 関 係 は 存 在 せ ず,部 族 の法 的 救 済 は他 に 求 め ざ る を得 な い と主 張 した 。 以

下,判 決 要 旨 で あ る。

合 衆 国 憲 法 第 ユ条 第8節 に い う合 衆 国 議 会 の イ ンデ ィ ア ン部 族 との通 商 を

規 制 す る権 限 に は,合 衆 国 議 会 が,何 時,い か な る程 度 そ の 後 見 関 係 の 下 で

従 属 的 部 族 と して特 定 の イ ン デ ィア ン ・コ ミュニ テ ィー と認 め るか の 権 限 が

含 まれ る(UnitedStatesv。Sandoval,231U.S.28,46(1913).)。 イ ンデljア ン 交 易

及 び 通 商 法 に は,「 部 族 」 か ら連 邦 に よ っ て 承 認 さ れ て い な い 真 正 の 部 族

(b・iwafidetribe)を 排 除 して 解 釈 す べ き だ と示 唆 す る な に もの も存 在 しな い。

の み な らず,地 方 裁 判 所 判 決(DistrictCourtfortheDistricto'fMaine,388F.Sttpp.

649①.Me.!975)。)が 認 定 し た よ うに,上 訴 人 の解 釈 と真 っ 向か ら対 立 す る合

衆 国 議 会 の 意 図 又 は 立 法 史 の 証 拠 も存 在 しな い と こ ろ で あ る。 イ ンデ ィ ア ン

交 易 及 び 通 商 法 が 採 用 して い る政 策 は,イ ン デ ィア ン部 族 の 占有 の権 利 を,

た とえ 当該 権 利 が 条 約 で 承 認 され て い な い と して も,こ れ を保 護 し(U醜d

Statesv.SantaFePacificR.Co.,314US339,345(1941).),そ の 目的 は,イ ンデ ィ

ア ン の 土 地 の 不 正 な 又 は不 用 意 な若 し くは 不 適 切 な 処 分 を防 止 す る に あ る と

され て きた(UnltedStatesv,Candelaria,271U.S.432,鰯(i926).)。 パ サ マ クオ デ
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イは,合 衆 国 の 建 国 以 前 か ら の部 族 で あ っ て,今 日 まで メ イ ン州 に よ っ て部

族 単 位 と して 扱 わ れ て き た(SeeMR.S.A.ch.1355.)。 本 件 訴 訟 に お い て 何 入

も,通 常 の 意 昧 で本 件 部 族 が 部 族 と して の ア イ デ ン テ ィ テ ィー を有 す る こ と

に 疑 い を挟 ん で は い な い 。 更 に 言 うべ きは,連 邦 に よ る処 理 の 不 存 在 が,パ

サ マ クオ デEの 部 族 と して の 真 正(genuineness)に 基 づ い て い る 或 い は 基 づ

い て い た とい う証 拠 は 存 在 せ ず,単 な る承 認 の 欠 如 か ら生 じた こ とで あ る。

か か る情 況 下 に お い て,特 別 に 連 邦 が 部 族 と して承 認 し て い な い とい う こ と

を も っ て,バ サ マ クオ デ ィが,イ ンデ ィ ア ン交 易 及 び 通 商 法 の い う意 味 で の

「部 族 」 に 該 当 しな い とす る根 拠 に は な らな い の で あ る。 従 っ て 合 衆 国 と イ

ンデ ィ ア ン部 族 との 間 に 信 託 関係 を築 い た イ ン デ ィア ン交 易 及 び 通 商 法 は,

本 件 部 族 に も適 用 され る68>。

(2)こ れ に対 して 学 説 の 展 開 を見 るに,例 え ば ス チ ュ ア ー ト ・M・ ベ ン

ジ ャ ミン(StuartMinorBeniamin)は,信 託 法 理 は,イ ン デKア ン通 商 条 項 か

ら導 き出 され る と こ ろ,信 託 関 係 は,部 族 と して承 認 され て い な いハ ワ イ先

住 民 に は 及 ば な い とす る。 教 授 に よ れ ば,ハ ワ イ 先 住 民 た る イ ンデ ィ ア ン部

族(NativeklawaiianIndiantribe)は 存 在 し な い の で あ っ て,イ ンデ4ア ン通

商 条 項 の 下 で,合 衆 国 議 会 は,イ ン デ ィア ン部 族 との 通 商 を規 制 す る権 限 の

み を 有 し,い か な る部 族 に も加 入 し て い な い(ttnaffiiiated)個 々 人 と し て の

イ ン デKア ン(iRdividualIndians)と の 通 商 を規 制 す る権 限 を持 た な いか ら で

あ る と主 張 して い る鋤 。

(3)信 託 の受 益 者 は,部 族 に留 ま る イ ン デijア ン に 限 られ るか 。 この 間

題 に 関 し て 合 衆 国最 高 裁 判 所 は,そ の1916年 判 決 で あ るUnitedStatesv.

Nic♂o>に お い て 保 留 地 を離 れ た イ ン デ ィ ア ン も ま た信 託 の 受 益 者 で あ る こ

とを示 して い る。 本 件 は,「1897年1月30日 法 」(ch。109,29Stat.506.)似 下,

「1897年法」 という。)に 違 反 して,イ ン デ ィ ア ンが1914年8月9日 に サ ウ ス ・

ダ コ タ州 トリ ップ 郡(丁 鞠pCOtmty)内 で一 一 本 件 イ ン デKア ン が 土 地 割 当

を受 け た保 留 地 外 の 土 地 一 ウ ィ ス キー 及 び そ の 他 の至 酔 性 ア ル コー ル を販

売 した 罪 で起 訴 され た事 件 で あ る。 本 件 イ ン デ ィア ン は,ス ー 族 の構 成 員 で
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あ っ て合 衆 国 の被 後 見 人 で あ り,イ ン デ ィ ア ン 担 当 官 の 管 理 下 に あ る。 そ し

て合 衆 国 は,本 件 イ ン デKア ンに1902年4月29臼 に 割 当 て られ た土 地 に 対 す

る権 原 を信 託 保 有 して い る。1897年 法 に よ っ て至 酔 性 ア ル コー ル を権 原 が 連

邦 政 府 に よ っ て信 託 保 有 さ れ る土 地 の割 当 を受 け た イ ン デ ィア ン,イ ンデ ィ

ア ン 監督 官 若 し くは 担 当 宮 の 下 で連 邦 政 府 の被 後 見 人 で あ る イ ン デ ィア ン又

は連 邦 政 府 が そ の省 を通 じて 後 見 関 係 を執 行 す る1慰 猛を含 む イ ンデijア ン に

販 売 す る こ とは,犯 罪 と され て い る。 本 件 イ ン デ ィア に対 す る土 地 割 当 は,

「1889年3月2H法 」(ch.4◎5,25Stat.888.)似 下,「!889年 法」 という.)に 従 っ て

サ ウ ス ・ダ コタ州 の ロー ゼ ブ ッ ド保 留 地(RosebudReservation)内 の部 族 の 土

地 か ら行 われ て い る。1889年 法 第11条 は,各 々 の 割 当 は公 有 地 譲 渡 証 書 を も

っ て25年 の 期 問(大 統領 に よって期 間延長が でき得 る。)で 証 明 さ れ る。 合 衆 国 が

被 割 当地 を被 割 当 人(死 亡 した場合 相 続入)の 使 用 及 び 利 益 の た め に 信 託 保

有 し,期 問 経 過 後,単 純 不 動 産 権 が 当該 被 割 当 人(死 亡 した場合 網続 人)に

譲 渡 され る。 信 託 期 間 中 に行 われ た 当 該 土 地 の リー ス若 し くは譲 渡 若 し くは

類 似 行 為 は,こ れ を無 効 とす る と規 定 し,被 割 当 人 は1887年2月8H制 定 の

一 般 土 地 割 当 法(ch .ll9,24Stat.388.)第6条 に い う 「全 て の 権 利 及 び 特 権 を

付 与 され,及 び全 て の規 定 に従 う」 も の と され て い る。1889年 法 は,部 族 そ

れ 自体 の 存 在 を承 認 し,終 局 的 に は解 消 さ れ る と して も部 族 関 係 が 割 当 を行

う こ とに よ っ て 終 了 さ せ ら れ る も の で は な い こ と を 明 自 に 示 し て い た。

「1899年3月3田 法 」(ch,450,3◎Stat.1362.)及 び 「1907年3月2日 法 」(ch.

2536,34Stat.1230.)に お い て,当 該 関 係 は,承 認 され,当 該 合 衆 国 議 会 法 律

に 信 託 期 闘 の 終 了 を早 め る こ と を示 唆 す る規 定 は見 出 され な い。 一 般 土 地 割

当 法 第6条 の 規 定 は,X889年 法 第ll条 で繰 り返 さ れ て い るが,同 条 は,割 当

の 完 了及 び 土 地 の 公 有 地 譲 渡 証 書 の 発 出 を も っ て,被 割 当 人 は,彼 ら の居 住

地 の 「州 又 は 準 州 の 民事 法 及 び刑 事 法 の利 益 を享 受 し,こ れ に服 す る もの と

す る」 もの と し,「 本 法 又 は そ の 他 の 法 律 若 し くは 条 約 の 下 で 」 土 地 の 割 当

を受 け た合 衆 国 内 で 出 生 した全 て の イ ン デ ィア ン は,合 衆 国 市 民 と し,当 該

市 民 が 享 受 す る全 て の権 利,特 権 及 び 免 除 を付 与 さ れ る と宣 需 して い た。 一
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般 土 地 割 当法 は,1889年 法 同 様 に,部 族 そ れ 自体 の 存 在 を承 認 し,終 局 的 に

は解 消 され る と して も,部 族 関 係 が 割 当 を行 う こ とに よ って 終 了 させ られ る

もの で は な い こ と を示 して い る。 本 件 の 争 点 は,違 法 行 為 が 行 わ れ た 時 点 で

の本 件 イ ン デ ィア ンの 法 的 地位 は い か な る そ れ に あ っ た か,イ ン デ ィア ン に

至 酔 性 ア ル コー ル を販 売 し た本 件 イ ンデ ィ ア ンの行 為 を,規 制 又 は禁 止 す る

権 限 が 合 衆 国 議 会 に あ る の か に あ っ た。 ヴ ァ ン ・デKヴ ァ ン ダ 判 事(VaR

Devanter,」.)が,法 廷 意 見 を執 筆 して い る。

イ ン デ ィ ア ン保 留 地 の 内 外 を 問 わ ず,或 る 州 内 の 部 族 イ ン デ ィ ア ン

(tribal掘ia細 に 至 酔 性 ア ル コー ル を 運 搬 す る行 為 を規 制 若 し くは 禁 止 す る

合 衆 国議 会 の 権 限 は 確 定 して お り,当 法 廷 に お い て も繰 り返 し認 め られ て い

る とこ ろで あ る。 そ の 根 拠 は,第 一 に合 衆 国 憲 法 が,イ ン デ ィア ン部 族 との

通 商 を規 制 す る権 限 を合 衆 国議 会 に認 め て い る こ と に,第 二 に イ ン デ ィア ン

部 族 が,合 衆 国 との 間 に従 属 的 関 係 に あ る こ とに 存 在 す る(U嘘edStatesv、

王{oliiday,70US.(3Wall.)4◎7,417-19(1866);UnkedStatesv.Kagama,!!8US.375,

383(1886).)。 勿 論,イ ンデKア ン が 特 権 を行 使 し,行 為 能 力(suiluris)が あ

る場 合,部 族 関 係 は,解 消 され,合 衆 国 との 後 見 関係 は終 了 に 持 ち込 まれ る

が,何 時 い か な る 方 法 で か か る事 項 が 行 わ れ,解 放(emancipation)が 最 初

に 完 全 に行 われ るべ きか,或 い は 部 分 的 に の み 行 わ れ るべ きか を決 定 す る権

限 は,合 衆 国 議i会に あ る。 〔舎 衆 国 の〕 市 民 で あ る こ と(ci£i3α柚ip)と 部 族

の 存 在 又 は 〔合 衆 国 との 〕 継 続 的 後 見 関係 は,相 容 れ な い もの で は な い 。 従

って,ミ シガ ン に お い て 保 留 地 の 外 で部 族 イ ン デ ィア ン に至 酔 性 ア ル コー ル

を販 売 した 罪 で訴 追 され た事 件 で あ るUniteclStatesv.Holliday(7◎US.(3

Wall.)407(!866)。)に お い て,市 民 とな っ て い た とい う主 張 は 「重 要 で は な

い 」 と して 退 け られ,ネ ブ ラ ス カの 部 族 イ ンデ ィ ア ン に よ っ て保 有 さ れ る割

当 地 に ウ ィ ス キ ー を持 ち込 ん だ 罪 で 起 訴 さ れ たItKallowellv.UnitedState

(22!U.S.317(1911)。)に お い て,市 民 とな った とい う事 実 は,当 該 事 件 を合 衆

国 議 会 の規 制権 限 か ら排 除 す る もの で は な い とさ れ た 。 そ して,ニ ュー ・メ

キ シ コの イ ンデKア ン 部 落 伽diaapueblO)に 至 酔 性 ア ル コー ル を持 ち 込 ん
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だ罪で起訴されたSew40va/事 件判決(231U.S.28(19三3).)に おいて,部 落の

インディアンが市民であったか否かは,合 衆国議会の規制権限を減ず るもの

ではないとして,考 慮 される必要がないと判示されたのである。

本件における究極的問題は,一 ・ua土地割当法第6条 が信託期間の終了を待

たずに土地割当及び公膚地譲渡証書の発出によって部族関係 を解消 し,合 衆

国との後見関係を終結 させることを意図したものであるか否かにある。当法

廷の打ち立てた準則に従 ってインディアンに影響を与 える立法は,彼 らの利

益において解釈 されなければならない。法全体の審理に基づ いた場合,部 族

関係の解消は,予 想はされているものの,土 地割当が完了され,及 び公有地

信託譲渡証書(trestpatents)が 非常に明確 に発出された際に,こ のことは起

こっていない。同法第5条 は,「 内務長官による本法に定め られた土地割当

の承認に当たっては,内 務長官は,そ の承認にために法的効力をもつ公有地

譲渡証書を被割当入名義で発出 し,合 衆国が割当て られた土地を,割 当を受

けたインディアンの,又 は当該インディアンが死亡 した場合は当該土地の所

在す る州若 しくは準州の法律に従った当該インディアンの相続入の専用及び

利益(soleusea認be織e劒 のために,25年 間の期間をもって信託で保有する

旨を宣言するものとし,当 該信託期聞の終 了に際して合衆国は,当 該信託が

解除された,一 切の担保権(charge)及 び土地 に対する負担(incumbrance)

のない単純不動産 として当該土地を譲渡証書に基づいて,当 該 インディアン

若 しくは上に規定 した当該インディアンの相続人に引渡す旨を宣書す るもの

とす る。但 し,合 衆国大統領は,い かなる場合で もその自由裁量に基づい

て,上 記信託期 間を延長 し得 るもの とす る。信託期間満了前に本法に基づい

て設定され,及 び割当てられた土地について,何 らかの譲渡が行われ,又 は

当該土地に係 る何 らかの契約が行われた場合,当 該譲渡若 しくは契約は,完

全に無効(nullandvoid)で ある。当該土地の所在する州若 しくは準州 におい

て効力を有す る法定相続(desce醐 及び共有物分割(partltion)に 関す る法律

は,本 法に定める場合 を除いて,土 地譲渡証書が,作 成,交 付された後,適

用されるものとする。不動産の法定相続及び共有物分割に関するカンザス州
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法は,実 行可能 な限 り,本 法の規定に基づ いて単独保有で(in$everalty)割

当て られたインデKア ン ・テリ トリー 伽dl麗Territory)内 の全 ての土地に

適用されるもの とす る。本法の定めに従って,部 族の全てのインディアンに

土地割当が行われた後であれば,い かなる時点において も,又 は大統領が当

該部族の最善の利益 となると判断したる場合は速やかに,内 務長官が,当 該

保留地の保有について定めた条約若 しくは法律 に従って,合 衆国及び当該イ

ンディアンの部族双方が公正及び妥当と見倣す条件で,当 該部族が,売 却に

同意した当該保留地内の当該部族に割当てられていない土地の購入及び権利

放棄(release)に 関 していかなる時でも交渉することは有効 とされ,当 該購

入は,合 衆国議会の承認 を待 って効力を有 し,当 該譲渡の執行形式及び方法

もまた,合 衆国議会が,こ れを定め るもの とする。但 し,イ ンディアン部族

によって合衆国に売却若 し くは権利放棄 された土地で,農 業に適 した土地

は,当 該土地の灌概施設の有無に拘 らず,合 衆国議会が定める条件で,合 衆

国議会が,教 育 園的に援助す る補助金 を前提 として,実 際の入植者の宅地を

保証す る目的のみ をもって合衆国によって保有 され,及 び個人別の16◎エー

カーを超えない土地の範囲内で実際の入植者のために合衆国によって処分 さ

れるものとする。公有地譲渡証書は,当 該土地を自己若 しくは相続入用の自

営農地(homestead)目 的で取得 し,及 び当該土地 を麹営農地 として5年 以上

占有する者を除いて,発 出されてはならない。当該土地譲渡の 晒寸に先立っ

て行 われた自営農地 として取得 される当該土地の譲渡若 しくは譲渡を内容 と

す る契約若 しくは当該土地への先取特権(lien)〔 の設定〕は,こ れ を無効 と

する。合衆国によって当該保留地の土地の購入代金 として支払いが合意に達

した金額は,当 該保留地が帰属 したインディアンの部族若 しくは諸部族の專

用 として,合 衆国財務省がこれ を保管 し,当 該購入代金は,年3パ ーセン ト

の金利で保管 され,イ ンディアンの部族若 しくは諸部族又は部族構成員の教

育及び文明化のためにいかなる時でも,合 衆国議会によって歳出配分される

ものとする。上記譲渡証書は,総 合公有地管理局に登録 され,そ の後権利 を

付与された被割当入に無料で交付 され る。宗教団体若 しくはその他の組織
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が,イ ンデ ィアンに対する宗教的若 しくは教育的 目的で本法が適用される公

有地の一部 を現に占有 している場舎 は,内 務長官は,同 一 目的で占有される

限 り,内 務長富が適切 と判断す る条件の下で,!区 画当た り16◎エーカー を

超えない範囲で,蟻 該 占有を当該団体若 しくは組織に当該 占有 を承認す る権

限を付与 される。但 し,本 条項で定め られた事項は,法 律によって従来承認

された宗教的若 しくは教育的 目的のための当該団体のいかなる請求権をも,

変更するものではない。本法が適用されるインディアン部族若 しくはバン ド

からのインディアン警察官若 しくはその他の富吏の雇用に際して,イ ンディ

アンが,要 求される義務 を遂行 し得 る限 り,本 法の諸規定に有用であって及

び合衆国市民 となったインデ ィアンが,優 先 され るものとす る。」 と規定 し

ている。このことは,連 邦政府が,こ れらインディアンの財産に対する管理

権 を保留 していることを意味 し,当 該条項が,特 に合衆国議会が 「教育及び

文明化」に彼 らの金銭 を使用す る旨を規定 していることは,そ の管理権が,

彼 らの財産 を超 えて維持 されていることを意味するのである。

一般土地割当法第6条 の文言は,法 律全体に照 らして解釈されなければな

らず,そ して適用される情況を正当に見極めて解釈 されなければならない。

同法は,被 割当人が信託期間中に当該土地の リース若 しくは譲渡又は類似行

為 を行 うことができないとしている。勿論 このことは,州 法によって影響 さ

れるべ きことではない。同法はまた,被 割当人及びその子供たちの教育及び

文明化は合衆国議会の指図の下にあるとし,明 らかに州法が合衆国議会の指

図に入 り込む余地はないもの としている。

一般法である土地割当法及び特別法である1889年 法が,部 族関係及びイン

デ4ア ンの被後見(wardship)〔 後見人による後見 を受けているという法的意

味〕 を明 らかにしていることに加え,合 衆国議会並びに連邦の行政機関は上

で述べた理論に則って手続 を進めてきた ところである。以上 の理由か らし

て,被 割当人は,部 族インディアンのままであ り,合 衆国との後見関係にあ

るのであって,合 衆国議会が,1897年 法に違反して行われた至酔性アルコー

ルの販売 を規制藩 しくは禁止する権 限を有す ることに争いの余地はない。



アメリカ ・インディアン法における信託責任の法理Cの5謬

Matter◎fffeff(197US。488.)は,判 例 変 更 され る7i)。

(4)こ こに お い て か,信 託 が個 々 の イ ン デ ィ ア ン に 及 び得 るか に 関 連 し

て,第 一 に 合 衆 国 議 会 は,い か な る イ ン デ ィ ア ン部 族 と もっ な が りの な い

(unaffiliated)イ ンデ ィア ン を規 制 す る ため に 当 該 議 会 の 通 商 権 限 を使 用 し得

るか の 問 題 が 生 ず る。 第 二 に 合 衆 国議 会 は,そ の 通 商 権 限 を非 イ ンデ ィ ア ン

との 関 係 に お い て 連 邦 に よ っ て承 認 され た イ ンデ ィ ア ン部 族 の構 成 貰 に 対 し

て優 先 権(preference)を 与 え るた め に行 使 し得 るか,又 は 反 対 に,不 利 な立

場(disa(lvaBtage)に 置 くこ とが で き るか の 問題 が 生 ず る72)。

亙V信 言毛財産

信 託 財 産 は,`物 緯Property',,"trasstcompas","tr・pe5't7'C・s",`聯 毎6綴

scea.X'terOf漉6伽 εψ"な ど様 々 に表 現 ・使 用 され て い るが,一 般 論 的 に 言 え

ば,あ る財 産 が信 託 財 産 と して 設 定 され る とい う こ とは,信 託 設 定 者 が,当

該 受 託 財 産 につ い て コ モ ン ロー 上 の権 利 とエ クイ テ ィ上 の権 利 を分 け て,受

益 者 の ため に エ ク イ テ ィ上 の 権 利 を新 た に設 定 す る こ と を意 味 し,権 利,利

益 又 は 財 産 の対 象 た り得 る全 て の 物 は,信 託 と して 認 め られ,法 が価 値 あ る

もの と して 認 め る全 て の 種 類 の 既 得 権(vesteclr宝ght)は,信 託 に 移 行 し得 る

もの と され る73>。

イ ン デ ィ ア ン の信 託 財 産 を保 護 し,管 理 す る義 務 は,合 衆 国 の イ ン デ ィア

ン に対 す る責 任 の 中 で最 も広 く理 解 され て い る側 面 で あ る。 信 託 を審 理 す る

ほ とん ど全 て の裁 判 所 の 事 件 は,直 接 的 に 信 託 財 産 に 係 る もの で あ り,し ば

しば 土 地 が,そ の 争 点 とな っ て きて い るが,常 に そ う とは 限 ら な い の で あ っ

て,部 族 及 び そ の歴 史 並 び に そ の 地 理 的位 置 に左 右 され るそ の 他 の財 産 も,

含 ま れ て い る。1952年 の 合 衆 国 議 会 第82議 会 第2会 期 下 院 議 事 録 は,合 衆 国

は 「イ ンデ ィ ア ン の 財 産 所 有 権 を保 障 す る責 任 の み な らず,全 て の イ ン デ ィ

ア ン の 趨然 資 源 一 土 地,水,草 木,森 林,鉱 物 及 び そ の他 の 全 て の残 余 の

もの の保 存 と生 産 的使 用 を促 進 す る責 任 が あ る。」 と述 べ て い る⑳ 。
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1信 託土地(trustlanCi)

(1)イ ンデKア ンの信託土地は,そ の権原が,連 邦政府 とインディアン

所有者 との問に区分 された土地である75)。このことに関 して,AIPRCの 最

終報告書は,「 合衆国は,イ ンディアンの土地にコモンロー上の権原を有す

るが,こ れらの土地は,イ ンディアンに保留され るエクイティ上の権原に反

して処分 し,管 理 し得ない。 このことは,連 邦政府がインディアンの信託土

地の名 目的所有者(簸or漁alowner)と して外見上の権原を有 してはいるが,

正確には,イ ンディアン所有者の利益 と使用のためにのみ権原を保膚するこ

とを意味す るのである。」 と述べている76)。従 って,両 当事者は,一 方の当

事者の同意がない限 り,信 託土地を処分 し得 ない と解 され るが77),最 も重

大な例外 として,合 衆国最高裁判所によって認め られた合衆国議会の 「無条

件の権限」の行使を,挙 げなければならない。一般的に当該権限を行使する

ことによって合衆国議会 は,イ ンディアンの土地 をダム建設,灌 概施設計

画,道 路敷設並 びにその他の公の園的のために収用 し得 るとされる(詳 細は,

後述するところである。)。

(2)イ ンデ/ア ンの土地に対する信託の設定には,以 下の手段乃至方法

が考 えられ る。①連邦政府 とインディアン部族 との問の条約及び合意,② 合

衆国議会がある一定の土地を特に保留地 として設定 した場合,③ 大統領が合

衆国議会の授権 に基づいてインディアン保留地を設定 して きた場合,④ 内務

省が一定の公有地をインディアン保留地 として指定 した場合がそれである。

合衆国は,上 にあげた土地に対 して信託責任を負 うが,イ ンディアンが正

当な所有権 を主張 し得 る土地に関して も信託責任は及ぶ とされ,当 該権利主

張が正当な根拠を有す る場合,運 邦政府は当該財産の取得 に義務 を負 うもの

と解 される矧。

2鉱 床(ly}lneraldeゆ◎sits)

インディアン保留地又は個人の割当地の地下に眠 る石油,ガ ス,石 炭,ウ

ラニュウム及びその他の鉱床は,連 邦政府によって信託保有される。かか る

地下資源の受託者 として,合 衆国は,自 身の目的のために当該地下資源を不
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正 に流 用 す る こ とは で き ず,或 い は また,イ ン デ ィア ン に対 す る忠 誠 義 務 及

び 信 託 資 源 の 保 護 及 び 管 理 に お け る合 理 的 注 意 義 務 に 違 反 す る こ とは で き な

い とこ ろ で あ る。 か か る義 務 違 反 は,イ ンデ ィ ア ンの 地 下 資 源 開 発 を狙 う非

イ ン デifア ン に対 抗 す る た め に特 に 重 要 とさ れ る が,AIPRCの 最 終 報 告 書

は,1976年3月31日 の 「エ ネ ル ギ ー 及 び 自 然 資 源 に 関 す る 上 院 委 貝 会 」

(SenateCoinmitteeonEnengyaRdNaturalResources)報 告 書 を 引 き合 い に,全 米

!7州4◎ 保 留 地 に お け る イ ン デ ィ ア ンの 土 地 の 石 油 及 び ガ ス の埋 蔵 量 は,合 衆

国 国 土 全 体 の 埋 蔵 量 の3パ ー セ ン トに 達 し,!973年!1月 当 時 の 石 油 埋 蔵 量

は,42億 バ レ ル で あ る と して い る。 ま た全 米11州33保 留 地 内 に お よ そ1,◎ ◎0

～2
,00◎億 トン の 石 炭 が 埋 蔵 さ れ て お り,そ れ は,合 衆 国 全 土 の 埋 蔵 量 の

7,13パ ー セ ン トに 相 当 す る と して い る79)。

3水 利 権(wateryight)

(1)水 資 源 は,特 に 乾 地 性 乃 至 半 乾 地 性 の 西 部 諸州 の 保 留 地 に 居 住 す る

イ ンデ ィ ア ン に とっ て,合 衆 国 の信 託 義 務 が 適 用 さ れ る重 要 な 資源 の ひ とつ

で あ り,経 済単 位 と して の イ ン デ ィア ン部 族 の 生 存 に と っ て,彼 ち部 族 の水

利 権 の 保 護 が 強 く要 求 され る。 水 利権 は,イ ンデ ィ ア ン保 留 地 の 設 立 は土 地

が保 留 され,確 定 され る こ とを 意 味 す る の み な ら ず,保 留 地 の 目的 を達 成 す

る た め に は 十分 な 水 資 源 に 対 す る権 利 が 保 留 され る こ と を意 味 す る とい う観

念 に 基づ い て い る とさ れ る(「 ウィンターズ法理」(WintersdoctriRe))80>。 イ ン デ

ィ ア ンの 水 利 権 は,合 衆 国 最 高 裁 判所 に よ っ て,そ の1908年 判 決 で あ る モ ン

タ ナ 州 の ミル ク川(MilkRiver)の 水 を利 用 す る権 利 は,フ ォー ト ・ベ ル クナ

ップ ・イ ン デgア ン保 留 地(FortBelknaplRdianReservation)を 設 立 し たk888

年5月 の イ ン デ ィ ア ン の グUス ・ヴ ェ ン ト レ 及 び ア シ ニ ボ ニ ー ・バ ン ド

(Gi"osventreandAssiniboinebands)と の 合 意 に含 意 さ れ る と したWintersv.

UnitedStates似 下,剛 醜 鴬事 件 とい う。)81)に お い て 承 認 さ れ,1963年 の

Arizonav.California82)及 び1976年 のCappaertv.UnitedStates83)に お い

て再 確 認 され て い るが,合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,ネ ヴ ァ ダ州 の デ ス ・ヴ ァ レー

国 定 記 念 物(DeathValleyNationalMonument)の デ ヴ ィ ル ズ ・ホ ー ル
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(Devil'sHoie)に 付属す る地下水の権利が争われた後者の事件判決の中で,

「当法廷は,連 邦政府がその土地 を公有地か ら抽出し,当 該土地 を連邦 鰹的

に保留する場合,連 邦政府は,そ の含意において当該土地 を保留 した際に利

用に供 されていない当該土地に付属 している水資源(appurteltantwa宅 α)を,

公共の保留地の臼的を達成するために必要 とされる程度で保留 しているので

あると,長 い間に亘って判決 を下 してきた。そうすることによって,合 衆国

は,保 留地に指定 された欝時に確定 し,将 来の 占有者の権利に優先す るとこ

ろの利用に供 されていない水に対する留保権(i'eserveClright)を 取得するの

である。水利権 の保留は,航 行可能な水域の連邦による規制 を認める合衆国

憲法第1条 第8節 にいう通商条項,及 び連邦土地に対する連邦の規制を認め

る同法第4条 第3節 によって法的な権 限を与えられ る。かかる法理は,航 行

可能な,及 び航行不可能な流域における水利権 を含むインディアン保留地及

び連邦包領に適用される。……連邦によって保留され る水利権が,公 有地の

連邦保留地に含意されるか否かを決定するに際 して,争 点は,連 邦政府が利

用に供 されておらず,そ して利用可能な水を保留すると意図 したか否かにか

かる。当該意図は,そ れまで利用に供 されていない水が,保 留地が設定され

た目的達成に必要 とされた場合 には,推 断され るのである。」 とし圃,か か

る水利権は,地 下水に も及ぶ としてい る85>。更に判決 は,こ のように して

インデKア ンに保留 された水利権は,州 の実体法(statesubstantiaHaw)に 依

拠するのではなくして,連 邦制定法にその根拠を置 く財産権であるとしてい

る86)。

(2)イ ンデ4ア ンは,保 留地の境界内の又は保留地を貫流す る全ての水

資源に対 して,当 該保留地の現在及び将来の需要を満たすに十分な水量につ

いて,優 先的及び最高の権利(pr玉・randparaRlountrlglits)を 保膚するとされ

るが,当 該水利権は,他 の連邦によって承認 された権利から区刷 される。水

利権に関し,合 衆国の唯一の役割は,部 族のための受託者であるというそれ

であって,珊 漉 欝事件判決 は,水 利権の根拠 として,「保留地は,イ ンデ

ィアンが占膚 と使用の権利 を持 ち,遊 動の及び文明化 されていない人民がそ
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の慣 習 と欲 求 を満 た して きた 膨 大 な 土 地 の一 部 で あ っ た。 か か る慣 習 を変 更

し,牧 夫 とな り文 明 化 さ れ た 人 民 とな る こ とが,連 邦 政 府 の 政 策 で あ って,

ま た そ れ は,イ ン デ ィ ア ン た ちの 望 み で あ っ た。 彼 らが,か か る 人 民 に な ろ

う とす る と,当 初 の 土 地 は,余 りに も広 大 過 ぎた が,余 りに も小 さ な 土 地 で

は そ の条 件 を変 更 し な い 限 り,不 適 切 で あ っ た。 土 地 は乾 き,灌 概 な くして

は 価 値 の な い もの で あ っ た。 そ れ に も拘 わ らず,灌 概 手 段 は,イ ン デ ィ ア ン

た ち に よ って 考 慮 の 末 に 権 利 放 棄 され,そ し て考 慮 の 末 に連 邦 政 府 に よ って

引 受 け られ た と主 張 され る。」 と判 示 し鋤,譲 渡 され た 土 地 は,水 な く して

生 産 的 に 設 立 され 得 な い こ とを 認 め,水 利 権 を保 留 す る明 確 な規 定 が 存在 し

な い 場 合,イ ン デ ィ ア ンが,持 ち得 た 当該 権 利 を権 利放 棄 した か,又 は彼 ら

が水 資 源 の 必 要 性 を理 解 し,自 らの ため に水 資 源 を利 用 す る権 利 を保 留 した

か に よ っ て 決 定 され,こ の 「含 意 の衝 突 」(confllctofimplicatlons)は,イ ン

デ ィ ア ン の 有 利 と な る よ う彼 らの 立 場 に 立 っ て 決 定 さ れ る と判 示 し て い

るs8)◎

4森 林 資 源(tirntserresoasr¢e$)

(!)森 林 資 源 は,保 留 地 経 済 の 発 屡 に と って 最 も重 要 な イ ン デdア ン の

資源 の1つ と して 潜 在 力 を有 して い る とさ れ,地 下 資 源 とは 異 な り,復 元 力

が あ り,イ ン デ ィ ア ン の 経 済 的 発 展 に 無 期 限 に 貢 献 す る そ れ で あ る。ig77年

のAIPRCの 最 終 報 告 書 は,ア ラ ス カ地 域 を除 い て,イ ン デKア ンの カ ン ト

リー の 立 木 は,1◎,000,◎0◎,0◎ ◎ボー ドブg一 トに達 す る と し,全 イ ンデifア

ン 土 地 の4分 のiが 森 林 地 で あ っ て,全 イ ン デgア ン土 地 の10パ ー セ ン ト

は,商 業 用 の 森 林 地 で あ る と して い る 。 そ して57の 保 留 地 に と っ て 木材 収 益

が,そ の25パ ー セ ン トか ら!0◎パ ー セ ン トに達 し,こ れ ら保 留 地 の11に と っ

て は,8◎ パ ー セ ン ト以 上 で あ る と さ れ,1974年 の 収 益 は,立 木 の み で

73,◎00,00eド ル で あ る と報 告 して い る89)。 ま た,!993年 に 「イ ン デlfア ン森

林 経 営 評 価 チー ム 」(lndia}aFoi'estManagementAssessraentTeam,XFMAT)が 提

出 した 報 告 書 等 に よ る と,23州 の214保 留 地 の 森 林 地 は,16,0◎0,0eoエ ー カ

ー で あ り
,内7,300,0◎0エ ー カー は,商 業 用 の 木 材 生 産 に 適 した種 類 の 樹 木
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が 生 育 して い る森 林 地(蝕ber1蹴d>に 分 類 され,お よ そ5,30◎,000エ ー カー

は商 業 用 森 林 で あ る と され て い るge)。

(2)合 衆 国最 高 裁 判 所 は,そ の1980年 判 決 で あ る ア リ ゾ ナ 州 が フ ォ ー

ト ・ア パ ッチ保 留 地(FortApacheReservatiOfi)で ホ ワ イ1・ ・マ ウ ン テ ン ・ア

パ ッチ 族(WhkeMountalnApacheTribe)経 営 の 木 材 会 社 及 び 契 約 伐 採 運 搬 会

社 の 行 う木 材 の 伐 採,運 搬 及 び販 売 に 自動 車 運 搬 業 者 免 許 税(motorcarrier

llcensetax)並 び に使 用 燃 料 税(usefueltax>を 課 し得 るか が 争 わ れ たWhite

MountainApacheTribev.Bracker91)で 「保 留 地 の 木 材 は,連 邦 制 定 法 の

下 で部 族 の利 益 の ため に合 衆 国 に よ って 所 有 され,合 衆 国 議 会 の 同 意 な く し

て,販 売 目的 で伐 採 し得 な い。」92)と 判 示 し て,イ ンデijア ン部 族 は,彼 ら

の保 留 地 の木 材 に 対 して 完 全 な る受 益 的 所 有 権(fullbeneficiaiownership)を

有 して い る こ と を認 め て い るが,シ3一 ソン族(ShoshOlteTribe)が,合 衆 国

に よ る 当該 部 族 の 同 意 を得 る こ とな く,森 林 地 を含 む保 留 地 の一 部 をア ラバ

ホ ・イ ン デKア ン(ArapahoeIndians)の バ ン ドの 利 用 の ため に収 用 した の に

対 して,正 当 な 補 償 を求 め て 訴 訟 を提 起 した1938年 のUnitedStatesv.Sho-

shOReTribeofIitdians93)で,そ れ まで 法 廷 で 争 わ れ て き た木 材 の 販 売 権 論

争 に 終 止 符 を 打 ち,保 留 地 内 の材 木 を使 用 し,伐 採 す る権 利 に つ い て,た と

え イ ンデ ィ ア ン との 条 約 の 中 で 明確 に 規 定 され て い な い 場 合 で あ って も,当

該 権 利 は,部 族 が 有 す る とす る判 決 を下 して い る9の。

また合 衆 国最 高 裁 判 所 は,合 衆 国 に よ っ て信 託 保 有 され て い る オ レ ゴ ン州

の ク ラマ ス ・イ ンデ ィ ア ン保 留 地(KlamathIndianReservatioR)内 の 割 当地 及

び被 割 当地 の 木 材 購 入 契 約 に よ る過 払 い の取 戻 し を求 め て 合 衆 国 を相 手 に被

上 訴 人 が 訴 訟 提 起 し た1939年 判 決 のUnitedStatesv.AlgomaLumber

Co.95)で,合 衆 国 は,イ ンデ4ア ンが 所 有 す る木 材 に 受 益 的 権 利 乃 至 利 益 を

持 た ず,保 留 地 の 立 木 の販 売 か ら生 じた収 入 を イ ン デ ィア ンの 利 益 と保 護 の

た に使 用 し な け れ ば な ら な い と明 確 に 判 示 し て い る㈱ 。 更 に 書 及 す れ ば,

後 に 詳 述 す る で あ ろ う保 留 地 の 森 林 資 源 の 不 当 管 理 を め ぐっ て損 害 賠 償 が 認

め られ るか 否 か が 争 わ れ たMiche//∬ 事 件 判 決97)で 合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,
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合 衆 国 法 律 集 第25編 第406条(信 託保有 される土地の立木の売鋪規定(191◎ 年6驚25

Hに 第磁議会において制定 され(ch。431§8,36Stat.857,),改 正 を経 て本条に編纂。),

同 第407条 俳 割 当地 の立木の売却規定(191◎ 年6月25難 に第61議 会 にお いて制定 され

(ch.431§7,36Stat.85Z),改 正 を経て本条 に編纂。)及 び 同 第466条(イ ンディアンの

林業ユニ ッ}・に関する規定(1934年6月18Bに 第73議 会 にお いて制定 され(ch.576,§2,56

Stat.12L),本 条に編纂)並 び に連 邦 行 政 命 令 集 第25編 第163部(一 般 的森林 規

制〉は,イ ン デ ィア ン が所 有 す る 立 木 の伐 採 管 理 に 関 す る連 邦 政 府 の 「包 括

的 」 責 任("comprehensive"responsibilities)を 確 立 し た もの で あ っ て,イ ン デ

ィ ア ン の 資 源 及 び 土 地 の 管 理 に つ い て信 認 関 係 が確 立 さ れ,合 衆 国 の信 認 責

任 の輪 郭 を定 義 した もの で あ る と判 示 して い る鮒 。

5狩 猟 及 び 漁 携権(httntingandfishingrlgilts>

非 イ ン デ ィア ン に よ っ て 介 入 され る こ と な く狩 猟 し,及 び 漁 携 す る権 利

は,時 と して 一 定 の部 族 に と って,経 済 的 及 び文 化 的 並 び に 宗 教 的 生 存 に と

って 重 大 な もの と問題 とな る。 か か る理 由 か ら して,狩 猟 権 及 び 漁 携 権 は,

イ ン デ ィ ア ン と の条 約 に よ っ て保 障 さ れ て き たが,こ れ らの権 利 の 保 護 も,

信 託 責 任 の 一 部 とな って きた と こ ろ で あ る。 合 衆 国 が,州 に よ る こ れ らの権

利侵 害 を防 ぐため 部 族 の た め に 訴 訟 提 起 した 多 くの 事 例 が 存 在 し鋤,時 と

して合 衆 国 は,か か る権 利 が イ ンデ ィ ア ン との 条 約 に よ っ て 明確 に 規 定 され

て い な い場 合 に も,イ ン デ ィ ア ンの 利 益 保 護 に 動 い て い る翻 。

6イ ン デ ィア ン部 族 信 託 基 金(indiantribaitrustfunCi)

(1)部 族 の 信 託 基 金 は,内 務 省 に よ っ て 管 理 さ れ て い る が,20◎5会 計 年

度 に つ い て 言 えば,そ の信 託 基 金 は,凡 そ290◎,000,00◎ ドル で あ って,内 務

省 は,部 族 の 利 益 の た め に年 間378,000,◎00ド ル 近 くを受 取 っ て い る と さ れ

る。 信 託 勘 定(trestaccognt)は,主 と して信 託 土 地 の売 却 又 は リー ス か ら得

られ る 収 益 で あ っ て,立 木 伐 採 権(timberstumpage),石 油 及 び ガ ス 採 掘 権

(royalty)及 び 農 業 手 数 料(agricultttralfees)か らの 収 益 が 含 ま れ る と さ れ て

い るlex>。

合 衆 国 法 律 集 第25編 の 条 項 を見 る と,ま ず 第152条(1837年1月919に 制定 さ
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れ(ch.i,§i,」 「Stat。!35.),本 条に編纂。)は,イ ン デ ィア ン の 土 地 売 却 に よ る売

上 金 額 が 財 務 省 に預 金 さ れ る と規 定 し,第16燦(1880年 胡lll;1に 御1定され

(ch.4!,21Stat.70.),本 条に編纂。)が 内務 長 官 は そ の保 有 す る信 託 基 金 を財 務

省 に勘 定 す る権 限 を付 与 さ れ る と規 定 し,第398b条(1927年3月31ilに 制定 さ

れ(ch.299,§2,44Stat.!347.),本 条に編纂。)は,行 政 命 令 に 基づ い て設 立 され

た 保 留 地 内 の 土 地 の石 油 及 び ガ ス の り一 ス の 使 用 料,採 掘 権 並 び に特 別 割 当

金 か らの収 益 は,イ ンデ ィ ア ン部 族 の貸 方 と して財 務 省 に勘 定 され る と規 定

して い る。 ま た第400a条(1926年 蛸17日 に制定され(chほ56,騒St就30◎.),本 条

に編纂。)は,イ ン デ ィア ン の機 関 及 び学 校 目的 の た め に保 留 され た イ ン デ ィ

ア ン保 留 地 内 の 土 地 の 採 鉱 権 か らの 収 益 は,イ ン デ ィア ン の貸 方 と して財 務

省 に勘 定 さ れ る 旨規 定 して い る。

(2)部 族 の 信 託 基 金 は,合 衆 国 財 務 省 に勘 定 さ れ るが,そ れ は,連 邦 政

府 の 一 般 基 金(geReralfunds)の 一 部 と さ れ るの で は な く,貸 方 に 記 入 さ れ た

部 族 若 し くは 当 該 部 族 の構 成 員 の 利益 の た め に の み 使 用 され 得 る もの で あ る

(1寮distribtitedPer6認 卿)。 こ の こ と は,合 衆 国最 高 裁 判 所 の1908年 判 決 で

あ るQ綴ckBearv.L磁pp綱 で確 認 され て い る とこ ろ で あ る が,合 衆 国法

律 集 第25編 第k22条(1866年7月26臼 に制定 され(ch.266,§2,!4Stat.280.),本 条に

編纂。)は,「 条 約 関 係 が 存 在 す る イ ンデ ィア ン部 族 に 帰 属 す る い か な る基 金

も,当 該 条 約 又 は 法 律 の 明確 な規 定 に 定 め られ て い な い 方 法 で利 用 され て は

な らず,条 約 を執 行 す る た め に 充 当 され る金 銭 は,法 律 が 明 確 に認 め な い 限

り,移 転 若 し くは 利 用 さ れ て は な ら な い。」 と規 定 し,同 第k23条 α916年5

月!8臼 に制定 され(ch.125,§27,39Stat.158.),本 条に編纂。)は,「 イ ン デ4ア ン部

族 基 金 か ら支 出 され る い か な る金 銭 も,以 下 に定 め る場 合 を除 い て,合 衆 国

議 会 に よ る 特 別 の 歳 出 配 分 承 認(appropriation)が な い 限 り,こ れ を支 出 し

て は な らな い 。」 と規 定 して い る。 部 族 基 金 は,個 々 の 部 族 構 成 貝 の 共 有 財

産 と い う よ り も,部 族 の 財 産 で あ る。 こ れ に 関 連 し て,合 衆 国 最 高 裁 判 所

は,そ の1939年 判 決 で あ るChippewaIndiansofMinnesotav.United

S捻tes綱 で ミネ ソ タ 州 の チ ッペ ワ ・イ ン デ ィ ア ン(ChippewaIfidlcalts)に 対
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して譲 渡 され た 土 地 の 売 上 高 の 支 払 い を定 め て い る1889年1月14臼 制 定 の 合

衆 国議 会 法 律(25Stat.642.)に 従 って 当該 イ ンデKア ンに 行 わ れ る支 払 い は,

櫃14の 構 成 員 の 財 産 で は な く,部 族(判 決 はtribalIndiansin表 現 して い る。)の

財 産 で あ る とす る 判 決 を下 し,本 件 法 律 は 「テ ク ニ カ ル 信 託 」(techXkical

trust)を 設 定 し た もの で は な い と判 示 して い る綱 。

(3)1994年10月25日 に 合 衆 国 議 会 第108議 会 に お い て 制 定 さ れ た 「1994

年 イ ンデifア ン信 託 基 金 管理 改 革 法 」 幡eIndianTrgstFtmclMaikagement

ReformAc£ofi99岐)獅)第101条(合 衆国法律集第25編 第16%条 第d項 に編纂。)は,

内務 長 官 の 信 託 義 務 と して,① 信 託 基 金 収 支(trust'fundbalaRces)を 報 告 す

るた め の 適 切 な 制 度 の確 立,② 収 入 及 び 支 出 に 対 す る適 切 な管 理 を確 立 す る

こ と,③ 勘 定 の正 確 性 を保 証 す る た め の 定 期 的 な 時 宜 を得 た調 和 を 図 る こ

と,④ 正 確 な 現 金 残 高 を決 定 す る こ と,⑤ 信 託 基 金 の 管 理 及 び勘 定 の ため に

首 尾 一 貫 した 文 書 化 さ れ た政 策 並 び に 手 続 を確 立 す る こ と等 を定 め て い る。

これ ら の義 務 は,受 託 者 に 課 さ れ る コ モ ン ロー 上 の義 務 に 加 え て 内務 長 官 に

課 され た そ れ で あ る。
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第三節 判例法における信託法理の発農

亙 信託法理の受容

一 般 に 「チ ェ ロ キー 事 件 」(CherokeeCases)と 一 括 りに して 呼 ば れ る1830

年 代 初 期 のC加 γo伽1職 蜘%事 件x)及 びWorcesler事 件2)に お け る イ ンデ ィ

ア ン部 族 の法 廷 で の 一 応 の 勝 利 に も拘 わ ら ず,マ ー シ ャ ル 判 事 に よ って2つ

の事 件 に お い て 理 論 づ け られ た連 邦 政 府 の 保 護 乃 至 後 見 の責 任 が,そ の 被 後

見 人 で あ る イ ン デ ィ ア ン部 族 の 地 位 を変 更 し得 るの か,或 い は い か な る程 度

変 更 す る もの な の か につ い て の 論 議 は,筆 者 の知 り得 る限 り,一 切 とい っ て

言 い ほ ど行 わ れ る こ とな く,既 に事 件 に 先 立 っ て 制 定 さ れ て い た1830年4月

28日 の 「イ ン デ ィア ン移 住 法 」(theIRdianRemovalAct)3)及 び そ の 後 の 数 多
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くの イ ン デ ィ ア ン との条 約 交 渉 の に基 づ い て,彼 ら イ ン デ ィア ン を遥 か 西 方

に 強制 移 住 させ る こ とに よ っ て,政 治 的 及 び 軍事 的 に 問題 解 決 が 図 られ,事

件 は,終 わ り を迎 えて い る。

チ ェ ロ キー 事 件 以 降,イ ンデ ィ ア ン部 族 は,連 邦 法 律 及 び 条 約 に 基づ く彼

らイ ン デ ィ ア ン の 土 地 を取 り上 げ る政 府 行 為 の合 憲 性 を め ぐっ て,法 廷 で の

闘 争 とい う解 決 方 法 を とっ て い な い。 イ ン デ ィ ア ン に対 す る信 託 責 任 の 意 味

とそ の 範 囲 に 関 す る論 争 が,合 衆 国最 高 裁 判 所 で 審 理 さ れ るの は,チ ェ 鷺 キ

ー 事 件 か ら50年 経 過 して 後 の こ とで あ る
。 以 下 明 ら か に な る よ うに,判 例

は,連 邦 政 府 が 採 っ た 政 策 を既 成 事 実Cfaitaccomp/i)と して,条 約 を廃 棄 す

る権 限5)を 含 む と こ ろ の イ ンデ4ア ン に対 す る合 衆 国議 会 の 権 限行 使 を追 認

し,マ ー シ ャル 判 事 が 説 い た後 見 理 論 を,イ ン デ ィア ン通 商 条 項 に加 え,且

つ 当 該 条 項 と は別 個 に,連 邦 の権 限 行 使 の 正 当化 事 由 の ユつ と し て書 き直 し

て い くの で あ る。

1κagδma事 件

(i)か か る 判 断 方 法 は,最 も 明 確 に1886年 の 合 衆 国 最 高 裁 判 所 の

Kagama事 件 判 決6>に 見 て 取 る こ とが で き る。 本 件 は,1885年3月 に制 定 さ

れ た 全 て の イ ン デ ィ ア ン保 留 地 に 適 用 さ れ る 「イ ン デ ィ ア ン 重 大 犯 罪 法 」

(theIndiaRMajorC癩 ユesAct)似 下,MCAと い う。)7)の合 憲 性 が 争 わ れ た事 件

で あ る。 同 法制 定 以 前 は,連 邦 の刑 法 は,イ ンデ ィ ア ン ・カ ン ト リー 内 で イ

ン デ ィ ア ン が他 の イ ン デ ィ ア ン に対 して犯 した 犯 罪 に は 適 用 さ れ な い もの と

さ れ て い た。 本 件 被 告 人 カ ガマ(Kagama,aliasPactahBilly)は,カ リフ ォ ル

ニ ア州 フ ン ボ ル ト郡 の フ ー パ ・ヴ ァ レー 保 留 地(}}loopaValleyReservation)内

で イ ンデKア ン で あ る イ ヨ ウ ス(lyouse,a/iaslke>を 殺 害 し た。 本 件 殺 害 に 関

して 同 じ イ ン デ ィ ア ン で あ る マ ハ ワ ハ(Mahawaha,a/iasBeの が,現 場 繋 助

を行 な っ て い た 。MCA第9条 違 反 で2入 の イ ン デgア ン は 逮 捕 ・起 訴 さ

れ,合 衆 国 カ リフ ォ ル ニ ア 地 区 巡 回裁 判 所 で 審 理 が 開 始 され た。 被 告 人 カ ガ

マ は,MCAの 制 定 は,合 衆 国 憲 法 に列 挙 さ れ た 合 衆 国 議 会 の 権 限 を 逸 脱 す

る もの で あ る と して 同法 の合 憲 性 を争 っ た。
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(2)合 衆国最高裁判所は,イ ンデKア ンとの通商を規制する合衆国議会

の権限を根拠に,イ ンディアン保留地への連邦刑法の適用 を正 当化すること

こじつけの解釈($traiRedCOItStrUCtiOlk)と表現 している はで きない

とした8)。にも拘わらずである。合衆国最高裁判所は,連 邦政府のインデ/

ア ンとの信認関係に依拠 して,本 件MCAを 合憲 としたのである。すなわ

ち,イ ンディアン部族は,合 衆国の被保護 者である。彼 ら部族 は,合 衆国に

従属す るコミュニティーであって,毎 照の食物のために大部分が従属 し,政

治的権利のために従属 しているのである。彼 らは,州 に対 して忠誠の義務 を

負ってはおらず,州 からいかなる保護 をも受けてはいない。地方における悪

意の故にインディアンが発見されたところに居住する州民は,し ば しばイン

ディアンに とって彼 らの最 も憎悪に満ちた敵であったのである。連邦政府が

部族を処理する過程に負 うところの彼 らの弱体 と無力,そ して管理が約束さ

れた条約からそこに保護の義務が生 じ,連 邦政府がその権限をもったのであ

る。このことは,常 に連邦政府行政機関,合 衆国議会及び当裁判所において

認め られてきたところである。 これ らのかつては強力ではあったが今や弱体

化 し,そ の数が減少しつつある人種の残存者に対する一般的な統治権力は,

彼 らの聞に居住 している人びとの安全 と同様 彼 らの保護のために必要であ

る。この権力は,連 邦政府に存在しなければならない。蓋 し,こ の権力は,

これまで他のいずれにも存在せず,権 力行使の舞台は,合 衆国の地理的境界

内にあり,当 該権力の行使は,こ れまでに決して否定 されてはおらず,そ し

てその権力のみが,MCAを 全てのインディアン部族に実行 し得 るからであ

る。従って,MCA第9条 は有効であ り,合 衆国カ リフォルニア地区巡回裁

判所は,本 件における正式起訴(indictmeitt)に 係わる犯罪に対する管轄権 を

有するのである§)。

2£one卿oが 事件

(1)!903年1月511に 合衆国最高裁判所によって判決が下 されたLone

Wo/f事 件 判決 麟 は,「 インデ ィア ンの ドレ ッ ド・ス コッ ト判決」(Dred

Scottdecision)XX)とIl乎ばれているが翻,事 実関係 は,以 下の通 りであ る。
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!867年10月21Hに イ ン デ6ア ン の カ イ オ ワ(Kiowa),コ マ ン チ(Komanche)

及 び彼 ら と連 合 し得 る その 他 の 友 好 部 族 との 聞 に締 結 さ れ た 「メデ ィ ス ン ・

wッ ジ 条約 」(theMedlcineLodgeTreaty,15Stat58!.)第6条 に は,家 長 は,保

留 地 の 土 地320エ ー カー を超 え な い範 囲 で選 択 す る こ とが で き,当 該 土 地 は,

彼 又 は 彼 女 の 家 族 が 耕 作 し続 け る限 り,排 他 的 に 占有 す る こ とが で き,共 同

保 有 とさ れ な い 旨が 規 定 され て い た 。 ま た 同 法 第12条 は,共 同保 有 され て い

る保 留 地 の い か な る部 分 も,保 留 地 に 居 住 す る全 て の 成 入 男子 の4分 の3以

上 の 署 名 が な い 限 り,譲 渡 す る こ とが で きず,か か る手 続 を踏 まな い 条 約 は

無 効 と され る 旨規 定 して い た 。 また 同 鷺同場 所 で 締 結 され た 「カ イ オ ワ,コ

マ ンチ 及 び ア バ ッチ と の 条 約 」 価Stat.589.)で イ ン デaア ン の ア パ ッチ 族

(Apachetribe)が 上 記 の2つ の 部 族 に 編 入 さ れ,保 留 地 の 利 益 の 配 当 に 対 す

る権 利 が 付 与 され た。 当該 諸 条 約 に 基づ い て3部 族 は,イ ンデ ィ ア ン ・テ リ

ト リー の 一 部 で あ っ た オ ク ラ ホマ の保 留 地 に居 住 し,!892年 憩 月6Hに は連

合 部 族 の456人 の 成 入 男 性 と合 衆 国 を代 表 す る3入 の 委 員 との 閲 に 「合 意 」

似 下,「 鵬2年 合創 とい う。)が 調 印 され た 。1892年 合 意 はs保 留 地 の 部 族 の

権 利 の合 衆 国 へ の 譲 渡,保 留 地 の 中 か らの イ ン デ ィア ンへ の 単 独 所 有 で の 割

当及 び25年 経 過 後 の 被 割 当 人 若 し くは そ の 相 続 入 へ の 単 純 不 動 産 権 の 譲 渡 を

規 定 し,割 当 地 の 余 剰 地 に対 す る報 酬 と し て,2,000,000ド ル が 部 族 に支 払

わ れ る 旨 を規 定 して い た。 紆 余 曲 折 を経 た 後,19◎0年6月6Hに 合 衆 国 議 会

は,!892年 合 意 を承 認 す る法 律(Ch.8!3,31Stat。67z)(法 律の名称 は,「アイダホ

のフォー ト・ホール ・インディアン保留箆グ)インディア ンとの合意 を承 認 し,及 び歳 出酎

分 を承認す るための法律」(Ch.8!3,31Stat.672.)で あるが,審 議過程 において修証が加

え られ,第6条 に上記1892年 合 意が追ノjl槻定 された。 以下,「!90◎年 法」 とい う。)を 承

認 し,同 法 に 基 づ い て1901年7月4H,大 統 領 布 告 が 発 出せ られ(32Stat.at

L.Appx.M'oclamatioR,Xヱ),19◎1年6月6Hを も っ て コマ ン チ,カ イ オ ワ,ア

パ ッチ 及 び そ の 他 の イ ンデ ィ ア ン 部 族 に よ って 譲 渡 され た余 剰 地 が,白 入 入

植 者 に 開 放 され るべ き 旨が 宣 譲 され た。 そ の 結 果,臼 入 入 植 者 へ の解 放 土 地

の 面 積 は,2,0◎0,◎00x一 カ ー に 及 ん だ の で あ る。
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か か る連 邦 政 府 の 動 きに 対 して,本 件 原 告 で あ る カ イ オ ワの 首 長 ロ ン ・ウ

ォ ル フ(LonWolDは,1901年6月6臼,!892年 合 意 及 び1900年 法 は,土 地

割 当面 積 や 合 意 締 結 手 続 に お い て メ デ ィ ス ン ・ロ ッ ジ条 約 に 違 反 し,イ ン デ

ィ ア ン部 族 の 財 産 権 を侵 害 し,法 律 が執 行 さ れ た 場 合,法 の 適 正 な 手 続 に違

背 す る もの で あ っ て,1892年 合 意 は,詐 欺 に よ っ て 締 結 さ れ,上 記 条 約 が 要

求 す る4分 の3の 成 入 男 性 の 同 意 を得 て い な い と主 張 し,!900年 法 執 行 の 差

止 命 令 を求 め て 訴 訟 を提 起 した 。 ホ ワ イ ト判 事(White,」.)が 法 廷 意 見 を書

き,原 告 の 主 張 を退 け た 合 衆 国 コ ロ ン ビ ア 地 区 控 訴 裁 判 所 判 決 を支 持 して い

る。

(2)合 衆 国 議 会 は,イ ン デ4ア ン の 財 産 権 に 対 し て 至 高 の 権 限 くpara一

鵬 麟pOwel-)を 有 す る。 蓋 し,合 衆 国 議 会 は,イ ン デgア ン の 利 益 の た め

に保 護 者 と して の任 務 を果 た し得 るの で あ っ て,か か る権 限 は,イ ンデ ィ ア

ン との 条 約 の 厳 密 な 意 味 で の 文 言 に た と え反 した と して も,合 衆 国議 会 に 帰

属 す る の で あ る。 イ ンデ ィ ア ンの 部 族 関係 に及 ぶ と こ ろ の 無 条 件 の権 限 は,

建 国 当初 か ら合 衆 国議 会 に よ っ て 行 使 され て き た の で あ っ て,当 該 権 限 は,

政 治 的 な そ れ で あ り,連 邦 政 府 の 司 法 部 門 に よ っ て 統 制 さ れ る こ との な い も

の で あ る と常 に 見 倣 され て き た の で あ る。 ユ871年 に 至 る ま で は対 イ ン デ ィ ア

ン 政 策 は,条 約 とい う手段 に よ っ て イ ン デ ィア ン部 族 と交 渉 す る方 法 を採 っ

て い た 。 そ して 勿 論 条 約 に 規 定 され た条 項 を誠 意 を も って 侮 墓oodfai劔

遂 行 す る とい う道 徳 的 義 務 が,合 衆 国 議 会 に か か っ て い た 。 しか し,外 国 と

締 結 され た条 約 の 場 合 と同様,立 法 権 は,イ ン デ ィ ア ン との 間 に締 結 され た

条 約 に 抵 触 す る法 律 を制 定 し得 るの で あ る(ThOiRasv.Gay,169US.264;Ward

v・RaceHorse,163U.S.504;Spaldingv.Chafid五er,16◎U.S.394.)。 権 力 は,イ ンデ9

ア ン との 条 約 を廃 棄 す る ため に 存在 す る。 も っ と もか か る権 力 は,連 邦 政 府

に よ る イ ン デ ィ ア ン との 条 約 の規 定 の 無 視 を正 当化 す る こ とが で き,土 地 と

イ ンデ ィ ア ン 自身 の利 益 に な る よ う要 請 さ れ る状 況 が生 じた場 合 に の み 行 使

され得 る の で は あ る が。 そ れ 故 に,合 衆 国 とイ ンデ ィ ア ン部 族 との 問 に 条 約

が 締 結 され た場 合,廃 棄 す る権 限 は,合 衆 国議 会 に あ り,か か る権 限 は,特
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に イ ンデ ィ ア ン へ の 完 全 な る誠 意 と一 致 す る場 合,連 邦 政 府 の 政 策 的 考 慮 か

ら行 使 され る こ とは 疑 い の な い とこ ろで あ る。

本 件 訴 状 で訴 え られ て い る1900年 法 は,カ イ オ ワ,コ マ ンチ 及 び ア パ ッ チ

の各 部 族 の 間 に連 合 部 族 の 関 係 が い まだ 存 在 して い た 時 に 制 定 さ れ た もの で

あ り,当 該 法 律 及 び そ の補 充 規 定 は,部 族 財 産 の処 理 に つ い て 規 定 し,イ ン

デ ィ ア ンに 割 当 て られ な い で,ま た彼 らの 利 益 の ため に残 され た の で は な い

余 剰 地 に 対 し充 分 な る考 慮 を払 うこ と を表 明 した も の で あ る。 本 件 で 争 わ れ

て い る合 衆 国 議 会 の 行 為 は,イ ン デ ィア ン部 族 の 占有 権 に 対 す る合 衆 国 議 会

が 膚 す る とこ ろ の 完 全 な る管 理 権 の行 使 で あ って,当 法 廷 は,合 衆 国 議 会 は

イ ン デ ィア ン との 交 渉 につ い て 完 全 な る誠 意 を も っ て行 動 し,そ の最 善 の 判

断 を行 使 し た もの と考 え る もの で あ る。 いず れ にせ よ,合 衆 国 議 会 は,当 該

事 項 に つ い て 完 全 な る権 限 を保 持 して い るの で あ るか ら,司 法 部 門 は,本 件

立 法 の制 定 を促 した 動 機 を問題 にす る こ と,或 い は そ れ を 審 理 す る こ とは で

き な い と こ ろ で あ る(下 線筆者)瑠 。

(3)Lone賄 ゲ 事 件 判 決 で示 さ れ た条 約 を遂 行 す るに 当 た っ て 合 衆 国

に課 され る 「誠 意 を もっ て遂 行 す る とい う道 徳 的 義 務 」 に 関 して,合 衆 国 最

高 裁 は,前 年 のCherokeeNationv.Hitchcock(以 下,酬 融 ・o凶事 件 とい

う。)羅)で既 に そ の予 兆 を示 して い た。 本 件 に お い て チ ェ ロ キ ー ・ネ ー シ 滋 ン

は,内 務 長 官 が1898年6月28購il定 の 「イ ン デ ィア ン ・テ リ ト リー の 人 民 を

保 護 し,及 び そ の他 の 目的 の た め の法 律 」(ch.517,3◎Stat.495.)似 下,1898年

法 とい う。)に よ っ て承 認 さ れ た権 限 に 基 づ い て,当 該 部 族 に よ っ て信 託 と し

て 保 持 され て い る 土 地 の 鉱 業 権 リー ス(minerallease)を チ ェ ロ キー 石 油 ・ガ

ス会 社(Cherokεeα 量&GasCompany)に 設 定 した行 為 を,1835年12月29ffに

締 結 され た 「ニ ュ ー ・エ チ ョー タ条 約 」(NewEchotaTreaty,7Siat.478.)に

よ っ て保 障 さ れ た 当 該 部 族 の 土 地 の使 用,管 理 及 び 占有 の排 他 的 権 利 を侵 害

す る もの と し て 当該 行 為 の 無効 を争 っ た 。

ホ ワ イ ト判 事 は,そ の 法 廷 意 見 で,1894年5月7日 の 「開化 五 部 族 上 院 委

貝 会 」(SeRateCoixkraltteeoftheFiveClvillzedTribes)報 告 書(SeR.Rep.No.377,
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53dCOik9.2clsess.)は,「 これ らの土地に対する権原は,部 族によってその入

民のために信託で保持 されている。我われは,か かる信託は適切に行使 され

ていないのみならず,部 族に任 された場合,適 切に行使 されないであろう。

この信託に対する合衆国政府の義務 とは,一 体何 であろうか。我われは,こ

れらの部族 を従属国 として承認 してきているが,連 邦政府も同様にインディ

アンに対する政府の後見 と彼らの財産及び八身の権利 を彼らに保障する義務

を認めている。」 と述べているとし,こ れを引用 し,連 邦政府の信託責任を

認めている。 しかし,同 判事は,続 けて本件において1898年 法及び同法に基

づ く鉱業権 リースを承認す る内務長官の決定が賢明であったか否か,或 いは

チェロキーの利益にとって有利に働 くよう考慮されたか否かに関心はない。

蓋 し,部 族の財産を管理 し,及 び保護す る権限は,合 衆国議会にあり,蟻 該

権限はその本質 において政治的及び行政的なものであって,当 該権限をいか

に行使するかは立法部門の領域内の問題であ り,裁 判所が審理する事項では

ないとしたのである15)。

(4)合 衆国最高裁判所 は,Lonel鞠 グ事件判決及びffitchcock事 件判

決でインデ ィアン部族に対する合衆国の信託義務 を認めたが,他 方で当該信

託義務に従 って連邦政府が負う責任 を問うため,イ ンデ ィアン部族が法廷 で

争 う途は,こ れ を封 じたのである。 とは書え,合 衆国最高裁判所が,2つ の

事件で展開 した法理の下でインディアンの利益 を保護するよう行動すべ き連

邦政府の権限を認めたことには,意 義があると醤 うべ きであろう。

3撫ckm隷 跨V.U罐ed$セ 蹴e$1§〉

(1)本 件訴訟 似 下,飾o繍 翻 事件という。)において,イ ンディアンの利

益保護のために訴訟を提起する連邦政府の権限は,当 該利益が何であるかに

ついてインディアンと当該政府 とが共通の認識 を有 しているか否かに拘わら

ず,当 該政府がこれを有す るとされている。当時,イ ンディアンが,非 イン

ディアンに対 していかに多くの被割当地 を譲渡 ・売却 していたかが理解でき

る興味を引 く事件であるが,そ れはさて置き,本 件の事実関係は以下の とお

りである。
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合 衆 国 は,内 務 長 官 の勧 告 に 基づ い て,チ ェ ロ キ ー ・ネ ー シ ョ ン の全 血 の

構 成 員 に 単 独 保 有 で 割 当 て られ た 土 地 の 当 該 構 成 蜀 に よ る譲 渡 を 取 消 す た

め,合 衆 国 オ ク ラ ホ マ 東 地 区 巡 回 裁 判 所 に 訴 訟 を提 起 し た。 「19◎2年7月!

日法 律 」(ch、!375,32Stat.716.)は,当 時 の オ ク ラ ホ マ 州 内 の チ ェ ロ キー 族 に

帰属 す る 土 地 は 当該 部 族 の 構 成 員 に 単 独 保 有 で割 当 て られ る が,イ ン デ ィ ア

ンは 粗 野 で 先 見 の 明 が な く,い まだ 連 邦 政 府 の 保 護 と監 督 が 必要 で あ る 旨 を

規 定 し,自 営 農 地 と して 割 当 て られ た土 地 は こ れ を譲 渡 し得 ず,自 営 農 地 以

外 の 膚的 で 割 当 て ちれ た 土 地 は,被 割 当 人 に 公 有 地 譲 渡 証 書 が 発 出 さ れ て か

ら5年 経 過 し た後 に は じめ て 譲 渡 し得 る もの と定 め て い た(1902年8月7Fl部

族に よってIII:一:式に承認 されて い る。)。本 件 で 争 わ れ た 土 地 は,余 剰 地(surplus

}and)で あ っ て 自 営 農 地 の た め の 土 地 で は な か っ た が,合 衆 国 議 会 は,

「!9◎6年4月26臼 法 律 」(ch.1876,34Sta£.!37.)似 下,「1906年 渕 という。)で 譲

渡 制 限 の期 間 を 引 き延 ば して い る。 す な わ ち,同 法 第19条 は,「 チ ョ ク1・一一ma.,

チ カ ソー一,チ ェ ロ キー,ク リー ク(Creek)又 は セ ミノー ル の 各 部 族 の 全 鎗更

の イ ン デ ィア ン は,何 人 た り と も本 法 の 可 決 の 日か ら25年 の期 問 の 間,当 該

イ ン デ ィア ン に割 当 て られ る土 地 の い か な る部 分 を も,い か な る方 法 を も っ

て して も,当 該 期 間 の 終 結 前 に 当該 制 限 が 合 衆 国 議 会 法 律 に よ っ て 削 除 され

な い 限 り,譲 渡 し,売 却 し,処 分 し又 は 負 担 を負 う権 限 を も た な い もの とす

る。 … … 当 該 部 族 の 全 血 の イ ンデ ィ ア ンは,内 務 長 宮 が 定 め る規 則 及 び行 政

規 則 に 基づ い て,自 営 農 地H的 以 外 の 土 地 を!年 以 上 の期 間 で リー ス し得 る

もの とす る。 … … 」 と規 定 して い る。1906年 法 と 同様 の 制 約 は,「1908年5

月27H法 律 」(ch.199,35Stat.3!2.)(以 下,「1908年 法」 とい う。)に も見 出 す こ と

が で き る。

訴 状 に 対 す る防 訴 抗 弁 が 認 め られ,訴 状 は,棄 却 さ れ た 。 連 邦 巡 回 控 訴 裁

判 所(circuitcourtofappeals)は,こ れ を破 棄 し,事 実 審 裁 判 所 侮alcourt)

に 訴 訟 を審 理 す る よ う指 図 した。 連 邦 政 府 は,準 備 書 面 の 中 で1908年7月14

Hか ら!909年10月12Hの 間 に,約16,000入 の被 告 に対 して 開 化 五 部 族 の 構 成

貝 で あ る 多 くの 譲 渡 入 に よ っ て行 わ れ た被 割 当 地 の 譲 渡 を取 消 す た め,譲 渡
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(alienation)権 原と占有の移転を伴 う完全な譲渡 を意味す る 権限に

課された制限を侵害す ることを理由に,3◎1の 訴状を提起 した旨を主張して

いる。46の 訴状 は,3,715の チェロキー ・インデ4ア ンの土地譲渡の取消 し

を求めるものであった。本件訴訟は,1906年 法に基づ いて割 り当てられた土

地の全i蟹のチェロキーの被割当人による譲渡を争 っている。譲渡人は,訴 訟

当事者になっていない。合衆国は,合 衆国 とチェロキー族及びその構成員 と

の間の諸条約 に基づ いて,当 該部族にオクラホマ(!9◎7年に州に昇格)の 東地

区の一定の土地を譲与し,そ して諸条約及び合衆国の諸法律に従 って譲与さ

れて土地 を当該部族に保証することを自らに義務づけていた。当該条約,諸

法律及び土地の公有地譲渡証書に従 えば,チ ェロキー族及びその構成員は,

過去 も現在 も合衆国の承認がない限 り,土 地に対す るいかなる利益 もこれを

処分する権限を持たないもの とされている。訴状によれば,譲 渡は,1904年

11月19β か ら1908年5月7臼 にかけて行われ,土 地割当は1906年4月3◎Hか

ら!908年5月4Hの 間に行われている。連邦巡回控訴裁判所の判決に対 して

上訴入は,① 合衆国は訴訟を維持 し得 ない,② 当事者の蝦疵(defect)が あ

る,③ 訴訟原因の蝦疵がある,④ 訴状は請求不当合併(multlfari・us)で ある

旨を主張 した。フユーズ判事(Kttghes,」)が 法廷意見 を執筆 し,合 衆国は訴

訟当事者たり得 るとし,巡 回控訴裁判所判決を支持 している。

(2)本 件における主たる問題は,合 衆国がその自らの裁判所に本件制約

を実行するため訴訟提起 し得 るかにある。当法廷 は,McKayv.KalytOft

(204U、S.458(1907).)で合衆国は受託=者として割当てられたインディアンの土

地の適切な処分 に実質的利害関係 を有 し,合 衆国議会の主題に関する立法の

調和の とれた統一性ある実施 を保証する目的のために,当 該土地の処分 をめ

ぐる論争に当事者たる必要陛を有すると判示 し,UnitedStatesv.Rickert

(188US.432(19◎3).)で,割 当てられた土地 を保護す る連邦政府の権利を支持

し,被 割当入は,部 族又はその他の財産に有する麹らの利益 を実行すること

ができ,合 衆国議会は,譲 与に伴 う全ての条件 を強制 し,保 護 し得 ると判示

した。合衆国は,そ のインディアンとの独特の関係一一受託者 と受益者
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から生ず る利害関係及び被割当入の保護のために課 された制限を伴 う土地割

当計画へ と最終的に導いた処理過程 によって,本 件訴訟を提起 し得 る権限を

付与されるのみならず,合 衆国議会は,こ れらの制約 を実行す るための政府

の権利を明確に承認 し,こ の訴訟維持の歳出配分承認 を行ってきた。割当地

に関する制限を定めた1908年 法 〔第6条 〕によって,内 務長官の代理人は,

制限土地 を保有す る開化五部族 の全ての被割当人にその権利について忠告

し,当 該法律に違反 して行われた譲渡又は負組の設定 を取消すため当該被割

当入の申請に基づ いて,当 該被割当人の名において訴訟提起 し得 る権限を付

与されている。 そして同法 〔第6条 〕は,合 衆国は譲渡制限が削除される以

前の被割当地に関する証書,り 一ス又は契約に同法違反が認め られる場合,

インデKア ンに譲i渡された土地の占有回復のために,訴 訟並びにその他の手

段 をとることができるとし,訴 訟提起 は,内 務長官の勧告に基づ き,被 割当

人の費用若 しくは負組なしに行われると規定 している。

合衆国が,本 件訴訟を提起 した際 合衆国は,イ ンディアンの譲渡人を代

表することを引き受けているのであって,代 表 したのではない。 これらの譲

渡人を当事者にする必要性は,存 在 しなかったのである。何故ならば,連 邦

政府は,彼 ちインディアンに代わって法廷に立っているからである。当事者

としての彼 らの存在は,制 限の侵害 とそれに続 く譲渡の無効 を決定する訴訟

の効果を増大 し得ず,或 いは反対に当該効果を滅ずるもの でもないのであ

る。合衆国議会法律によってインディアンが,彼 らの土地 を譲渡することか

ら除外 された際,彼 らは,同 様に制約 を実行す るために連邦政府によって提

起された法的手続において,い かなる立場をとることか らも排除されたので

ある。 このことはまた,当 事者 として譲渡人が存在 しないことを理由に,譲

受入が二重の訴訟の危険にさらされるという主張をも解決する。譲渡制限を

課された所有者 を代表す る合衆国が,か かる性格 を有す る訴訟を提起する権

限を有するならば,判 決は,合 衆国のみならず合衆国が訴訟において代表す

るインディアンをも拘束す るのである。かかる結論は,代 表の観念に含まれ

るのである(Kerrisonv.Stewart,93U.S。155;Bealsv.IliinoisM.&T.R。Co.,!33U.
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S.290.)。合衆国が,そ の被後見人に代わって合衆国議会によって課された制

限を侵警す るとして,連 邦裁判所に譲渡 を取消すために裁判権 に訴えた後

に,こ れ らの被後見人が訴訟提起することを許され るべ きであると主張す る

ことは,い かなる法理に照らしても,容 認 されるものではない亙7>。

Hイ ンディアンの利益保護の手段 としての信託法理の発展

Xl」Bited$tatesv.MilleLacBanci・fChlppewal轟diansig)

(!)合 衆 国最 高 裁 判 所 は,イ ン デgア ン との 条 約 或 い は 合 意 条 項 に 違 反

す る連 邦 政 府 行 政 機 関 の行 為 に よ っ て 生 ず る損 害 に 対 す る彼 らの請 求 を,信

託 責 任 の 法 理 に 基 づ い て こ れ を 支 持 して い くこ とに な る が,本 件 似 下,

Mi/lgLacBanc/事 件 払 ・う.)は,そ の 初 期 の事 案 で あ る。

本 件 訴 訟 は,請 求 裁 判 所 に チ ッペ ワ ・イ ン デ ィア ン の ミル ・ラ ッ ク ・バ ン

ド(MilleLacbandofChippewaIncliaRs)に 訴 訟 提 起 を認 め た 「1909年2月15日

法 律 」(ch.i26,35Stat.619.)に 基づ い て提 起 され た。 同 法 は,「 ミネ ソ タ州 の

チ ッペ ワ ・イ ン デ ィア ン の ミル ・ラ ッ ク ・バ ン ドに よ っ て 及 び 代 わ っ て,合

衆 国 に 対 し て ミル ・ラ ッ ク保 留 地(MilleLacReservatiOii)の 開 設 に よ っ て,

彼 ら又 は ミネ ソ タの チ ッペ ワ族(ChippewaofMiltnesota)が 被 っ た損 失 を理 由

に提 起 され る訴 え若 し くは複 数 の 訴 え を審 理 し,決 定 す る」 権 限 を請 求 裁 判

所 に付 与 して い る。 争 いの 的 とな っ た 土 地 は,ミ ネ ソ タ の ミル ・ラ ッ クの 境

に近 い4つ の 小 さ な 郡 区 と61,◎0◎エ ー カー か ら成 る ミル ・ラ ッ ク湖(Mille

LacLake)の3つ の 島 に 関 連 して い る。 当該 土 地 は,「!855年2月22日 条 約 」

(iOStat.1i65.),「1863年3月1!N条 約 」(!2Stat.!249。)及 び 「1864年5月7N

条 約 」(!3Stat.693.)似 下,「186遜年 条 約」 とい う。〉に 基 づ い て,ミ ル ・ラ ッ

ク ・バ ン ドの 占有 並 び に 使 用 の た め に保 留 され,そ の 後1889年1月14日 制

定 の 「ミネ ソ タ州 の チ ッペ ワ ・イ ンデ ィ ア ンの 救 済 及 び 開 化 の た め の 法 律 」

(ch.24,25Stat.642.)似 下,「1889年 法」 とい う。)に 基 づ い て,合 衆 国 に 譲 渡 さ れ

た 。 当該 土 地 は,上 記 条 約 及 び法 律 に 違 反 して合 衆 国 の 一 般 土 地 法(geRerai

laRdlaw$)に 基 づ い て 土 地 占有 及 び 処 分 に 付 さ れ,ミ ル ・ラ ッ ク ・バ ン ド及
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び ミネソタのチッペ ワ族に大 きな損失 と損害をもたらした。

ここで,1889年 法の内容に触れてお く必要がある。同法は,ミ ネソタのチ

ッペワ族の全バン ドとの聞でホワイ ト・アース保留地(White£ 蹴hReserva-

tion)1864年 の条約で保 留された広大 な土地が,1867年 の条約(!6Sta9

719.)で 取 り換えられた土地で36の 郡区か ら成る 及びレッ ド・レイク保

留地(RedLal〈eResewatioik)を 除 く彼らの全ての保留地(6か 所に保留地が指定

されていた.)の 譲渡並 びに権利放棄について交渉する委員会に関する規定を

置き,当 該譲渡並びに権利放棄は,全 ての割当地について要求されない。譲

渡及び権利放棄は,レ ッド・レイク保留地以外の各々の保留地に関しては,

保留地を占有するバン ドの成人男性の3分 の2の 賛成 をもって,レ ッ ド・レ

イク保留地に関しては,ミ ネソタ州内の全チッペワ族の成入男性の3分 の2

の賛成をもって行 われなければならない。各々の保留地の譲渡及び権利放棄

は,大 統領の承認を必要 とし,権 利放棄は,イ ンディアンの権原の完全なる

権利放棄を意味するものとする。州内の全チッペワ族は,レ ッド・レイク保

留地のチッペ ワ族を除いて,ホ ワイ ト・アース保留地に移 り住み,当 該保留

地において単独保有で割 当地を受取る。 レッ ド・レイク保留地のチッペワ族

への土地割当は,当 該保留地で行われる。上記保留地のいずれかに居住す る

インディアンは,自 己の判断で移住す る代わ りに,居 住 している保留地で土

地割 当を受 ける。割当てられない譲渡 され た土地 は,「マ ツの植生土地」

(脚elands)及 び 「農耕地」として分類 され,法 律 で定め られた方法及び価

格で処分 されると規定 している。同法第7条 は,彼 らの処分によって生ずる

全て収益は,支 出を控除 して,信 託基金 として1年 につ き5パ ーセン トの利

,警、で合衆国の国庫に ミネソタの全チ ッペ ワ族の貸越勘定 として置かれ,利 息

は,彼 らの利益のために使用 される旨を規定 している。特に本件で重要な争

点 となったのが,同 法第6条 の解釈であるが,同 条は,「本法のいかなる規

定 も,現 存の有効 な先買(権)又 は自営農地 闘的の土地 占有が存在する区域

に関す る本法の諸規定に基づ く売却及びその他の処分を承認するものと捉え

られてはならない。全ての当該土地 占有は,当 該許可のiヨ時に有効な行政規
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則 及 び決 定 に 従 っ て 手 続 きが 執 られ,正 規 の 及 び有 効 な る もの と認 定 され た

る場 合,公 膚 地 譲 渡 証 書 が 発 出 され る。」 と規 定 して い た 。

同法 に 基づ く交 渉 を通 して譲 渡 及 び権 利 放 棄 が 完 了 し,1890年3月4臼 に

は,大 統 領 が こ れ を承 認 して い る。 ミル ・ラ ッ ク ・バ ン ドとの 合 意 に は,土

地 割 当 を要 求 さ れ な い ホ ワ イ ト ・アー ス保 留 地 及 び レ ッ ド ・レ イ ク保 留 地 の

土 地 の譲 渡 及 び権 利 放 棄 に加 え て,1889年 法 の 全 面 的 な受 入 れ 並 び に ミル ・

ラ ッ ク保 留 地 の 土 地 の 権 利 放 棄 が 表 明 さ れ て い た が,当 該 合 意 に は,「 我 わ

れ は,1864年 条 約 第!2条 に よ って 我 わ れ に 保 留 され た ミル ・ラ ッ ク保 留 地 の

占有 権 を以 後 永 久 に 権 利 放 棄 す る。」 とい う文 言 が 謳 わ れ て い た。 因 み に

1864年 条 約 第Z2条 は,「 合 衆 国 が 最 初 に 本 条 約 第4条 及 び 第6条 の 文 言 に 従

っ て,ミ ル ・ラ ッ クの 新 た な 家 へ の 全 て の 必 要 な る輸 送 手 段 及 び そ こで の 生

活 を支 え る物 資 を供 給 す る まで 現 在 の保 留 地 か ら移 動 す る こ とは,本 条 約 の

当事 者 た る イ ン デ ィ ア ン の 義 務 とは され な い。」 と規 定 して い た 。 大 統 領 の

承 認 直 後 の ミル ・ラ ッ クが 旧保 留 地 か ら移 住 す るに 先 立 つi890年7月22W,

合 衆 国 議 会 は,保 留 地 を通 過 す る鉄 道 の 通 行 権 を認 め る法 律(ch.7!4,26Stat.

290。)似 下,「1890年 渕 とい う.)を 可 決 し,当 該 法 律 に よ っ て,補 償 金 は イ ン

デ ィ ア ンの 利 用 の た め に合 衆 国 に支 払 わ れ る もの と さ れ た 。 ミル ・ラ ッ ク ・

バ ン ドが,1889年 法 に 同意 を与 え た後,そ れ まで に 許 可 さ れ た土 地 の 占有 が

土 地 局(LaltdDepartrwent)に よ っ で 正 規 の 方 法 で 審 理 され,承 認 さ れ た。 そ

して,占 有 は,正 規 の もの と認 定 さ れ,善 意 で あ る こ とが 公 有 地 譲 渡 証 書 の

た め に承 認 さ れ た 。 保 留 地 内 の 残 余 の 土 地 は,そ の 後!889年 法 で は な く一

般 土 地 法(複 数法)に 基 づ い て1893年12月!9ffの 両 院 合 同 決 議G伽tr愈sOk玉 一

tiOXI)(28Stat.576.)及 び!898年5月27鷺 の両 院 合 同決 議(3◎S獄.7鰯 に 定 め

られ た 条 件 に従 って 処 分 され て い る 。 論 点 は,①1863年 及 び1864年 の 条 約 の

下 で の 土 地 に対 す る イ ン デ ィア ン の権 利,②1889年 法 の効 果一 一 特 に 第6条

と イ ン デ ィ ア ン に よ る当 該 法 律 の 承 諾,③ 一 般 土 地 法 に 基 づ く土 地 の 処

分 が イ ンデ ィ ア ンの 権 利 を侵 害 す る か 否 か に あ っ た。 ヴ ァ ン ・デ ヴ ァ ン タ 判

事(V鋤DevaRter,」.)が 法 廷 意 見 を書 き,請 求 裁 判 所 が 認 定 した ミル ・ラ ッ
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ク ・バン ドに対す る損害額827,580。72ド ル という評価額に関して再審理する

よう求めて,事 件 を当該裁判所に差戻 している。

(2)ミ ル ・ラック ・バン ドと連邦政府 との間には,18劔 年条約第!2条 に

基づ くミル ・ラック ・バ ン ドの権利に関 して論争が存在 し,当 該論争は,

i889年 法が合衆国によって可決され,イ ンディアンによって同意された後 も

継続 している。1889年 法の明らかな鷺的は,レ ッ ド・レイク保留地以外の場

所に居住する分散 された全バン ドをホワイ ト・アース保留地に移住 させ るこ

とにあった。そしてその羅的は,合 衆国議会の無条件の権限の行使によるの

ではな く,イ ンディアンとの交渉及びその同意を通 じて達成するにあったこ

とが理解 される。k889年 法第6条 は,最 も説得力をもって,交 渉を ミル ・ラ

ック保留地に及ぼす 麟的 を指 し示 している。当該保留地の権利放棄 を求めた

委員会,内 務長官及び大統領は,当 該保留地 を1889年 法の範囲内にあるもの

として処理 し,ミ ノい ラック ・バン ドもこれを同様 とした。その後 また,

合衆国議会は,合 意の承認直後に1890年 法によって,イ ンデifア ンは当該保

留地の処分に利益 を有す るようになったことを認めている。従って,連 邦政

府は,保 留地の地位 に関して,よ り初期 にとった立場 を撤 回し,イ ンディア

ンの主張を承認することに同意 したのであって,こ のことは,1889年 法第6

条に明確 に規定 された条件に基づいて行 われたのである。換需すれば,上 記

論争は,相 互の譲歩により調整,調 停 され,そ れによって ミル ・ラック保留

地の土地は,同 様の範疇に置かれ,1889年 法に基づいて権利放棄 されたその

他の保留地における土地と同様の方法で,イ ンディアンの利益のために処分

されることになったのである。但 し,全 ての現存の善意の先買権及び 自営農

地 巨1的の土地 占有は,そ れ らの許可の 鷺時に効力を有 していた行政規則及び

決定に基づいて完了されるものとされている。1889年 法は,!864年 条約第6

条の文言の範囲内にあ り,そ れ故に,イ ンディアンの権利は,上 に述べた占

有土地の処分によっては侵害されてはいないのである。

上記X889年 法の定める条件に従 って処分 されなかった土地は,1889年 法に

よるのではな くして,一 般土地法によって処分され,そ れは,イ ンディアン
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の 利 益 の ため に行 わ れ た の で は な く,彼 らの 権 利 は,無 視 され て い る。 こ の

こ とは,明 らか に信 託 の侵 害 で あ っ て,イ ン デ ィア ン は,そ れ に よ っ て 生 じ

た損 失 を 回復 す る権 限 を 与 え られ る。 違 法 な処 分 が,合 衆 国 議 会 の両 院 合 同

決 議 に従 っ て行 わ れ た とい う こ と を も って,信 託 の 侵 害 は なか っ た と主 張 す

る こ とは で き な い と こ ろ で あ る。 当 法 廷 が 審 理 し たffitchcock事 件(i87u.

S.294.〉 及 びLewe既 ヴ 事 件(187U.S.553.)で 支 持 さ れ た 立 法 とは 異 な り,

両 院合 同決 議 は,従 属 的 な イ ン デ ィア ン で あ る被 後 見 人 の 財 産 及 び 問 題 に対

す る合 衆 国 議 会 の 行 政 権 限(cadministrativepower>の 行 使 と して 採 択 さ れ た

もの で は な く,連 邦 政 府 の 絶 対 的 財 産(absoluteproperty)と して の 土 地 の 処

分 に 関 す る 無 資 格 の 権 限 を主 張 す るた め に 意 図 され た もの で あ る。 この こ と

は,連 邦 政 府 と イ ン デ ィア ン との真 の 関 係 の 誤 解 に依 るの で あ る。 請 求 裁 判

所 は,ミ ル ・ラ ッ ク ・バ ン ドが 被 っ た損 害 の 評 価 に 関 し,1889年 法 第6条 に

定 め る条 件 に何 ら の効 果 も認 め ず,ま た1889年 法 以 前 に 認 め られ た 土 地 処 分

の ため に誤 って 評 価 され た損 害 とは 別 個 に,正 当 に 回復 され るべ き損 害 を認

定 して い な い と言 わ ざ る を得 な い の で あ っ て,破 棄 を免 れ な い鋤 。

2Lamev.欝 聡bb◎f$a醜aR◎$a劉

(1)合 衆 国 最 高裁 判 所 は,本 件1919年 事 件 似 下,加 麗 事件 とい う。〉に お

い て,信 託 法 理 が イ ンデ ィ ア ン 聞 題 に 関 す る連 邦 政 府 行 政 機 関 の 裁 量 に 関 し

て 制 約 原 理 と して 機 能 す る こ とを認 め て い る。 本 件 は,内 務 長 官 及 び 公 有 地

管 理 事 務 所 長(Commissio}3eroftheGeneralLafidOffice)が 合 衆 国 の 公 有 地 と し

て 南 ア リゾナ の 土 地 に 関 して行 っ た提 案,名 簿 登 載 及 び 処 分 行 為 の 差 止 め 命

令 を求 め て サ ン タ ・ロー ザ 部 落(Ptteb玉oofSalktaRosa)(以 下,部 落 とい う。)が

訴 訟 提 起 した 事 件 で あ る。 本 件 土 地 は,約460,0◎0エ ー カ ー か ら成 る部 落 の

土 地 と周 囲 の テ リ ト リー で あ っ て,1853年12月30日 の 「ガ ズ デ ン条 約 」(the

GaclscleRTreaty)に 基 づ い て メ キ シ コか ら合 衆 国 が 取 得 した 土 地 で あ る。 部

落 は,訴 状 の 中 で,① 部 落 は,ス ペ イ ン 及 び メ キ シ コの 法 律 の 下 で合 衆 国 が

当該 地 域 を取 得 した 際,本 件 土 地 に対 す る完 全 無 欠 の 権 原 を有 して い た,②

被 告 は,本 件 土 地 を合 衆 国 の 公 有 地 と して 処 分 す る こ とに よ って,部 落 の 当
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該 権 原 を脅 か して い る と主 張 した。 ヴ ァ ン ・デ ヴ ァ ン タ 判事 が,法 廷 意 見 を

執 筆 し,以 下 の 判 決 を下 して い る。

(2)被 告 は,本 件 部 落 の イ ン デ ィ ア ン は合 衆 国 の被 後 見 人 で あ って

立 法機 関 及 び行 政 機 関 に よ っ て承 認 され て い る一,そ れ 故 に イ ン デ ィ ア ン

の 土 地 の 処 分 は,彼 ら 慮身 の 管 理 下 に は な く,合 衆 国議 会 が 彼 らの 利 益 と保

護 の た め に規 定 し得 る規 制 に 服 す る と主 張 す る。 しか し,本 件 被 告 が これ ら

イ ンデ ィ ア ン の 土 地 を合 衆 国 の 公 有 地 と して 扱 い,公 有 地 法 に従 って 処 分 す

る こ とは,こ れ を正 当化 す る こ とは で き な い 。 当該 行 為 は,後 見 関係 の 実 行

で は な く して,没 収(confiscation)行 為 で あ る。 イ ンデ ィ ア ン は,本 件 に お

い て 自 らそ の 土 地 を処 分 す る権 限若 し くは能 力 を確 立 す る こ と を求 め て い る

の で は な く,彼 ら の完 全 な る所 膚 権 を無 視 して これ を処 分 す る行 政 機 関 の脅

威 を防 止 し よ う と求 め て い る に過 ぎ な い。 か か る訴 訟 を維 持 す る イ ンデ ィ ア

ン の 資 格 は,疑 い な く支 持 され な け れ ば な らな い。 既 存 の 後 見 権 は,例 え ば

当 法 廷 の 審 理 したLoneWo/f・$:件 判 決(187US.553.)で 示 さ れ て よ う に,

訴 訟 維 持 の た め の 障 害 物(obstacle)と は な らな い の で あ る。

本 件 被 告 は,訴 状 に 対 して答 弁 す る機 会 を付 与 さ れ る こ とな く,本 案 的差

止 命 令(permanentiRj"nctiOft)に 服 す る 必 要 は な い の で あ っ て,更 に 審 理 を

尽 くす べ く第 一 審 裁 判 所 に 差 戻 し とす る鋤 。

3Cramer事 件22)

(i>連 邦 政 府 は,!923年 判 決 の 本 件Cramer事 件 に お い て イ ン デgア

ンの 利 益 に つ い て の 当 該 政 府 の理 解 が イ ンデ ィ ア ン の そ れ と一 致 す る状 況 下

に お い て,イ ン デ ィ ア ン に代 わ って 訴 訟 を提 起 し,合 衆 国 最 高裁 判 所 が こ れ

を容 認 した。19◎4年 に 合 衆 国 は,カ リフ ォ ル ニ ア の シ ス キユ ー 郡(Siskiyou

county)の 小 さ な 渓 谷 に イ ン デifア ンが1859年 以 来 占有 し て きた 土 地 を セ ン

トラ ル ・パ シ フ ィ ッ ク鉄 道 会 社(CelttralPaci'ficRailwayCompaRy>似 下,本 件

会社 という。〉に 譲 渡 す る た め の 土 地 譲 渡 証 書 を発 出 して い た とこ ろ,合 衆 国

が,3入 の イ ン デKア ン 上 記 渓 谷 で バ ン ドか ら離 れ,農 耕 に 従 事 し,土

地 を 囲 い 込 ん で い た に代 わ っ て,当 該 土 地 に対 す る公 有 地 譲 渡 証 書 の 取
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消 し を求 め て,合 衆 国 カ リフ ォ ル ニ ア 北 部 地 区 地 方 裁 判 所 に 訴 訟 を提 起 し

た 。

「!866年7月25Eii法 律 」(ch.242,斑Stat.239.)似 下,「1866年 法」 という。)は,

カ リフ ォ ル ニ ア 州 法 に よ っ て 設 立 され た カ リフ ォ ル ニ ア ・ア ン ド ・オ レ ゴ ン

鉄 道 会 社(Californiaa慮OregonRailroadCOiwapany)及 び オ レ ゴ ン州 法 に 基 づ

い て 設 立 さ れ る会 杜 に オ レ ゴ ン か ら カ リフ ォ ル ニ ア に か け て の鉄 道 敷 設 並 び

に 電 話 線 敷 設 の ため に 土 地 を譲 与 す る 目的 で 制 定 さ れ た 法 律 で あ るが,同 法

第2条 は,「 当該 会 社,そ の 後 任 及 び 譲 受 人 に 対 して 鉄 道 及 び 電 話 線 敷 設 の

援 助 の 目的 で … … 奇 数 に よ っ て 明示 され た鉱 物 を含 まな い 公 膚 地 の 全 て の代

替 土 地(alternatesections)を,当 該 鉄 道 線 の1マ イ ル あ た り20の 代 替 土 地 に

達 す る ま で譲 与 され る もの とす る。 当 該 代 替 土 地 若 し くは 土 地 の一 部 が,自

営 農 地 入植 者 に よ っ て譲 与,売 却,占 有 され,先 買 権 に よ っ て獲 得 され,又

は他 の 方 法 で処 分 され た る場 合,上 記 の よ うに 明 示 され た他 の 土 地 が,当 該

会 社 に よ っ て代 替 的 に 内務 長 官 の 指 図 に 従 っ て選 択 され る … … 」 と規 定 して

い た。 本 件 会 社 は,カ リフ ォ ル ニ ア ・ア ン ド ・オ レ ゴ ン鉄 道 会 社 の後 任 で あ

る。 地 方 裁 判 所 及 び 第 九 巡 回 区 控 訴 裁 判 所 で合 衆 国 が 勝 訴,本 件 会 社 が 上 訴

し た。 サ ザ ラ ン ド判 事(Sutherland,」)が 法 廷 意 見 を執 筆 し,原 審 判 決 を 支

持 し,上 訴 を棄 却 して い る。

(2)個 人 と して の イ ン デ/ア ン に よ る土 地 の 占有 は,譲 与 に 関 す る1866

年 法 の 除外 規 定 の 内 に 入 ら な い と主 張 さ れ る。 イ ン デ ィア ン に 自営 農 地 の特

権 を拡 大 した 「1875年3月3El法 律 」(ch.131,18Stat.402,42◎.)の 制 定 ま で

は,個 々 の イ ンデ ィ ア ンが,立 入 りに よ っ て 公 膚 地 に対 す る権 原 を取得 す る

権 利 は 承 認 され て い な か っ た。 そ れ 故 に,本 件 土 地 が,自 営 農 地 入植 者 に よ

っ て 占有 さ れ て い た とは 言 えず,ま た譲 与,売 却 又 は先 買権 に よ っ て 獲 得 さ

れ て い た と も雷 え な い が,本 件 土 地 が,「 保 留 され … … 又 は 他 の 方 法 で処 分

さ れ た 」 か の 問題 は 残 る の で あ る。 唯 一 合 衆 国 に よ っ て介 入 され,又 は 決 定

さ れ る イ ン デ ィ ア ンの 占有 の 権 利 を尊 重 す る こ とが,当 初 か らの 連 邦 政 府 の

政 策 で あ っ た こ とに つ い て は,論 議 の余 地 が な い と こ ろ で あ っ て,遊 動 生 活
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を押 し止 め,文 明化 され た生 活 様 式 を取 り入 れ させ る た め に 本 件 の ご と き イ

ンデ ィ ア ンの 個 人所 有 に 連 邦 政 府 に よ る保 護 が 与 え られ るべ き こ とは,内 務

省 の 種 々 の行 政 規 則 の 中 に,そ の 強 力 な 支 持 を見 出 す こ とが で き る。 内務 省

は,保 留 地 を持 た な い イ ン デ ィア ン の土 地保 有 を 白人 に よ る剥 奪 か ら保 護 す

べ く,そ の都 度,地 方 官 吏 に対 策 を講 ず る よ う訓 令 を 出 して きた の で あ る。

合 衆 国 議 会 そ れ 自体 は,起 こ り得 る個 々 の イ ン デ ィ ア ン の 占有 を承 認 す べ

く,い くつ か の 州 授 権 規 定 に お い て,加 入州 に 「イ ンデ ィ ア ン 又 は イ ン デ ィ

ア ン部 族 に よ って 所 有 若 し くは保 有 さ れ て い る」 土 地 に 対 す る全 て の 権 利 及

び権 原 を放 棄 す る よ う要 請 して い る(Seech.!80,§4,25Stat.676;ch.!38,§3,28

Stat.!07,)。

遊 動 生 活 を 捨 て,土 地 を耕 し,改 善 し,そ こ に 家 屋 を建 て る とい っ た個 々

の イ ンデ ィ ア ン の 行 動 は,連 邦 政 府 の 暗 黙 の 了解 事 項 で あ っ た の で あ る。 イ

ン デ ィア ンが,か か る行 動 を とっ た に も拘 わ らず,イ ン デ ィア ン は,連 邦 政

府 が 保 護 を与 え るべ く 占有 の権 利 を 取得 して は い な い と判 断 す る こ とは,ネ

ー シwン の 従 属 的 被 後 見 入(d⑳e貸d磁 照rd)に 向 け て の伝 統 的 な ア メ リカ の

政 策 に 関 す る精 神 と相 矛 盾 す る こ と とな る。 イ ン デ ィ ア ンの 占有 の権 利 が,

い か な る連 邦 法 律 又 は そ の他 の 正 式 な政 府 行 為 に も その 承 認 が 見 出 さ れ な い

とい う事 実 は,決 定 的 な もの で は な く,本 件 に お い て 明 らか に され た状 況 下

に あ っ て,イ ン デ ィア ン の 占有 の 権 利 は,確 立 さ れ た連 邦 政 府 の 政 策 か ら導

き 出 さ れ るの で あ る(Broderv.WaterCo.,IOIU.S.27紛 。

合 衆 国 は,こ れ らイ ンデ ィ ア ンの 後 見 人 の 資 格 に お い て 訴 訟維 持 し得 な い

と い う主 張 に は,そ の 請 求 の 実 体 が な い と警 わ ざ る を得 な い。 当 法 廷 は,

Kagama事 件 判 決 撫8U.S.375.)に お い て,イ ン デgア ン部 族 は 国 家 の被 後

見 人 で あ っ て,合 衆 国 に 従 属 す る コ ミュ ニ テ ィー で あ る とす る一 般 的 法 理 を

打 ち 立 て た。 この 部 族 に 対 す る保 護 の 義 務 と権 限 は,個 ・セの イ ンデ ィ ア ン が

た とえ市 民 と な っ て い た と して も彼 らに及 ぶ の で あ る(URitedStatesv.Nice,

241U.S.591;Keckrwanv.UnitedStates,224US.姐3.)QU難itedStatesv.Grayet

al.(20!F.291.)に お い て連 邦 巡 図控 訴 裁 判 所 は,イ ン デ ィア ン の被 割 当入 に
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よって行われたリー スの侵害 を訴える合衆国の適格性が争われた際,こ れを

支持 した。全てのインディアン及びその財産 を保護 し,彼 らの遊動生活の慣

習を捨てるよう教導 し,説 得す ることが連邦政府の政策であると判示 した

後,当 該控訴裁判所は,「 インディアンの市民的及び政治的地位は,彼 らの

財産を保護 し,彼 らに指図する連邦政府の権限の条件 とはならない。彼 らに

市民権を認めることは,合 衆国からその権限を剥奪 し,そ の義務 を軽減す る

ものではない。」 と判示 している。本件インディアンは,本 件土地 を合衆国

の黙示の合意(iixpliedCO熱Sε撹)に 基づ いて及び合衆国の政策に従 って 占膚 し

てきたのである劉。

4$eminoYεNation事 件翻

(1)合 衆国最高裁判所は,上 で述べ たMi//eLacBand事 件判決及び

加 鰐 事件判決において,イ ンデ ィアン問題の管理に関す る連邦政府の権限

に一定の限界があることは認めている 織該事件は,連 邦政府の儒託義務違反を理

由に訴訟提起された事件ではない.〉。その後,合 衆国最高裁判所 は,!935年 の

C廻凶Nalion事 件25>で,Lane事 件判決 を彫琢 しているが,ク リー ク ・ネ

ー シrvン(CreekNatio更i)を 彼 らの保留地か ら排除す る土地収用 を行い,続

いて連邦政府による誤った保留地の境界線策定に基づいてネーシ藻ンの土地

を非 インディアンに売却 したことに対 して,請 求裁判所が,金 銭賠償 を認め

た判決 を支持 している。Creele八 励 卿 事件判決は,連 邦政府行政機関の権

限は 「後見関係に固有の制約 に服す る……正当な補償をすることな く 〔連邦

政府は〕部族の土地を他者に与え,又 は……当該土地を政府臼的に充てるこ

とはできない」 とは判示 しているが26),そ れが いかなる制約なのか明確 に

示 してはいない。これに対 して合衆国最高裁判所は,当 該事件の7年 後の本

件Semino/eNalion事 件において,イ ンデ ィアン問題 を処理す るに際 して

の連邦政府行政機関の従 うべ き受託者の受認基準(fiduciarystandard)を 指 し

示 している。

(2)セ ミノール ・ネー ション(Se触 弼eNation)と の条約,合 意及び合

衆国議会法律に起因する合衆国に対す る請求を審理するための本件訴訟は,
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合 衆 国最 高 裁 判 所 に と っ て本 件 訴 訟 を も って2覆 帽 と な る もの で あ る。 第 一

次 訴 訟 で 請 求 裁 判 所 が 認 定 した セ ミノー ル に 対 す る1,3!7,082e27ド ル の損 害

賠 償 額(82Ct.Cl.!35.)は,請 求 裁 判 所 に 当該 問 題 に対 す る管 轄 権 が な い と し

て合 衆 国最 高 裁 判 所 に よ っ て破 棄 され た(299US.417.)。 そ の 後,「!937年8

月16ff法 律 」(ch.651,50Stat.65◎.)に よ っ て 開化 五 部 族 一 セ ミ ノー ル ・ネー

シ ∂ ンは そ の ひ とつ で あ る一 一 の請 求 に つ い て これ を 圏復 させ,再 審理 す る

ため の 請 求 裁 判 所 の 管 轄 権 が 認 め られ,管 轄 権 問題 は解 消 され た。 そ こで セ

ミ ノー ル ・ネー シ ョン は,第 一 次 訴 訟 で合 衆 国最 高 裁 判 所 が 管 轄 権 を理 由 に

否 定 した 請 求 の6項 壌 を再 主 張 して,請 求 裁 判 所 に 請 願 を行 った 。 請 求 裁 判

所 は,3項 目に つ い て 拒 否 し,1項 目を完 全 に 容 認 し,残 り2項 罎 を一 部 容

認 し,セ ミ ノー ル ・・ネ ー シgン は18,388。30ド ル の 支 払 い を受 け る もの と し

た(93Ct.Cl.500.)。 合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,全 部 若 し くは 一 部 拒 否 され た5項

醤に つ い て,サ ー シ オ レ イ ラ イ(certiorari)を 認 め た(3!4US.597,)。 マ ー フa

判 事(Murphy,」.)が 法 廷 意 見 を執 筆 し,以 下 に 欝 及 す る項Lj1,3及 び4に

つ い て 追 加 手 当(aclditionalallowance)は 認 め られ な い と し,項 澱2及 び5に

関 して は 事 実 の 実 質 的 認 定 を行 うべ く請 求 裁 判 所 に 差 戻 し て い る。 項 饅1

は,「1856年8月7臼 条 約 」(1!Stat.699.)似 下,「1856年 条約」 という。)第7条

の 規 定 に 基 づ く61,563。42ド ル の請 求 で あ る(条 約第7条 において連邦政1懲二は,セ

ミノール ・ネー シ ョンにr10年 に亘 って1年 当た り学校 支援 に3,00◎F"ル,農 業支 援 に

2,000ド ル及び鍛冶屡の支援に2,2◎0ドル を提供す る」 旨を約束 していた。〉。 項 屠3は,

「!866年3月21日 条 約 」(!4Seat.755。)似 下,「i866年 条約」 という。)第3条 に 基

づ く61,342。20ド ル の 請 求 で あ る(条 約 第3条 において連邦政府 は,セ ミノー ル ・ネ

ー シ ョンの ため に50
,◎00ドル の信 託基金 を設立 し,学 校 建 設の ため年 稠5パ ー セ ン ト

(2,500ド ル)を 支 払 う約束 哲 ㌢っていた。)。項 臨 は,連 邦 政 府 が1866年 条 約 で セ

ミ ノー ル の 保 留 地 に 適 当 な行 政 機 関 の建 物 の 建 設 に 最 大 で!0,◎00ド ル を支 払

う もの と して い た こ とに 関連 す る もの で あ る。

(3)本 判 決 は,当 時 の イ ンデ ィ ア ンが いか よ うに 連 邦 政 府 か らの財 政 援

助 を受 け,ま た い か よ うに 当該 歳 出予 算 が 管 理 ・運 営 され て い た か を垣 聞 兇
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る こ とが で き,ま た筆 者 の知 る限 り,合 衆 国最 高 裁 判 所 が初 め て 信 託 義 務 違

反 の判 断 基 準 を明確 に 提 示 して い る と考 え ら れ る と こ ろ,項 縫2及 び項 園5

につ い て 判 示 さ れ て い る とこ ろ を,煩 を厭 わず 追 っ て み よ う。

「項 欝2」 に つ い て。 この 請 求 は,連 邦 政 府 の500,000ド ル の 信 託 基 金(当

初 は250,000ド ルの2つ の基金),年 金(almauity)と し て セ ミ ノー一ル ・ネ ー シ ョ ン

の 構 成 翼 の個 々 人 に対 して 支給 され るべ き基 金 か らの 年 利(25,000ド ル)の 約

束 を規 定 した1856年 条 約 第8条 に 基 づ く154,551、28ド ル の 請 求 で あ る。 請 求

裁 判 所 の事 実 認 定 に よれ ば,合 衆 国 議 会 は,1867年 度 乃 至1898年 度,1907年

度 乃 至1909年 度 の 各 財 政 年 度 に,毎 年25,00◎ ドル を歳 出 して い た が,連 邦 政

府 は,1867年 度 乃 至!874年 度,1876年 度 及 び1879年 度 に 歳 出配 分 され た基 金

の一 部 の 直 接 的 な個 人 別 の 支 出 を癬 怠 し(過 少支払いは,総 額92,◎51.28ド ルにの

ぼ ってい る。),1907年 度 の 歳 出 配分2分 の!,1908年 度 及 び1909年 度 の 歳 出

配 分 全 額(総 額62,50◎ ドル)は,直 接 的 に構 成 員 に 支 払 わ れ るべ き とこ ろ,セ

ミ ノー ル ・ネ ー シmaン の 合 衆 国 イ ン デKア ン 管 理 官(U蹴edStatesIi3diaft

Agent)似 下,イ ンディアン管理窟 という。)に 支 払 わ れ て い た。 請 求 裁 判 所 は,

①1875年 度,1877年 度,1880年 度,1882年 度 及 び1883年 度 の12,i27.54ド ル

の 過 払 い,②1907年 度,1908年 度 及 び1909年 度 に 合 衆 国 管 理 官 に 行 わ れ た

62,500ド ル の 支 払 い,並 び に③!870年 度 乃 至1874年 度 に セ ミノー ル ー 般 評 議

会(Seirni簸oleGene}'alCo鷲 鞭cil)似 下,一 般評議会 という.)の 請 求 に従 って 支 払 わ

れ た66,422.64ド ル か ら構 成 さ れ る連 邦 政 府 の 債 務 の 差 引 を認 め,上 記 過 少

支 払 い 及 び13,50UOド ル の 支 払 い の 誤 り に 基 づ い て 請 願 者 が 要 求 し た

154,55!e28ド ル の 請 求 を引 き下 げ た。 過 払 い は,正 当 に 引 き下 げ られ て お

り,請 願 者 は,そ の 余 の 主 張 は 行 っ て い な い。 請 願 者 は,イ ン デ ィ ア ン管 理

官 に 直 接 的 に支 払 わ れ た上 記62,500ド ル の い か な る部 分 に も そ の権 利 を持 た

な い。 蓋 し,当 該 支 払 い は,「 ユ906年4月26日 法 律 」 第11条(ch.1876,34Stat。

ヱ37,蛾,)に 従 っ て適 切 に支 払 わ れ て い るか ら で あ る。 従 っ て,審 理 さ れ る

べ き 問題 は,一 般 評 議 会 の 申 請 に 基 づ い て行 わ れ た1870年 度 乃 至1874年 度 の

支 払 い総 額66,422。64ド ル で あ り,37,500ド ル が,直 接 部 族 の 財 務 担 当 者 に,
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残 金28,922.64ド ル は 指 定 さ れ た 債 権 者(複 数人)に 支 払 わ れ て い る。

連 邦 政 府 は,上 記 支 払 い は合 衆 国 との 条 約 及 び 合 意 を結 ぶ 権 限 を有 す る準

自治 的 な政 治 的 統 一 体(sevaiautOnoraouspOlitiCalentky)の 統 治 団体 で あ る部

族 評 議 会(tribaico"ikciDの 請 求 に よ って 行 わ れ た もの で あ るか ら して,部 族

は 支 払 い を二 重 に 受 け 取 る資 格 を もた な い と主 張 し,ま た1856年 条約 は,支

払 い は個 鳶 の イ ンデ ィ ア ン の 利 益 の た め に個 人別 の で行 わ れ る 旨 を規 定 して

い る事 実 は 存 在 す るが,一 般 評 議 会 の 請 求 に基 づ くこ れ らの 支 払 い は,合 意

は合 衆 国 とセ ミ ノー ル ・ネ ー シ 翼ン との 間 の 義 務 で あ っ て,合 衆 国 と部 族 の

個 々 の構 成 員 との 問 の 義 務 で は な い が 故 に,条 約 上 の 義 務 を解 放 す る もの で

あ る と主 張 す る。

しか し,連 邦 政 府 に 与 す る主 張 は,他 の 点 で は正 当 と思 わ れ る と して も,

エ ク イ テ ィ上 の 考 慮(equitablecoRsicleration)の 効 果 及 び連 邦 政 府 の そ の イ ン

デ ィ ア ン の被 後 見 人 に 対 す る受 認 者 と して の 義 務 を 認 め る こ と を誤 っ て い

る。1924年5月2◎ 制 定 の 管 轄 法(jurisdictiona}act)(ch.162,43Stat.233.)は,

セ ミ ノー ル ・ネ ー シ ョンが 合 衆 国 に対 して 持 ち得 る条 約 及 び 制 定 法 か ら生 ず

る 「全 て の コ モ ンW一 上 の及 び エ ク イ テK上 の請 求 」 を審 理 す る管 轄 権 を,

明 確 に 請 求 裁 判 所 に 付 与 して お り,ま た 第 二 次 請 願 は,「1874年4月 ユ腸 法

の 制 定 後 被 告 合 衆 国 の 官 吏 に よ っ て セ ミノー ル部 族 の 宮 吏 が 彼 らに委 託 さ

れ た セ ミノー ル 部 族 基 金 を不 正 流 用 し,部 族 構 成 翼 か ら部 族 収 入 の 均 等 な 割

当 て を 奪 っ て い る と 報 告 さ れ て い る。 ドー ズ 委 貝 会(DawesCommission)

一 一1893年3月3日 法(ch .209,27Stae,612.)に 基 づ い て 設 立 され た開 化 五 部

族 と土 地 に 対 す る権 原放 棄,単 独 所 有 に よ る土 地 割 当,基 金 の分 配 等 に 関 し

交 渉 す る た め の 委 翼 会 一 の 報 告 書 は,開 化 五 部 族 政 府 は悪 名 高 く及 び矯 正

で き な い ほ ど腐 敗 して お り,全 て の 業 務 部 局 で は偏 愛,汚 職 及 び 不 正 が 横 行

し,そ れ に よ っ て部 族 の 官 吏 は大 き な富 を得,他 の部 族 構 成 貝 は 少 しの 利 益

を部 族 収 入 か ら得 て い るに 過 ぎな い と報 告 して い る。」 と主 張 し て い る。

受 託 者 が金 銭 を不 正 流 用 す る こ と を意 図 し,又 は そ の他 の 方 法 で その 信 託

に違 背 して い る こ とを 認 識 して い る信 託 の受 益 者 の た め に 受 託 者 に 金 銭 を支
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払 う第 三 者 は,信 託 侵 害 に 関 与 し,そ れ 故 に受 益 者 に対 す る責 任 を負 う とい

うこ とは,確 立 され た エ ク イ テEの 原 理 で あ る(Cf.Duncanv.Jatidon,15Wall.

!65:America簸 聡wl蝋i纐 ℃¢,RestatementoftheLawofTrttsts(1935),§32L)。 当初

部 族 の 個 々 の 構 成 員 の 利 益 の た め に 意 図 さ れ た 年 金 を 請 求 す る 一 般 評 議 会

は,彼 ら に対 して 受 託 者 た る 立 場 に 立 っ て い る の で あ っ て,そ の 結 果 と し

て,一 般 評 議 会 の 請 求 に基 づ く支 払 い は,連 邦 政 府 の 条 約 上 の 義 務 か ら解 放

され な い の で あ る。 か か る 目的 に とっ て,イ ン デ ィア ン問 題 を管 理 し,及 び

イ ン デ ィ ア ンの 金 銭 を分 配 す る連 邦 政 府 の 官 吏 は,現 実 に一 般 評 議 会 が セ ミ

ノー ル ・ネ ー シ 滋ン の構 成 員 を欺 岡 して い た こ とを知 悉 して い た と書 わ ざ る

を得 な い の で あ る。

更 に欝 うべ きは,当 法廷 は,こ れ ら従 属 的 で あ っ て 時 と して搾 取 され る人

民 を処 理 す るに 際 して,信 託 の特 殊 義 務 が 連 邦 政 府 に か か る こ と を認 め て き

た とい うこ とで あ る(Sc?e,c'.b・・.,CherokeeNati・ftv.StateofGe・rgia,5Pee。1;

UnitedStatesv.Kagama,118US.375;ChoctawNatiOllv.UnitedStates,119US.!;

U醸edSt説sv.Creel〈Nation,295US.103.)。 イ ン デ4ア ン部 族 との 条 約 上 の 義

務 を遂 行 す る に 際 して,連 邦 政 府 は,単 な る契 約 当事 者 以 上 の な に もの か で

あ る。 数 多 くの合 衆 国 議 会 法 律 と当法 廷 の 判 決 に そ の 表 現 を見 出す こ とが で

き る 入道 的 及 び 自 らが 課 した政 策 の 下 で,連 邦 政 府 は,最 も高 度 の 責 任 及 び

信 託 の 道 徳 的 義 務 を 引 き受 け て き た の で あ る。 そ れ 故 に,連 邦 政 府 の 行 為

は,イ ンデ ィ ア ン 問題 を処 理 す るに 際 して,当 該 義 務 を代 表 す る人 た ち の行

為 に お い て 当 該 行 為 が 明 示 さ れ た 場 合,最 も厳 格 な信 認 基 準(mostexactk3g

fiduciarystairdard)で 辱slj断さ れ な け れ ば な らな い。 イ ン デ ィ ア ン問 題 の 管 理

及び条約義務 を満たすための基金の支払いに当たる連邦政府の宮吏が知った

上で,彼 ら自身の人民に対する代表 としての不誠実を構成 し,信 頼のないも

のであるところの基金の支払い一一部 族評議会の請求による は,連 邦政

府の明らかな信認義務違反となる。

条約上の義務から生ずる信認義務違反は,明 らかに上記管轄法にいう意味

でのエクイティ上の請求であるが故に,請 求裁判所は,本 件争点に関 し管轄
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権 を有 して い た に も拘 わ らず,本 件 争 点 につ い て これ を審 理 しな か っ た と言

わ ざ る を得 な い 。 聞 題 とな る1870年 度 乃 至1874年 度 の 期 聞 の 問,イ ンデKア

ン 問題 の 管 理 及 び イ ン デ ィ ア ンの 金 銭 の 配 分 は,内 務 省 に委 ね られ,イ ンデ

ィア ン問 題 局 長 が,内 務 長 官 の 一 般 的 監 督 の 下 に 実 質 的 に 当 該 事 項 を監 督 し

て い た。 訴 訟 記 録 に よれ ば,一 般 評 議 会 が ネ ー シ ョ ンか ら金 晶 を編 し と り,

連 邦 政 府 の 宮 吏 は,少 な くと も支 払 が行 わ れ る 際 に この こ と を知 り得 た の で

あ る。 この 時 点 で イ ンデ ィ ア ン問 題 局 長 は,下 級 官 吏 か ら不 正 が 横 行 して い

る 旨 の通 告 を受 け て い た の で あ る。 ま た,1872年 の 時 点 で,イ ンデ ィ ア ン間

題 局 長 臨 時代 理 も,評 議 会 の不 実 を知 悉 して い た の で あ る。 しか し,当 法廷

は,こ れ ち責 任 が全 て 連 邦 政 府 に あ る とは 言 わ な い の で あ っ て,そ の実 態 を

明 らか に す る権 能 は,請 求 裁 判 所 に あ る と 誘 うべ く,請 求 裁 判 所 に事 実 審 理

の ため 差 戻 す こ と を適 切 と判 断 す る鋤 。(下 線筆者)

「項 建5」 に つ い て。 当 該 請 求 は,1898年6月28日 の 「カ ー チ ス 法 」(the

CurtisAct,ch.5i7,3◎Stat.495.)〔!887年 制 定 の一 般 土 地 割 当 法(ch.119,24$ta宅.

389.)第8条 で 同 法 の適 用 を除 外 され た 開 化 五 部 族 に 関 して 定 め られ た 全3◎

箇 条 か ら成 る 「イ ン デ ィア ン ・テ リ トリー の 人 民 の保 護 の ため の 及 び そ の他

の 目的 の た め の 法 律 」〕 の制 定 後 セ ミノー ル 部 族 の 財 務 組 当 者 に 支 払 わ れ

た総 額864,7◎2、58ド ル の 請 求 で あ る。 当該 支 払 い は,1899乃 至1907会 計 年 度

に,①1856年 条 約 第8条 に 基 づ く個 入 別 の 義 務 の 履 行 と し て 支 払 わ れ た

212,500ド ル,② 学 校 支 援 及 び セ ミ ノー ル 政 府(Serain・leG・ver撒 ・磯)支 援 を

謳 った ユ866年 条 約 第3条 の 義 務 の履 行 と して支 払 わ れ た29,750ド ル,③ 「当

該 ネ ー シ ョ ン の 財 務 担 当者 に 年2回 支 払 わ れ るべ き」1年 に つ き1,500,000

ドル の5パ ー セ ン トの利 息 の 支 払 い を規 定 した 「1889年3月2臼 法 」 第12条

(ch.4!2,25Stat.989,!004.〉 に 従 っ て支 払 わ れ た622,156.87ド ル,及 び④ 労 働

収 益 と して の295e7""ル の 項Eilか ら成 っ て い る。 カー チ ス法 第19条 は,「 金

銭 の 支 払 い は,い か な る理 由 に よ る と,以 後,合 衆 国 に よ って 部 族 政 府 又 は

当該 政 府 の 官 吏 に 支 払 金 鼠的 に(fordisbt2rsement)行 わ な い もの と し,当 該

部 族 の構 成 員 に対 す る全 額 の 支 払 い は,内 務 長 官 の 指 図 に従 って,長 官 に よ
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って任命された官吏によって行われなければならない。個入別の支払いは,

合衆国の合法的金銭 として直接的に各々の個入に行われるもの とし,当 該支

払いは,こ れまでに契約された義務 のいか なる支払をも免れ るものではな

い。」 と規定 している。請願者は,本 条は連邦政府が本件支払いをセ ミノー

ルの財務担当者に支払いを行 うことを禁止 したものであって,違 法に支払わ

れた金額 を回復する権利 を有すると主張する。

カーチス法第19条 が,セ ミノール ・ネーションに適用 され,訴 訟が当該ネ

ーシifン によって同条に違反する支払いを理由に提起され得 ると想定 したと

しても,項 農5に ついていかなる支払いも,同 法第19条 に違反 していないが

故に,損 害賠償 は存在 し得 ない。同法第19条 の文書及びその立法史 を見る

に,第X9条 は,「支払金 醤的に」である部族官吏に対す る支払いのみを禁止

していること,す なわち,支 払いは,宮 吏によって部族の構成員に対 して分

配されるべ きであることを指 し示 している。第!9条 第1文 前段が,部 族若 し

くは当該部族の官吏に対する全ての支払いを禁止しているもの と解釈 された

ならば,構 成員及び個人別への支払いのみを規定する第1文 後段は,第1文

前段で提起 される閥題処理にとって不適切 なものとなる。 と言うの も,セ ミ

ノール部族政府は,カ ーチス法制定後 も存続 しているに も拘わらず,い かな

る規定 も,部 族政府 を維持,管 理するための支出について置かれていないか

らである。当初法案が下院に上程 された際 第19条 は,「彼 らの業務処理に

おいて生 じた全ての支出の」は,内 務長官の指図に従 って行われるべ きであ

る旨を規定 していた。 この条項の削除は,合 衆国議会が,部 族官吏は彼 らの

それぞれの部族政府の支出に対 して部族基金から支払う権利を保持すべ きこ

とを意図 したことを示すものである。かか る理由か らして,当 法廷は,第!9

条は,連 邦政府による部族の財務担当者への支払いは,当 該支払いが彼によ

って部族の構成貫に配分 される場合に限って,こ れを禁止しているもの と判

断す るところである。第19条 は,教 育目的又は部族 園的に指定された金銭及

び部族が指定 し得 る穏的のために意図された金銭 には適用されない。

問題 となっている支払いは,セ ミノール ・ネー ションの個々の構成員への
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支 払 い で は な か っ た。 総 額212,5◎Oド ル は,i856年 条 約 第8条 に従 っ て 支 払

わ れ,当 該 義 務 は,も と も と個 々 の セ ミノー ル に 頭 割 りで 支 払 わ れ るべ き年

金 で あ っ た とこ ろ,こ の利 益 の 支 払 い の 性 格 及 び 縫的 は,合 意 に よ って セ ミ

ノ ー ル ・ネ ー シyン そ れ 自体 へ の 支 払 いへ と変 え ら れ,そ して!899年 か ら

1907年 まで の2!2,50◎ ドル の 支 払 い が,こ れ に 当 た る。 「!874年4月15U法 」

(ch.97,18Stat.29)似 下,「 亙874年渕 とい う。〉 は,イ ンデ6ア ン聞 題 局 長 に 対

して 内務 長 官 及 び大 統 領 の 裁 可 を得 て,当 該 年 金 をセ ミ ノー ル ・ネー シ 灘 ン

の 金 庫 に 支 払 う権 限 を与 え,年 閥 当 た り5,0◎◎ドル が,一 般 評 議 会 に よ っ て

年 金 か ち学 校 基 金 に 充 当 され,当 該 部 族 の 同 意 が,当 該 充 当並 び に 支 払 い の

た め に 最 初 に得 られ な け れ ば な ちな い と規 定 し で い る。1879年4月2ffの セ

ミ ノー ル ー 般 評 議 会 法 に よ っ て セ ミノー ル ・ネ ー シ 欝ン は,X874年 法 の 諸 規

定 を受 け 入 れ,18駈 年 条 約 に よ る全 て の 年 金 が セ ミノー ル の 金 躍 に 入 り,部

族 評 議 会 の 定 め る方 法 で使 用 され る こ とに 同意 し たの で あ る。 こ の こ とは,

同 意 に 基づ い て連 邦 政 府 の 義 務 が 雪 個 入 へ の 支 払 い か ら部 族 の 支 払 いへ と転

換 した こ と を意 味 す るの で あ って,カ ー チ ス 法 第!9条 は,か か る合 意 に 基 づ

い て 支 払 わ れ た212,500ド ル に は適 用 され な い の で あ る鋤 。

1870年 か ら!874年 まで と同様 に,1899年 か ら!907年 ま で,内 務 長 宮 及 び イ

ンデ ィ ア ン 問 題 局 長 は,イ ン デ ィア ン の 問題 並 び に イ ンデ ィ ア ン の 財 産 を監

督 して い た。 明 らか に セ ミノー ル 基 金 を部 族 の 財 務 担 当 者 の 貸越 勘 定 に預 金

す る こ とは,内 務 省 の業 務 で あ っ た 。 開 化 五 部 族 の イ ン デ ィ ア ン 担 当 官 は,

他 の部 族 へ の金 銭 の 配 分 は行 っ て い るが,セ ミノー ル の支 払 い を支 出 して い

な い(!898年6月12臼 付け司浸そ次窟補 ヴァン ・デヴァンダー(VanDevander)か ら内務

長嘗宛て書簡)。 ドー ズ委 貴 会 は,問 題 とな っ て い る支 払 い の 直 前 の!894年!1

月2◎ 臼付 け 内務 長 官 及 び合 衆 国 議 会 宛 て 年 次 報 告 書 の 中 で,各 部 族 政 府 の と

ど ま る と こ ろ を知 らな い違 法 行 為 を描 き出 し て い る。 ま た,セ ミノー ル の 指

導 者 た ち の 問 に蔓 延 す る失 政,無 節 操,そ し て詐 欺 行 為 に関 す る不 平 が,内

務 長 窟 及 び イ ン デ ィ ア ン 問 題 局 長 に 寄 せ られ て お り,一 定 数 の セ ミ ノー ル

が,!897年!2月1細 の セ ミノー ル の 指 導 者 た ち との合 意 の 承 認 に 抗 議 し,失
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政 と部 族 の 支 払 い で行 われ た指 導 者 た ち の 土 地 詐 欺 へ の 関 与 を訴 え て お り,

内務 長 官 か ら合 衆 国議 会 へ 通 告 され て い る と こ ろ で あ る。 こ れ らの 事 実 は,

セ ミ ノー ル 族 の 宮 吏 が 本 件 で 問題 とな っ て い る1899年 か ら19◎7年 の 間 にか け

て 彼 ら の信 託 に対 して 不 誠 実(faithlessikess)で あ っ た こ と,そ し て イ ン デg

ア ン問 題 を管 理 し,及 び セ ミノー ル 基 金 を分 配 す る連 邦 政 府 職 翼 が セ ミ ノー

ル の 財 務 担 当 者 に支 払 い が 行 わ れ た 時 点 で,当 該 不 誠 実 を知 り得 て い た こ と

を示 す もの で あ る。 請 求 裁 判 所 は,連 邦 政 府 の 受 認 義 務 違 反 に つ い て 事 実 認

定 を辮 怠 して お り,よ って 本 件 を請 求 裁 判 所 に 差 戻 す もの で あ る劉 。

5$ho曲boneTゼibeef納d1a縫s◎ 牽撫aWes桑Wi鈴d鞭iver鞭eservatienv.

u蹴3d$tates30)

(1)Mi//eLescBand事 件,Lane事 件,CreekNatio77,事 件 の そ れ ぞ れ

の 判 決,そ してSemine/eNation事 件 判 決 は,信 託 責 任 を連 邦 の行 政 機 関

に対 して 明確 に 適 用 した事例 で あ る と誉 え よ う。 こ れ らの 事 案 は,既 に 述 べ

た 肋 彫 翫 ガ 事 件 判 決 で 展 開 され た 被 後 見 入 た る イ ン デ ィ ア ン の 後 見 入 と

して行 動 す べ き合 衆 国議 会 の 誠 実 性 の 推 定(presumptionofcoltgressioncklgood

faith)の 法 理 と相 反 す る もの で は な い が,合 衆 国最 高 裁 判 所 は,1937年 の 本

件 似 下,Shoshone7物6事 件 とい う.)で イ ン デgア ン 聞 題 を処 理 す る に 際 し

て の合 衆 国議 会 の 信 託 責 任 に つ い て 審 理,醤 及 して い る。

事 実 関 係 は,以 下 の 通 りで あ る が,そ こ に 当 時 の 連 邦 政 府 の イ ン デ ィア ン

の 土 地 獲 得 を め ぐる強 か な飽 くな き行 動 様 式 を見 て とる こ とが で き る。 イ ン

デ/ア ン の シyシ ョニ 族(ShoshoneTr圭be)は,「1868年7月3日 条 約 」(15

Stat.673.)で コwラ ド,ユ タ,ア イ ダ ホ 及 び ワ イ オ ミン グの44,672,000エ ー

カー の保 留 地 を合 衆 国 に 譲 渡 し,そ れ と引 換 に ワ イ オ ミン グの3,◎54,182エ

ー カー の保 留 地 を受 け 入 れ た
。 合 衆 国 は,当 該 条 約 第2条 で ウKン ド ・リヴ

ァー 保 留 地(WindRiverReservatiOR)(以 下,保 穰地 という。〉 と して 知 られ て い

る 当該 条 約 に 規 定 され た テ リ ト リー が,シgシs二 ・イ ン デ ィ ア ン の排 他 的

使 用 並 び に 占有 の た め に 保 留 され る こ と,及 び 他 の 友 好 的 な 部 族 若 し くは

個tvの イ ンデ ィ ア ン が,合 衆 国 の承 諾 を得 て 当該 保 留 地 に入 る(admit)た め
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に 保 留 され る こ とに 同 意 して い る。 更 に 第2条 は,合 衆 国 が い か な る人 も 当

該 条 約 で規 定 され た場 合,及 び 法 律 で規 定 され た業 務 に 従 事 す る連 邦 職 員 を

除 い て,保 留 地 を通 過 し,保 留 地 に 定 住 し,若 し くは 居 住 す る こ とは で きな

い こ とを 誓 約 す る 旨 を規 定 して い た 。1869年,北 部 ア ラバ ホ のバ ン ド(baikd

oftheNorthernArapahoes)(以 下,バ ン ドとい う。)が,ア ラバ ホ ・ネ ー シ ョ ン

(ArapahoNation)の 母 集 団 か ら離 れ て,住 み 家 を探 して保 留 地 の周 辺 を放 浪

して い た が,ア ラバ ホ は,シ 張 シ ョニ の敵 対 者 で あ っ た スー の 同 盟 者 で あ っ

た。 それ で もな お,バ ン ドは,保 留 地 に定 住 す る こ と を望 み,1870年 に 入 る

と保 留 地 にや っ て きて,シ ョ シ ョニ の族 長 ワ シ ャ キ(Washakie)に 連 邦 政 府

が 彼 らの 住 み 家 を提 供 す る ま で保 留 地 に 止 ま りた い 旨 を告 げ た の で あ る。 数

ヵ 月後,バ ン ドは,保 留 地 を立 ち去 っ た。 そ の 後 も連 邦 政 府 は,バ ン ドに満

足 の い く住 み 家 を提 供 で きず,時 聞 だ け が 経 過 した が,1877年 ユ◎月 に 至 っ て

イ ン デ ィア ン 問題 局 長 は,シ 強シ ョニ とバ ン ドが 共 に生 活 す る 試 み を提 案 し

たの で あ る。 同年!0月17H,交 渉 に 当 た っ た前 イ ンデifア ン掴 当官 イ ル ウ ィ

ン 儀w励 は,「 双 方 の協 議 会 が 開 か れ,シNシ ョニ とア ラ バ ホ の 聞 に 和 平

が 成 立 し た。」 との 電 報 を ワ シ ン トンの イ ン デ ィア ン 問 題 局 長 に 送 信 し,翌

1878年2月21ffに は,書 面 に よ る報 告 書 が 上 が っ て い る。 しか し,局 長 は 電

文 を誤 解 し,1877年1瑚1[-1付 け年 次 報 告 書 の 中 で,「 イ ル ウ ィ ン蛆 当 官 に

よ っ て先 月 開 催 さ れ た シ ョシ ョニ との 正 式 の 協 議 会 に お い て,ア ラバ ホ が望

ん だ 取 決 め に 対 す る シ ョ シ 藤二 の 同 意 が 得 られ,ア ラバ ホの 移 住 が 現 在 進 行

中 で あ る。」 と報 告 した の で あ る。 この 局 長 の 誤 解 乃 至 誤 信 が,後 々 の 事 態

に 大 き な影 響 を与 え る こ と に な っ て い く。

1878年3月18N,バ ン ドが,陸 軍 の 護 衛 の 下 に 保 留 地 に 連 れ て 来 ちれ た。

保 留 地 は,1874年 の700,642エ ー カー の 土 地 譲 渡 に よ っ て,2,343,000エ ー カ

ー に ま で減 少 して お り
,シ きシ ョニ の 狩 猟 及 び農 業 に と って 土 地 が 十 分 で な

い こ とは,彼 ら シ ョシ 戴二 の 趨に は 明 らか で あ り,バ ン ドの 思 い が け な い転

入 は,大 きな騒 ぎの も と と な っ た の で あ る。 翌19Rに 協議 会 が 開 催 され,席

上,ア ラ バ ホ の 指 導 者 ブ ラ ッ ク ・コー ル(BlackCoal)は,ワ シ ャ キ に 入 馬
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とも疲労困態 し,食 料が欠乏 していること,休 息が必要なことを説き,ワ シ

ャキは,バ ン ドが短期間保留地に留まることに同意 した。インディアン問題

局長は,保 留地の担当官にバン ドが必要 としている物資を報告するよう打電

し,こ れに対 して担当官は,シ ョシき二がアラバホが保留地に現われたこと

を,「彼 らの権利の浸食」 と見倣 していると報告 している。

1878年4月8Hに は,ア ラバホの全部族が,保 留地にやってきた。ワシャ

キは,こ れを担当官に抗議 し,担 当官は,イ ンディアン問題局長に即座に事

態を伝達 したが,中 央か らは梨の礫であったのである。徒に月臼が過 ぎ,

!879年 には,ア ラバホの子弟教育のために学校が建設され,1889年 にはアラ

バ ホの農地の灌概のために排水溝が穿かれ,徐 々に権利 と特権の平等が 濤々

のアラバホの要求 となって現われて きた。1891年8月 になって,よ うや く保

留地の両部族の土地譲渡問題処理のために 「ウッ ドラフ委員会」(Woodruff

Commissio簸)似 下,委 員会という。)が送られた。 ショショニは,ア ラバホは協

議会 に参加 し,投 票する資格がない とす る立場をとった。委員会が,対 応に

ついて中央に伺 いをたてた ところ,イ ンデKア ン問題局長は,同 年8月13

日,「当局は,ア ラバホが保留地の土地について 〔両部族が〕同等の権利 を

膚し,こ れについてシ旨ショニの同意は必要ないもの との判断するところで

ある。 よって,委 翼会の交渉は,上 の理解の もとに進行 されたい。」 と通告

したのである。そこで両部族が協議会に参加 したが,譲 渡について何等の進

捗を見 ることはなかった。重要 なことは,合 衆国議会がアラバホの土地 占有

は恒久のものであって,合 法であるとする立場 を採ったことである。

アラバホの到来からおよそ20年 を経過 した!897年,連 邦政府は,爾 部族 と

の合意でインデgア ンたちが ショショニの保留地55,04◎エー カーの土地 を

60,000ド ルで両部族の構成員の間で差別 なく支払われるべ く約定 した。予備

的協議の場でショシ灘二は,彼 らのみが支払い総額を受取 る資格があると主

張 したが,受 け入れられなかった。 しかし,シffシme」=は,1897年 合意のい

かなる規定 も,既 存の合意又は条約で定められた彼らの年金及び諸利益 を剥

奪するもの と解釈 されてはならないとする条件 を勝 ち取ることができたので
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あ る。 ア ラバ ホ の 占膚 の 明 白 な承 認 及 び 土 地 に対 す る彼 らの 同 等 の権 利 を 内

容 とす る 当該 合 意 は,1897年6月7Hの 合 衆 国議 会 法 律(ch.3,§12,3◎Stat.

62,93,94.)で 承 認 され,連 邦 政 府 は,再 び1904年4月21Mに 至 っ て 両 部 族 と

の 間 に,1,480,◎ ◎0エー カ ー の 土 地 譲 渡 の合 意 を獲 得 し,イ ン デ ィ ア ン に 残

され た 土 地 は,808,500エ ー カ ー の み とな っ た。 シ ョシ ョニ は,当 然 の こ と

な が ら,ユ897年 合 意 に お け る と同様 な条 件 な しに は署 名 で きな い と して,こ

れ を拒 否 した の で あ っ た 。 ま た して も連 邦 政 府 は,2つ の 部 族 を合 法 的 占有

者 と して,且 つ 平 等 で あ る もの と して処 理 し,1904年 合 意 は,1ge5年3月3

Hの 合 衆 国 議 会 法 律(ch.1452,33Stat.IO!6.)で 承 認 さ れ た の で あ る。 と りわ

け 同法 は,「 現 行 の 法 律 又 は 条 約 の 規 定 の 下 で,本 法 に よ っ て 譲 渡 さ れ る保

留 地 内 の 土 地 を選 択 して きた シ ョシ ョニ 又 は ア ラバ ホ の構 成 員 で あ る個 々 の

イ ン デ ィ ア ン は,同 一 の 面 積 の 土 地 を割 当 て られ,彼 又 は 彼 女 に権 利 が確 定

され,並 び に 譲 渡 され る テ リ ト リー 内 の 土 地 の割 当 を受 け て き た全 て の イ ン

デ ィ ア ン は,当 該 割 当 を権 利 放 棄 し,そ れ と 引換 に 本 法 に よ って 譲 渡 され る

土 地 が 土 地 占有 の た め に 公 開 さ れ る以 前 に,削 減 され た保 留 地 の他 の 土 地 を

選 択 す る権 利 を有 す る もの とす る。」 と規 定 して い る。1907年 か ら1919年 の

間 に,245,058エ ー カ ー の 土 地 が,シ ョ シ 殺二 及 び ア ラバ ホ の イ ン デ ィ ア ン

に割 当 て られ た とされ る。

(2)シ ョ シ ョニ 族 は,合 衆 国 を相 手 に条 約 違 反 を理 由 に,講 求 裁 判 所 に

訴 訟 を提 起 した 。 因 み に 「1927年3月3ff法 」 似 下,「 管轄 法」 とい う。)(44

Stat.1349,part2)の 制 定 に よ っ て シ ョ シ ョニ族 は,!868年 条 約,そ の 後 の 条

約 及 び合 意 並 び に合 衆 国議 会 法 律 を根 拠 に,合 衆 国 を請 求 裁 判 所 に訴 え る途

当該 裁 判 所 へ の 管 轄 権 の付 与 を拓 か れ て い る。 請 求 裁 判 所 は,イ ン

デ ィ ア ン 問 題 局 長 の 通 告 が 出 され た1891年8月!3田 を もっ て,ア ラバ ホ の 占

有 が 最 終 的 な もの とな っ た と認 定 し た。 そ の 時 点 で の 土 地 に対 す る未 配 当 の

半分 の 利 益 の 価 格 は,2,◎50,597.50ド ル と認 定 さ れ た 。1878年3月i8Hか ら

1891年8月13臼 の 間 の使 用 及 び 占有 の 価 格 は,332,475ド ル と定 め られ た。

これ ら価 格 の 総 額 は,幾 つ か の小 さ な 晶 目に加 え て,2,483,467.99ド ル で あ
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り,こ れ に よ っ て連 邦 政 府 が 負 うべ き差 引勘 定 と して,1,689,646,50ド ル の

差 引 額 が 生 じ て い る。 合 衆 国 最 高 裁 判 所 に お い て 差 引 残 高793,821.49ド ル

が,審 査 の 対 象 とな っ て い く。 請 求 者 と連 邦 政 府 双 方 が,請 求 裁 判 所 の 判 決

を不 服 と して サ ー シ オ レ イ ラ イ を求 め て,交 互 申 立(crosspetitiOits)を 提 起

した 。 土 地 価 格 の 決 定 鷺に つ い て,シ 報 シ ョニ 族 は,管 轄 法 が 制 定 され た

1927年3月3臼 で あ る と し,補 償 金 が 中 間 使 用 及 び 占有 伽termediatettse

ancloccttpatiOlk)の 価 格 の た め に 加 え られ るべ きだ と主 張 した 。 連 邦 政 府 は,

イ ン デ4ア ン 問題 局 長 の 通 告 臼で あ る1878年3月 ユ8日説 を 主 張 した。 カ ー ド

ウ ゾ ウ判 事(Cardozo,」.)が 法 廷 意 見 を 執 筆 し,判 決 を破 棄 し,事 件 を請 求

裁 判 所 に 差 戻 す 判 決 を下 して い る。 以 下,判 決 要 旨で あ る。

(3)第 一 に請 求 裁 判 所 が,1927年3月3Hの 土 地 価 格 に 基づ い て 損 害 を

確 定 す る こ とを拒 否 し た こ とに 誤 りは な い 。 シ ョ シ ョニ 族 は,管 轄 法 は 土 地

収 用 権 の行 使 で あ って,バ ン ドの1878年3月18Mか ら1927年3月 ま で の 占有

は 不 動 産 侵 害(漉spass)で あ る と主 張 す るが,管 轄 法 は,収 用 につ い て何 ら

規 定 す る もの で は な く,単 に 適 用 し得 る法 原 則 に従 っ た請 求 に 対 す る管 轄 権

行 使 の た め の 法 廷(fOl-ttm)を 規 定 し た に 過 な い。 管 轄 法 の 下 で 裁 判 所 は,

1868年 条 約,そ の 後 の 条 約,合 意 又 は 合 衆 国 議 会 法 律 の侵 害 が 責 任(liabil-

ity)に 対 す る コモ ンur一 上 又 はエ クイ テ ィ上 の根 拠 を生 じ させ るか 否 か を審

理 す る に あ る。 第 二 に 請 求 裁 判 所 が,損 害 は イ ン デ ィア ン 問題 局 長 の通 告 構

で あ る189!年8月i3Hを もっ て 判 断 さ れ るべ きだ と し た こ と,及 びバ ン ドの

不 法 な 立 入 りが 始 ま っ た1878年 を もっ て 損 害 を判 断 し なか っ た こ とに誤 りが

あ る。1868年 条 約 は,連 邦 政 府 に 見 知 らぬ 者 が シ ョ シ ョニ の 岡 意 な く して保

留 地 内 に 定 住 若 し くは 居 住 で き な い こ と を監 視 す る義 務 を課 した もの で あ っ

て,当 該 義 務 は,決 して 履 行 され なか っ た の で あ る。1891年 の イ ン デKア ン

問 題 局 長 の 通 告 は,ア ラバ ホ の 永 続 的 占有 を認 め る と し て い るが,イ ンデ ィ

ア ン 問題 局 長 は,連 邦 政 府 の将 来 に 向 け て の 政 策 を確 定 す る権 限 を,い わ ん

や 土 地 収 用権 を行 使 す る権 限 を付 与 さ れ て は い な か っ たの で あ る。 結 局,保

留 地 の 占有 が 始 ま っ た 時 点 か ら,事 実 上 ア ラバ ホ の 定 住 が 永 続 的 な もの と し
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て 処 理 され て きた の で あ っ て,半 世 紀 の 間,合 衆 国 政 府 は,そ の 行 政 機 関 及

び 立 法 機 関 を通 して 最 初 か ら不 法 占有 とい う誤 っ た事 態 を 追 認 して きた の で

あ る。 最 も重 要 な こ とは,合 衆 国 議 会 が,1897年 及 び1905年 の 土 地 譲 渡 の 合

意 を承 認 し,2つ の 部 族 が,土 地 に対 して 同等 の権 利 を有 して き た と明確 に

認 め て し ま っ て い る こ とで あ る。 確 か に,厳 格 な 意 味 で の権 原 は,常 に 合 衆

国 に あ っ た が,シ 灘シ ョニ は 占膚 に 対 す る(当 該 占有 に伴 う収益 を受 くべ き付 随

事項 を力賦 て)条 約 に 基 づ く権 利 を有 し た の で あ る。 第 三 に 請 求 者 の 損 害 に

は,連 邦 政 府 に よ って 収 容 され た場 合,財 産 権 の価 格 を超 え て 正 当 な補 償 を

与 え るに 必 要 な 追加 額 が 含 まれ,増 加 額 は,価 格 利 益(iBterestoikehevalue)

又 は全 て の 情 況 に 照 ら して,適 切 と見 倣 さ れ るそ の 他 の 基 準 に 基 づ い て 判 定

さ れ な け れ ば な ら な い。

イ ンデ ィア ン の 向 上 及 び繁 栄 の た め に 彼 らの 財 産 及 び事 項 を統 制 し,並 び

に 管 理 す る権 限 は,さ ま ざ ま な 方 法 で,及 び 条 約 の 規 定 の効 果 を減 殺 す る

(derogate)時 に お い て さ え,誠 実 に行 使 され な け れ ば な らな い(LOiaeWolfv.

雛itchcock,!87uS.553,564,565,566。)。 合 衆 国 は,部 族 の 土 地 に 正 当 な補 償 を与

え,又 は与 え る義 務 を引 き受 け る こ とな く,部 族 の 土 地 を他 者 に 与 え,又 は

当該 土 地 を そ れ 自 身 の 臼的 の た め に 当 て る こ と は で きな い 。 蓋 し,そ れ は後

見 権 の 行 使 で は な く,没 収 行 為 と な るか ら で あ る(uniteclStatev。Creek

NatiOn,295Ur.S.!03,!iO;LaneV.PtteblOOfSantaROSa,249U.S.1!0,1!3;CherOkee

Nationv.鐵 宅chcock,i87U.S.294,307-・008.)。 略 奪 は,管 理 で は な い の で あ る

(SpoliatioflisROtmanageinent):li)判 決 は,LoneWolf-$一 件 判 決 で 展 開 さ

れ た合 衆 国 議 会 の 無 条 件 の 権 限 の 限 界 論 を展 開 した と書 え る 。

6り 蹴 ¢dStatesv.$ieasxNaljeR32)

(!)本 件 似 下,Sioas.x翫 ♂加 事件 とい う.)に お い て 合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,

合 衆 国議 会 に よ る イ ン デ ィ ア ン 問 題 処 理 に 際 し て の 合 衆 国 憲 法 修 正 第5条 に

い う 「収 用 条 項 」(TakingsCia£ise)の 適 用 可 能 性 及 びLoneWo/f事 件 判 決 で

展 開 さ れ た 無 条 件 の権 限 の 意 味 内実 に つ い て 審 理 す る こ とに な る(判 決文 は,

6頒 に及ぶ大部な もの となってい る。)。本 件 の 事 実 関係 は,以 下 の 通 りで あ る鋤 。
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1868年4月29日 の 「フ ォ ー ト ・ラ ラ ミー 条 約 」(eheFortLaran3ieTreaty,!5

Stat.635.)似 下,「1868年 条約」 とい う。)に よ っ て合 衆 国 は,ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ

(B王ack珊1s)似 下,丘 陵 ともい う。)一 一 ラ コ タ ・スー 族(LakotaSioux)の 神

話 で 母 な る 大 地,部 族 発 祥 の 土 地 と さ れ て お り,彼 ら に と っ て の 聖 地

(sacreδsi£e)で あ った を含 む グ レー ト ・ス ー保 留 地(GreatSlouxReserva-

tion)似 下,保 留地 という。)を,ス ー ・ネ ー シ ョン(SiouxNat圭o切(以 下,ネ ー

シmeン とい う。)の 絶 対 的 及 び平 穏 な使 用 並 び に 占有 の た め に保 留 し(第2条),

保 留 地 の 譲 渡 に 関 す るい か な る条 約 も,ネ ー シ ∂ン の 男 性 構 成 員 の 少 な く と

も4分 の3に よ って 譲 渡 及 び 署 名 され な い 限 り,ネ ー シffン に とっ て 有 効 な

な る もの とは 見 倣 さ れ な い と規 定 し(第12条),そ して 一 定 の 非 譲 渡 の テ リ ト

リー に お け るネ ー シesン の 狩 猟 権 を保 障 して い た 傑U条)。1876年 秋,特 別

委 員 会 に よ っ て,ネ ー シ ョン が 生 活 に 必 要 な 生 活 の糧(subsisteflce)と 引 換

に ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ の権 利 を譲 渡 し,及 び譲 渡 され て い な い土 地 で狩 猟 を行

う こ と を 内容 とす る新 た な 「合 意 」 が ネ ー シ ョ ン に示 され た1874年 夏 に

金 鉱 の 存 在 が確 認 さ れ,自 入 た ち が 丘 陵 の鉱 物 資 源 と木 材 資 源 に 囚 をつ け た

の で あ る 。 しか し,成 入 構 成 員 の たか だ か10パ ー セ ン トが,署 名 した だ

け で あ っ た。1877年2月28日,合 衆 国 議 会 は,当 該 合 意 を実 行 あ ら しめ る た

め の 法 律(19Stat.254.)似 下,「1877年 法」 とい う。)を 制 定 し,事 実 上,1868年

条 約 を廃 棄 した の で あ る。 しか し,合 衆 国議 会 は,ネ ー シ 滋ン の合 衆 国 に対

す る請 求 に 関 す る管 轄 権 を行 使 す る フ ォー ラム の 承 認 を内 容 とす る 「292◎年

6月3欝 法 」(ch.222,4!Stat.738.)似 下,「1920年 法」 とい う。)の 缶ll定に 至 る ま

で,い か な る救 済 手 段 も と ら なか っ た 。1923年,ネ ー シ ョ ン は,1920年 法 に

基 づ い て 連 邦 政 府 は 合 衆 国 憲 法 修 正 第5条 に い う正 当 な補 償 を行 う こ とな く

ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ を取 り上 げ た と して 請 求 裁 判 所 に訴 え を提 起 した 。 訴 え を

提 起 して か ら2◎年 後 のig42年 に至 っ て,よ うや く請 求 裁 判 所 は,ネ ー シ ョン

の請 求 を棄 却 した 。 そ の理 由 は,1877年 法 に よ って ネー シ ョ ン に与 え られ た

補 償 が ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ の価 格 に とっ て 適 切 か 否 か を審 理 す る権 限 は,請 求

裁 判 所 に な い の で あ っ て,ネ ー シ ョン の 請 求 は,修 正 第5条 に よ っ て保 障 さ
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れ る こ との な い 道 徳 的 な そ れ に過 ぎ な い とす る もの で あ っ た。

そ の 後,合 衆 国 議 会 は,1946年8月13田 に過 去 に生 じた 全 て の部 族 の 不 服

申 し立 て(grievalkce)を 審 理 し,決 定 す る た め の フrt-一 ラ ム を設 置 す る 「イ

ン デ ィア ン請 求委 貫 会 法 」(theindianClaimsCommissi・RAα,ch.959,60Stat.

10卿 を制 定 し た 。 法 律 の 制 定 を受 け て,1950年,ネ ー シ ョ ン は,ブ ラ ッ

ク ・ヒル ズ に対 す る再 審 を委 貝 会 に 申請 した。1954年,委 翼 会 は,ネ ー シ ョ

ン は主 張事 実 を 立 証 し て い な い とす る決 定 を下 した(Soil.lxTribev.u醸ed

States,21磁CLCommひ 簸,646(1954),6げ ♪4!46F。S購).229(Ct.Cl.,!956).)。 そ こ で

ネ ー シ 殺 ン は,委 貫 会 決 定 は ネ ー シ ョ ンの 前 任 の 訴 訟 代 理 入 の 主 張 ・立 証 が

不 十 分 で あ るが た め に 不 適 切 で あ っ た 訴 訟 記 録 に 基づ く もの で あ る と主 張 し

て,請 求 裁 判 所 に委 貝 会 の上 訴棄 却 決 定 の 取 消 の 申立 て を提 起 した。 請 求 裁

判 所 は,訴 え を認 め,委 員 会 に 当 該1954年 決 定 が追 加 され た 訴 訟 記 録 に 応 答

して い る もの か 否 か を審 理 す る よ う命 じ,1958年11月19H,委 員 会 は,事 件

の 再 開 と以 前 の 決 定 を ネ ー シ ョン の 請 求 の 訴 訟 の 実 体 的 事 項(merits)に よ

っ て 再 審 理 す る命 令 を提 出 した(SiouxTribev.unitedStates,ユ82Ct.α.9!2

(!968).)。 こ れ を受 け て,ネ ー シ ョン は,1877年 法 は正 当 な 補 償 を 支 払 う こ

とな くブ ラ ッ ク ・ヒル ズ を収 用 した もの で あ る と主 張 す る修 正 され た 申 立 て

を提 出 し,連 邦 政 府 との 間 に激 しい 論 争 が展 開 さ れ,1968年10月 に 至 っ て,

以下 の3点 に わ た る 問 題 点 を ブ リー フ ィ ン グ の た め に 指 定 した 。 ① い か な る

土 地 と権 利 を,合 衆 国 は ヱ877年 条 約 に よ っ て ネ ー シ ョ ンか ち取 得 し たか,②

取 得 され た と認 定 さ れ た 場 合,当 該 土 地 と当該 権 利 に い か な る対 価 が 付 与 さ

れ た か,③1877年 法 の下 で の 連 邦 政 府 の 土 地 及 び 諸 権 利 の 取 得 に何 らの 対 価

が な か っ た場 合,当 該 取 得 に 対 して弁 済 は あ った か 。

1974年,委 翼会 は,4対1で 以 下 の暫 定 的 決 定(preliminarydecision)を 見 て

い る。 す な わ ち,第 一 に 請 求 裁 判 所 の1942年 判 決 は,既 判 事 項(郷 伽砒 磁)

の法 理 の 適 用 に よ り,ネ ー シ ョ ン の合 衆 国 憲 法 修 正 第1条 の 収 用 講 求 を禁 止

した もの で は な く,請 求 裁 判 所 は,管 轄 権 の 欠 如 に よ っ て初 期 の 訴 訟 を却 下

し,ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ の訴 訟 の 実 体 的事 項 を確 定 し なか っ た 。 第 二 に1877年
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法 制 定 に 際 して合 衆 国 議 会 は,譲 渡 さ れ た保 留 地 の 土 地 に 対 す る全 額 をネ ー

シ 旨ン に 支 払 う努 力 を怠 っ た 。 ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ と引 替 え に 連 邦 政 府 が 受 入

れ た唯 一 の 新 た な義 務 は,一 定 の 限定 され た条 件 を付 して の 生 活 の糧 をネ ー

シrvン に提 供 す る こ とで あ っ た 。 第三 に1877年 法 に よ っ て イ ンデgア ンに 付

与 さ れ た 対 価 は,合 衆 国 が 取 得 した財 産 価 値 に何 ら関 係 を もた な い もの で あ

る。 第 四 に 訴 訟 記 録 に は 合 衆 国 議 会 が,こ れ まで に ブ ラ ッ ク ・ヒ ル ズ の 価 値

に 見 合 う食 料 の価 値 を関 連 させ よ う と試 み た こ と を示 す もの は 存 在 しな い 。

そ して,委 貴 会 は,請 求 裁 判 所 の1968年 のThreeTribesOfFortBerthold

Reservatioikv.U簸itedStates(182Ct.Ci.543,390F.2d686(i968).)で 示 され た

原 則 を適 用 し,合 衆 国 議 会 は ネ ー シ 難ン の 受 託 者 と して 行 動 した とい う よ り

も1877年 法 を可 決 す るに 際 して 土 地 収 用 権 に 従 っ て行 為 を行 った もの で あ っ

て,連 邦 政 府 は イ ン デ ィ ア ン に対 して ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ の収 用 へ の 正 鑑 な補

償 を支 払 わ な け れ ば な ら な い と結 論 して い る。 委 翼会 は,1877年2月28鷺 当

時 の 冠 陵 の 公 平 な市 場 価 値 は17,leo,000ド ル で あ り,加 え て合 衆 国 に は!877

年 法 制 定 以 前 の不 法 侵 入 探 鉱 者 に よ る 金 の 採 掘 に対 し て45◎,◎oeド ル の 当 該

土 地 の 公 平 な 市 場 価 値 を もっ て責 任 を有 す る と した。 委 貝会 は,連 邦 政 府 は

1877年 法 の下 で の 義 務 に 従 っ て,何 年 に も亘 って 支 払 わ な け れ ば な ら な か っ

た 全 額 の た め に 貸 方 勘 定 を受 取 らな け れ ば な らず,こ れ ら の額 は,収 胴 時 の

被 収 用 土 地 及 び 金 並 び に 諸 利 益 の公 平 な市 場 価 値 に対 して 貸 方 勘 定 に 記 さ れ

るべ き で あ っ て,将 来 の処 置 が,そ の 記 さ れ た 額 と連 邦 政 府 が1877年 法 で 取

得 し た保 留 地 の 通 行 権(rigkts-of-way)を 算 定 す る ため に 必 要 で あ る と決 定

して い る。 こ れ に 対 して,連 邦 政 府 は,委 翼 会 決 定 を不 服 と して,① ネー シ

ョン の修 正 第1条 請求 は,既 判 事 項 及 び 争 点効(collateralestom)el)の 原 則 に

よ っ て 禁 止 さ れ て き た,② ヱ877年 法 は,正 当 な 補 償 が 為 され るべ きで あ る と

さ れ る丘 陵 の収 用 の 効 果 を持 た なか っ た と主 張 し,請 求 裁 判 所 に上 訴 し た の

で あ る。 一 方,ブ ラ ッ ク ・ヒ ル ズ ・ス ー ・ネ ー シ ョ ン 評 議 会(Black珊ls

Sl・uxNatiOftCounci9は,丘 陵 を売 却 す る意 図 の な い こ と を鮮 明 に し,ワ シ

ン トン に代 表 を送 り,合 衆 国 議 会 が 法 案 を可 決 す る ま で委 翼会 と請 求 裁 判 所
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に対 して 処 理 を一 時 停 止 す る よ う申 入 れ て い る。

1975年,請 求 裁 判 所 は,訴 訟 の実 体 的 事 項 に 立 入 る こ とな く,ブ ラ ッ ク ・

ヒ ル ズ の 請 求 は,請 求 裁 判 所 の1942年 判 決 の 既 判 事 項 の効 果 に よ っ て禁 止 さ

れ て い る と判 示 した 。 裁 判 所 の 多 数 意 見 は,提 示 され た 闘 題 の 実 際 の 影 響

は,受 くるべ き利 益 の 裁 定 額 が,イ ン デ ィア ン に と っ て有 効 か 否 か の決 定 に

限 定 さ れ る と した の で あ っ た 。 この こ とは,政 府 は ネ ー シ ョ ンが ブ ラ ッ ク ・

ヒル ズ を イ ン デ ィ ア ン請 求 委 員 会 法 第2条 の 下 で 利 益 を得 る こ とな く損 害 を

与 え られ た 不 公 平 で 不 名 誉 な処 理 の過 程 を通 して 取得 した とい う委 員 会 の 判

示 事 項 を,上 訴 す る こ との連 邦 政 府 の不 首 尾 に起 因 す る もの で あ っ た。 裁 判

所 は,本 件 に お け る公 平 且 つ 名 誉 あ る処 理 の 欠 敏 は 明 らか で あ って,ネ ー シ

ョ ン は,1877年 法 制 定 以 前 の 引 渡 さ れ た 土 地 及 び不 法 侵 入 した 採 鉱 者 に よ っ

て 持 ち去 られ た金 に対 し て,少 な く と も17,500,000ド ル の 裁 定 額 の 権 利 を付

与 さ れ る と判 示 し て い る。 ま た,裁 判 所 は,大 統 領 グ ラ ン ト(Ulyss¢$S.

Grant,1822-85)の 不 誠 実 姓iに雷 及 し,連 邦 政 府 の 丘 陵 へ の 不 法 侵 入 者 の 立 入

を防 止 す べ き条 約 上 の義 務 を履 行 せ ず,丘 陵 の 売 却 に 同 意 す る よ う食糧 供 給

を止 め る とい う強 迫 を用 い た と し,「 不 名 誉 な 処 理 方 法 の よ り老 練 且 っ 極 端

な事 例 は,た ぶ ん,決 して わ れ わ れ の 歴 史 の 中 に 見 出 さ れ な い で あ ろ う。」

と結 論 して い る。 に も拘 らず で あ る。 請 求 裁 判 所 は,ネ ー シ 曇 ンの 収 矯 請 求

の 実体 的 事 項 は,1942年 に結 論 に 達 して い た と判 示 した の で あ る。 請 求 は,

既 判事 項 の 壁 に よ っ て 拒 まれ た の で あ る。 裁 判 所 は,利 益 は イ ンデ ィ ア ン請

求 委 員 会 法 に従 っ て取 得 され た 審査 に よ っ て ネ ー シ ョ ンに 与 え られ 得 ず,合

衆 国議 会 が こ の 状 況 を矯 正 し得 る と して も,裁 判 所 は矯 正 で きな い と した の

で あ る 〈URitedStatesv.SiouxNatlOn,207Ct.Cl.234,237-4!,518F.2di298,i299-

!3◎2(1975>.)○

(2)ig78年3月B臼,合 衆 国議i会 は,請 求 裁 判 所 が 既 判 事 項 及 び 争 点 効

の抗 弁 に 関係 な く,!877年 法 は ブ ラ ッ ク ・ヒル ズの 収 用 を遂 げ た とす る委 員

会 判 断 の 実 体 的 事 項 を 審理 で き る とす る1946年 の イ ン デKア ン請 求 委 翼 会 法

の 改正 法(Puh.L.NO.95-243,92Stat.153.)を 可 決 させ た 似 下,「1978年 法」 とい
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う.)。1979年,同 法に従 って事件 を審理 した請求裁判所は,i877年 法はブラ

ック ・ヒルズ並びに保留地の通行地役権の収用を遂げたとす る委翼会決定を

維持 した(!877年 法は,イ ンディアンの財産に対する合衆国議会の土地収用権の行使に

幽たる)。しか し,1877年 以前のブラック ・ヒルズからの金の採鉱 もまた収用

に当たるとした委員会決定は,こ れを覆 し,金 の価値は,ネ ー ションへの弁

済の範疇には入らないとしている。請求裁判所は,ネ ーシwン は,1877年 以

降,年5パ ーセン トの割合 で最高額17,100,000ド ルの裁定額 を受取る権利 を

付与されると判示 したのである(220Ct.Cl.442,452-65,601F.2d.1157,1!62-70

(獅9).)。合衆国最高裁判所は,連 邦政府か らのサーシオレイライの請願 を

受理 し(鰯US.989(!979).),事 件は,合 衆国最高裁判所によっていよいよ最

終的解決にむけて審理が開始されたのであった。合衆国最高裁判所は,最 初

のネーシffン による訴訟提起か ら半世紀以上 も経過 した1980年6月30M,こ

れまで提起された重要な憲法上の問題 長い問のネー シ遡ンの関心事 であ

るのみなちず,連 邦政府にとっては重要 な経済的意味をもつ問題 を審理

し,ブ ラック ・ヒルズの合衆国による収用は,合 衆国憲法修正第5条 に違反

する最 も長期に亘 る不名誉な処理であると断罪し,連 邦政府にネー シwン に

対す る105,0◎0,000ド ルの損害賠償 を命 じた。ブラックマン判事(BエackmuR,

」.)の執筆による法廷意見は,以 下の通 りである。

(3)合 衆国に対するコモンンw一 上の請求の有効性を拒否する以前の司

法判決の既判事項の効果の権利放棄を構成するものとしての合衆国議会によ

る1978年 法の制定は,合 衆国議会が請求裁判所の初期の判決 を単なる勧告的

意見にすることによって司法判決の最終性 を侵害 したことを理由に,若 しく

は合衆国議会が請求裁判所 にブラック ・ヒルズの実体的事項を決定するため

の管轄権 を認めることによってその権限を鍮越 したことを理由に,権 力分立

の原則を侵害 した もの ということはできない。合衆国議会は,合 衆国の負債

を定義 し,弁 済するための憲法上認められた広範な権限に基づいて,歳 出を

指図す るのみならず,合 衆国に対す るその他の点で有効な防禦権を権利放棄

することによって,道 徳的負債 を弁済すべ き合衆国の義務 を承認 し得 る。ネ
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一 シ ョ ンが
,1978年 法 の制 定 に 続 い て 請 求 裁 判 所 に 再 度 訴 え た 時,ネ ー シur

ン は,新 た な法 律 上 の 権 利 の 司 法 に よ る執 行 を求 め た の で あ る。 合 衆 国 議 会

は,請 求 裁 判 所 の 新 た な実 体 的 事 項 の 審 理 の結 論 を指 図 し よ う と試 み たの で

は な い鋤 。

請 求 裁 判 所 は,1877年 法 が イ ン デ4ア ン の財 産 に 対 す る合 衆 国議 会 の 土 地

収 用 権 の行 使 に 当 た る とす る結 論 に至 るに あ た っ て,当 該 裁 判 所 の1968年 判

決 で あ るThreeTribesofFortBertboldReservationv.UnitedStates似

下,Fo#挽 廟0/冨 事件 とい う。)(182Ct。 α.543,390E2d686(i968).)で 展 開 さ れ た

「信 義 誠 実 の 努 力 」 テ ス ト("go◎dfaitheffort"test)に 依 拠 して い が 似 下,汐

オー ト ・バー ソル ド・テスM(FortBertholdtest)と い う。),当 該 テ ス トは,当 法

廷 の 判 例 を2つ の系 列 に ま とめ るた め に案 出 さ れ た もの で あ る。 第 一 の 系 列

は,「 合 衆 国 議 会 は,イ ン デ ィ ア ンの 利 益 に 対 す る後 見 権 の 行 使 た め に 彼 ら

の財 産 に至 高 の権 限 を有 し,当 該 権 限 は,イ ンデ ィ ア ン との条 約 の 厳 密 な文

言 に 反 した と して も含 意 さ れ る」 こ と を 認 め た1903年 のLonePt/o/f事 件 判

決(187U.S.553,365(1903).)に そ の典 型 を見 出 す こ とが で き る。 第 二 の 系 列

は,合 衆 国 議 会 に イ ン デ ィ ア ンの 財 産 に対 す る至 高 の権 限 を認 め た が,「 合

衆 国 は,部 族 の 土 地 に正 当 な補 償 を与 え,又 は 与 え る義 務 を引 き受 け る こ と

な く,部 族 の 土 地 を他 者 に 与 え,又 は 当 該 土 地 を そ れ 自身 の 図的 の た め に供

す る こ とは で きな い。 蓋 し,そ れ は 後 見 権 の行 使 で は な く,没 収 行 為 とな る

か ら で あ る。 略 奪 は,管 理 で は な い の で あ る。」 と判 示 し た1937年 のSho・

skoreeTribe事 件 判 決(299US.476,498(ユ937).)に その 典 型 が 見 出 さ れ る。

フ ォー ト ・バ ー ソル ド ・テ ス トは,い ず れ か 一 方 の 原 期 が 適 用 さ れ る事 案

を そ れ ぞ れ に 区別 して い る。 す な わ ち,請 求 裁 判 所 は,「 合 衆 国 議 会 は,①

イ ン デ ィ ア ンの 利 益 の ため 受 託 者 と して行 動 し,イ ンデ ィ ア ンの 最 善 の 利 益

に繋が ると考 えてインディアン及び彼 らの財産に対 し無条件の権限を行使す

ること,及 び ②土地収用権 とい う主権的権 限を行使 し,合 衆国憲法修正第

5条 が許す範囲内でインデgア ンの財産 を収用す ることを同時並行的に行 う

ことはできない。合衆国議会が,イ ンディアン入民に関 して行為する所与の
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情況において,当 該議会は,い ずれか一方の責任能力において行動 してきた

のである。合衆国議会は,2つ の幅子を持ち得 るが,同 時に2つ の帽子は被

れないのである。裁判所は,合 衆国議会がいずれの責任能力において行為 し

ているかを確定 し得るよう何 らかの指針を確立しなければならない。以下の

指針が,合 衆国議会の2つ のタイプの行為の間の基本的区分 にとって最善で

ある。すなわち,合 衆国議会が,イ ンディアンに対 して土地の完全なる価値

伽Uvぬe>を 与え りために信義誠実の努力を行い,そ してそれ故に財産 を土

地 か ら金 銭(money)に 転 換 す る(traRsmute)に 過 ぎ な い場 合,そ こ に は 収 用

は存在 しない。これは,単 なる財産の鐙換(substitution)若 しくは形態の転

換(chaitgeoffOrm)で あって,受 託者の伝統的な機能である。」(182Ct.Cしat

553,390F.2d,a宅69!.)。(下線筆者)

ところで,本 件 において上訴人たる連邦政府は,「法律 の制定が部族の福

利を促進するために意図されたもの と合理的に結論 される場合,合 衆国議会

は,部 族の財産を管理するために無条件の権限の範囲内で行動 しているもの

と推定されなければならない。」 との自らの主張の根拠 として,「 当法廷は,

合衆国議会は不服申立てが行われたインディアンの取扱いにおいて完全なる

誠意をもって行動 し,連 邦政府の立法機関は,そ の最善の判断を前提におい

で行使 した と推定 しなければな らない。」 とい うLone鞠 グ事件 の判文

(187U.S.,a毛568.)を引用 している。 しか し,第 一にLoneWo/f事 件は,合 衆

国議会がインディアンから条約に基づ いて取上げた土地のために,「適切な

配慮 を与えることを企図 した」事態 を提示 したものである。対照的に本件

i877年 法制定 の背景には,「合衆国議会が 『適切 な配慮』 を与え るこ とを

『企剛 せず」,有 意味な交渉若 しくは対等な交渉 もなく,更 には合衆国議会

が,「 公平 な価格 の支 払い」 と見倣 さなか った事 態が存在 す る。第二に

Lovee翫 ガ 事件で争点 となった法律の規定について当法廷 は,「争われてい

る合衆国議会の行為は……インディアン部族の財産に対する投資の単なる転

換に過 ぎない。」 と合理的に結論す ることが可能であった。対照的に,ブ ラ

ック ・ヒルズを入植者に解放 した歴史的背景及び1877年 法の条文の文言 自体
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か らして,当 該法律が,「 インディアン部族の財産に対す る投資の単なる転

換」に終 わる もの であ ると,何 入 も結論 し得 ない ところであ る。第三 に

加 瑠 防 ゲ事件判決における当法廷の見解は,「合衆国議会は,事 項につい

て完全なる権限 を有する」 との判断に基づ いているのであって,当 法廷の合

衆国議会の誠実性の推定は,イ ンディアン ・ネー ションと合衆国 との関係は

政治的問題であって,司 法審査に服さないという観念に多くを依 っている。

第四に政治的聞題に書及 した後に,LoneWo/f事 件判決の法廷意見は,合

衆国議会の権 限行使がインディアンの権利侵害 となる場合,「 救済は裁判所

ではなく,当 該機関への訴えによって求め られなければな らない。」ことを

示唆 している。LoneWo/f事 件 とは異な り,本 件は,ネ ー ションが合衆国

議会か らの救済(redress)を 求めた事件であって,立 法機関が,裁 判所に問

題 を解決す ることを付託 したものである。合衆国議会が,連 邦政府の主権免

除(GQvernment'ssovereig摂 簸m瀾lty)を 権利放棄 し,明 らかに収用問題の解

決 を裁判所 に指図 した場合,Lone恥 グ事件判決で展開された原理 を適用

す る理由はない。

確かに,条 約に基づいて保障された財産の収用が争われた場合,審 理す る

裁判所は,部 族の土地が部族の問題 を統制 し,及 び管理する合衆国議会の権

限に服すことを認めなければならないが,同 時に裁判所は,当 該合衆国議会

の権限は絶対的ものではな く,合 衆国議会は部族を保護及び促進す るための

全ての適切な手段 を拡大する一方で,後 見権に固有するところの限界並 びに

直接関係のある憲法上の制約に服す ことをも認識しなければな らない。

本件における請求裁判所の審理は,適 切な法的判断基準に基づいて行われ

たか。答えは,請 求裁判所が以下のように判示 しているところか らして,イ

エスである。すなわち,Fo7洗 醜励oZ4事 件判決 で言及された 「信義誠実の

努力」 と 「財産の転換」(traRSInutatiolkofproperty)の 概念は,同 じコインの

両面である。それらは,受 託者は彼が公平に(或 いは誠実に)被 後見入に同等

の価値 を有する財産 を提供 しようと試みる限 り,信 託資産の形態を転換 し得

るという伝統的な準則を反映するものである。受託者がそのように行為 を行
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っ た場 合,当 該 受 託 者 は,あ とか ら の 観 察(hkidsight)が 正 確 な 等 価 を立 証

しな い 限 り,過 失 を犯 した とは見 倣 され 得 な い 。 他 方,受 託 者 域 いは インデ

ィアンを処理す るに際 しての連邦政府)が,被 後 見 入 か ら取 得 し た と こ ろ の もの

の公 平 な る 等価 を 当該 被 後 見 人 に 与 え よ う と試 み なか った 場 合,受 託 者 は,

そ の 範 囲 で 被 後 見 人 の 財 産 を転 換 し た と轡 う よ り も,取 り上 げ た こ とに な

る。 換 言 す れ ば,フ ォー ト ・バ ー ソル ド ・テ ス トに従 っ た場 合 の 審 理 の 本 質

的 要 素 は,連 邦 政 府 が そ の 獲 得 した イ ン デ ィ ア ンの 土 地 の ため に 与 え た対 価

の適 切 性(adequacyo'fconsideration)を 決 定 す るに あ る(220Ct.Cl.,at451,601

F.2d,at!!62.)。

次 に 当法 廷 は,1877年 法 は 収 用 に 当 た る と結 論 す る に 当 た っ て,請 求 裁 判

所 が行 っ た事 実 認 定 の 当 否 を審 理 す る。 第 一 に 請 求 裁 判 所 は,連 邦 政 府 が ネ

ー シ ョ ンの 土地 を取 り上 げ た 対 価 と して 与 え た もの は
,当 該 ネ ー シ 藁ンが 自

足 で き る ま で の 生 活 の 糧 の み で あ る と認 定 して い るが,そ れ は,訴 訟 記 録 か

ら して 明 らか で あ る。 第二 に 請 求 裁 判 所 は,歴 史 的 記 録 を調 べ 上 げ た 上 で,

1876年 秋 の合 意 内 容 を ネ ー シ ョン に 提 示 した マ ニ ペ ニ ー 委 員 会(Manypeimy

CO1・tmaission)のみ な らず,1877年 法 を承 認 し た合 衆 国議 会 の 委 員 会 及 び合 衆

国 議 会 の 会 議 場 で 当 該 立 法 に 賛 同 した議 員 も,ブ ラ ッ ク ・ヒル ズ の譲 渡 と引

換 に約 束 され た生 活 の 糧 が 等 価 の もの で あ る とは 信 じて い な か っ た と認 定 し

て い る。 こ の認 定 は,連 邦 政 府 に よ っ て 争 わ れ て は い な い 。 第 三 の 認 定 は,

連 邦 政 府 に よ る イ ンデ ィ ア ン へ の 生 活 の糧 の 提 供 は,イ ン デ ィ ア ン が権 利 放

棄 す る土 地 に見 合 う もの を 与 え る とい う よ り も,ネ ー シ 藁 ン を して合 衆 国 議

会 の 要 請 に 従 う よ う強 制 す るた め の 手 段 で あ っ た と い う事 実 で あ る。 か か る

認 定 は,当 法 廷 が本 件 に 類似 す る事 件 で あ っ たChoctawNationv.United

States(!19U.S.!(1886).)チ ョ ク トー ・ネ ー シ ョン(ChoctawNatiOR)を

条 約 で保 証 され た 土 地 か ら,i年 間 の生 活 の 糧,新 た な保 留 地 で の家 畜 及 び

改 良 工 事 へ の 支 払 い並 び に20年 間 の1年 当 た り20,00◎ ドル の年 金 と引換 に 強

制 移 住 させ る条 約 が 争 わ れ た事 案 で行 っ た認 定 に 完 全 に一 致 す る もの で

あ る。 当 該 事 件 判 決 の 中 で,当 法 廷 は,「 こ れ ら の 支 払 い は,譲 渡 さ れ た 土



ア メ リカ ・インディア ン法におけ る儒託責任 の法理(上)」 紛 嚢

地の価格 として行われたものであるとい うことが条約に現われている。そし

てこれらの支払いは,合 衆国政府がインディアンの新たな家への移住に関 し

て,当 該政府の政策を履行する目的のために負 うところの出費の全額であ

る。条約によって譲渡された土地の価格の考慮 として,そ れ らは,貧 弱な施

しと見倣 さざるを得ない。」(ld.at38.)と 判示 したが,上 記判決は,歴 史的

背景に照らして,合 衆国議会が価値ある土地からネーションを移住 させ た本

件に完全に適用 されるところである35)。(下線筆者)

III合 衆国対 ミッチェル事件
一一金銭賠償 をめ ぐる判例法理の展開一

1「 タッカー法」及び 「インディア ン ・タッカー法」 と主権免除

(1)こ こで以下に取 り扱 う金銭賠償(moweydamage)を め ぐる事案 を理

解するにあたって,イ ンディアン部族がいかなる方法乃至手続で合衆国を相

手に金銭賠償 を求めて訴訟を提起 し得 るかに関し,1887年 に制定 された 「タ

ッカー法」(theTuckerAct)36)及 び1946年 に制定 され た 「インディアン ・タ

ッカー法」(theIikdianTuckerAct)37)並 びに主権免除の問題 に言及する必要

があろ う。

周知の如 く,合 衆国は,そ の同意なくして自ら国内裁判所で訴 えられない

という原則 個 内法上いうところの主権免除の法理)は,確 立 した法理であっ

て38>,1855年 の 「合衆国に対する請求 を審理す るための裁判所を設置す る

法律」39)によって,上 院の助言 と承認を得て大統領が任命する3人 の裁判宮

で構成され る 「請求裁判所」が設置されるまでは,連 邦政府の行為によって

何 らかの権利侵害を受けた場合に,自 らの救済の訴えを提起 しようとす る者

は,合 衆国議会による救済手段に訴えざるを得 なかった。同法第1条 第2文

は,「請求裁判所は,合 衆国議会法律,行 政府の定める行政規則又は合衆国

政府 との明示の若 しくは黙示の契約 に起因する全ての請求を……審理 し,決

定するものとする。」 と規定 し,同 法第7条 は,請 求裁判所はその訴訟手続に

関する記録 を保存 し,合 衆国議会の各々の会期の開始時及び合衆国議会の会
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期中の月の初めに,当 該裁判所が審理 した事件 を証拠に基づいて認定 した事

実について,意 見及び意見についての理由を付 して,合 衆国議会に報告 しな

ければならない と定めている。第7条 に関連 して重要なことは,同 法第9条

が請求裁判所の判決は合衆国議会による正式な承認を待 って初めて確定す る

旨を規定 していることである。すなわち,第 一に請求裁判所が設置されたも

のの,合 衆国議会が,請 求裁判所の判決の最終的審査権 を有 しているとこ

ろ,当 該請求裁判所は,合 衆国議会の責任 を解決 し得なかったのであ り,第

二に請求者は,合 衆国議会 と請求裁判所の両方に自らの請求を説かなければ

ならなかったのである。かかる手続上の欠陥は,1863年3月3臼 の 「1855年

2月2媚 に承認 された 『合衆国に対する請求 を審理す るための裁判所 を設置

す る法律』を改正す るための法律」似 下,「1863年渕 という.)鯛 によって解

消されることになる。すなわち,同 法第3条 第1文 で請求裁判所の管轄事項

を拡大す る とともに 傑!条 で蜘 棺 を2名 増員している.),同 条 第3文 は,

1861年 の大統領 リンカーン(AbrahamLincoln,!809-65)の 勧告に基づいて41),

請求裁判所の判決 を最終のもの とす ると定めている。そして同法第5条 は,

請求裁判所の最終判断に対 して,当 事者のいずれか一方による合衆国最高裁

判所への上訴 を認めたのである。更に1887年3月3臼,合 衆国議会は,下 院

議翼 ジrvン ・R・ タッカー(Johi3Randolph騒cker)の 法案提 出に基づいて,

請求裁判所の管轄権 に修正 を加えた 「合衆国政府に対す る訴訟提起 を規定す

るための法律」(タッカー法)鋤 を制定 している。同法第 ユ条は,請 求裁判所

に合衆国議会法律 行政府の定める行政規則若 しくは合衆国政府 との明示の

若 しくは黙示の契約に基づ く請求,又 は損害の額が法的に決定され,若 しく

は決定されない不法行為(tOi't)に 基づかない事件における損害賠償に対す

る損害賠償 を審理 し,決 定す る権 限 を付与 し,同 法第2条 は,請 求額が

1,0◎◎ドルを超えない請求に対 して合衆国地方裁判所に請求裁判所 との競合

管轄権(COflcurrelltjurisclictiOR)を認めている。タッカー法は,上 記事由に基

づ く合衆国に対す る金銭賠償請求に対する主権免除を権利放棄する管轄権法

と書えるのである。因みに同法第1条 は,合 衆国法律集第28編 第1491条 の礎
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石 となってい く。

(2)1863年 法の条文 を追ってい くと,第9条 が,請 求裁判所の管轄権は

インディアンとの条約に基づ く連邦政府に対する請求に管轄権は及ばないと

規定 していることに気づかされる。条文上は,条 約に基づ くインディアン部

族の請求のみを明確に排除 しているが,連 邦政府に対する全ての部族の訴訟

が,事 実上禁止され るもの と解 されていたのである麹。その結果,例 えば

Siozfx1物 劾難事件 で見た192◎年6月3日 制定の 「インデ ィアンのスー族の

請求裁判所への請求提起 を承認す るための法律轡 〉の ように,各 々の部族

が,請 求裁判所に合衆国を相手に訴訟を提起 し得るためには,合 衆国議会に

よる特別の管轄立法の制定を待 たざるを得 なかったのである鯛。!946年8

月!3Uに 至 って合衆国議会第79議 会第2会 期 は,所 謂 「インデKア ン請求委

員会法」46)を制定 した。同法第2条 は,イ ンデdア ン請求委員会 似下,委 員

会という。)は,合 衆国又はアラスカのテ リトリー内に居住す るインディアン

の部族若 しくはバン ド若 しくはその他のアメリカ ・インディアンと同一であ

ると見倣 し得 る団体のために,合 衆国に対する以下の請求を審理 し,及 び裁

決するものとすると規定 している。①合衆国憲法,連 邦制定法又は合衆国と

の条約及び大統領命令の下で生ずるコモンロー上若 しくはエクイティ上の請

求。②合衆国が,訴 訟に従 うべ き場合,請 求者が合衆国の裁判所において訴

訟を提起する資格があると解 される事項に関する不法行為 と見倣 され るそれ

を含む コモンロー上及びエ クイティ上のその他の全ての請求。③請求者 と合

衆国 との間の条約,契 約及 び合意が,詐 欺,強 迫,不 当な約 因(URC◎RsciO-

nableconsideration),相 亙の錯誤若 しくは一方の錯誤に基づ いて変更 され る

べ き場合,法 律上であれ,事 実上であれ,又 はその他の理由であれ,衡 平裁

判所(c・urtεqUity)に より審理 され るべ き請求。④請求者によって同意され

た土地に対する補償 を支払 うことなしに,請 求者によって所有若 しくは占有

された土地 を,合 衆国が,譲 渡条約の結果 としてであれ,若 しくはその他の

方法 としてであれ,取 得 したことにより生ずる請求。⑤コモンロー若 しくは

エクイティの現行の準則によって認め られていない公正且つ名誉であるとさ
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れ る 取 引(fairandh㈱ 獄bledealing)に 基 づ く請 求 。 そ し て,本 法 の 承 認

[Z946-OP]以 後 に 生 ず る い か な る 請 求 も,委 貫 会 に よ っ て 審 理 され な い もの

とするとしたのである。そして,請 求裁判所 との関連で書えば,同 法第2◎条

が,請 求を審査するに際 して委貝会は,い かなる指図が請求に対す る適切な

る処分であるかに関する法律の明確且つ明瞭な問題を,請 求裁判所にいかな

る時でも意見確認するす ることができる。請求裁判所は,確 認された問題に

関す る適切な指図を与え,及 び委貝会に請求 を更に審査に服すために当該指

図を送達することがで きると規定 している。この法律で注躍すべ き条項が,

言 うまでもな く時 としでインデ4ア ン ・タッカー法と呼ばれる第24条 の規定

である。Eく,「 請求裁判所の管轄権 は,本 法の承認[1946年]以 後,合 衆

国又はアラスカのテ リトリー内に居住するインディアンの部族若 しくはバン

ド又はその他のアメリカ ・インディアンと同一であると見倣 し得る団体のた

めに,合 衆国憲法,法 律,合 衆国 との条約又は行政府の定める行政規則……

に基づ く合衆国に対する全ての請求に及ぶもの とす る。……但 し,本 条のい

かなる規定 も,合 衆国とインディアンの部族若 しくはバン ド若 しくは団体 と

の信認関係又はその他の関係を改変する もの と解釈 されてはならない。」(下

線筆蒋)。第24条 は,合 衆国法律集第28編 第1505条 に編入されていく。

(3)!946年8月/!3H以 降 の イ ンデ ィ ア ン 部 族 の 連 邦 政 府 に対 す る請 求 に

適 用 され る こ と と な っ た イ ンデ ィ ア ン ・タ ッカ ー 法 は,蟻 該 部 族 に タ ッカー

法 の 下 で講 求 裁 判 所 に お い て 一 般 霧 民 に 認 め られ る と同一 の 権 利 を与 え る こ

と を意 図 した も の と解 釈 さ れ鋤,ま た,タ ッ カー 法 は,連 邦 政 府 の 主権 免 除

を権 利放 棄 した もの と解 さ れ て きた の で あ る姻 。 そ して合 衆 国 議 会 は,イ ン

デ ィ ア ン ・タ ッ カー 法 も ま た,主 権 免 除 の権 利 放 棄 を 意 図 す る もの で あ る と

理 解 し劒,か か る点 に 関 し,請 求 裁 判 所 は,例 え ばN3vajoTribev.U虚 磁

States醐 で 同 様 に解 して い た の で あ る。

しか し,合 衆 国最 高 裁 判 所 は,1976年 のU賦edStatesv.TestaR似 下,

鴛 蜘 屑 辮 とい う.)鋤 で,タ ッ カ ー 法 は 同 法 に 定 め られ た い か な る請 求 に 関

して も主権免除を権利放棄 してはいないと明確 に判示 したのである。連邦政
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府 は,7認 観 事 件 判 決 に お け る ブ ラ ッ クマ ン判 事(Blacknxm,」.)の 手 に な

る解 釈 を以 下 に 詳 述 す る 「ミ ッチ ェ ル 事 件 訴 訟 」 に お い て 展 開 して い くこ と

に な る。

2り 寵 磁$撫 糖$v。 鋪 驚曲 艘鑓鋤

(1)本 件 似 下,Mitc/2e//!事 件 とい う。)の 事 実 関 係 は,以 下 の 通 りで あ

る。1855年7月1H,合 衆 国 と ク イ ン ノ ー ル ト(QtiiRaglt,師 一翻 畷t)及 び

ク イ リュ ー1・(Quileute,QUil-leh-gte)の 部 族 及 び バ ン ド と の 条 約(12Stat.

971.)で イ ン デ ィア ン は,ワ シ ン トン準 州 の オ リン ピ ッ ク半 島(OlympicPen-

i!ksula)の 広 大 な 土 地 を合 衆 国 に 譲 渡 し,合 衆 国 は,イ ン デgア ンの た め に

保 留 地 を 設 定 す る約 束 を した 。X861年 に約10,000エ ー カー の保 留 地 が,当 該

部 族 の た め に 暫 定 的 に 選 択 され たが,こ の 土 地 は,規 模 が 小 さ く森 林 で 形 成

され て い た が ため,彼 ら部 族 に とっ て好 ま しい もの で は な か っ た。 そ の 後

ク イ ン ノー ル ト族 の 担 当官 は,海 岸 部 に 居 住 す る部 族 は,そ の 生 活 の糧 の 多

くを海 域 に 頼 っ て い る こ と を理 由 に,彼 ら の 漁欝 に 適 した保 留 地 を選 択 す べ

き で あ る 旨の 忠 告 を行 っ た 。 この 忠 告 に 基 づ い て,1873年U月4Nの 大 統 領

グ ラ ン トの命 令 に よ っ て,ワ シ ン トン準 州 の 海 岸 に 沿 っ て約2◎0,00◎ エ ー カ

ー の 土 地 が,イ ン デKア ン保 留 地 に 指 定 さ れ た(ホ ー 族 僚oh)と クイー ト族

(Queet)の インデ ィア ンが力賦 られ ている。)。こ の 土 地 の 大 部 分 は,巨 大 な針 葉

樹 に 覆 わ れ た 多 雨 林 で形 成 され て い た 。1905年 に 入 る と連 邦 政 府 は,1887年

制 定 の 一 般 土 地 割 当法(24Stat.388(codlfiedasameitdedat,25US£.§33!et

seq.))に 基 づ い て,ク イ ン ノー ル ト保 留 地(QuiikaL{1tReserxration)似 下,保 留

地 とい う.)を 個 々 の イ ン デdア ン に信 託 保 有 で 土 地 割 当 を開 始 した(ま た!91i

年3月 蝦 の 汐 インノール ト土地割当法」(ck.246,36Stat.isc5.)を 見 よ.)。 当初,

連 邦 政 府 は,保 留 地 の 森 林 地 域 を農 業 及 び放 牧 に適 さ な い と して 割 当 て な い

旨 を 決 定 し て い た が,1924年,合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,U賦 εdStatesv.

P3yne(264u.s.446)で イ ンデgア ン の ため に 保 留 さ れ た 土 地 の 性 格 は 一 般

土 地 割 当法 に よ っ て制 約 さ れ な い 旨 の判 決 を下 した 。 そ の 後,保 留 地 の森 林

地 が,割 当 て られ た 。 結 果,1935年 ま で に全 保 留 地 は,2,340の 信 託 土 地 割
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轟地(t・・ust段llotm磁)に区分 されたが,そ の多 くは,森 林地であった。およ

そ保留地の3分iは,信 託か ら外れたが,土 地の大部分 は,信 託に付された

ままであった。

土地割当地の森林資源は,長 い間に亘 って内務省によって管理 され,内 務

省が,イ ンディアンの森林地の伐採に関し総合的な規制を行い,内 務長富が

保留地の森林の売却 に関 し広範な権限を有 している(合 衆国法律集第25編鋤06

条,鋤07条)。 森林の売却は,「 インディアン所有者及び相続人の必要性 と最

善の利益 を考慮 して行 われなければなら」ず(25U.S℃.§ §406(a),407.),合 衆

国議会は,全 てのインディアンの森林地が持続的生産可能なように管理する

よう内務長官に指図する 恰 衆国法律集第25編第466条)。これ らの規定に従 って

内務長官が,イ ンディアンの森林地の管理を統べ る詳細な行政規則 を定めて

きてお り(連 邦行政命令集25編第163章(1983年)),イ ンデKア ンの被割 当入に支

払われるべ き収入か ら管理手数料 を控除す る権 限が与えられている 恰衆国

法律集第25編第4◎6条第a項,第4!3条)。

本件の被上訴入は,保 留地の土地割幽地に利益 を有 している1,465人 の個

入,保 留地被割当人協会及び割当地 を持っているクインノール ト族である。

1971年,被 上訴入は,合 衆国法律集第28編 第1491条 及 び第1505条 に基づ い

て,保 留地の森林地の広範囲にわたる荒廃 と不当な管理 を理由に,合 衆国に

対 して損害賠償 を求めて,4つ の訴訟を請求裁判所に提起 した 醗 合審理)。

因みに一般土地割当法第1条 は,大 統領に保留地に居住する個々のインデK

アンに,農 …業用土地80エ ーカー又は保留地内に見出され る放牧用土地!60エ

ーカーを割当てる権限を付与 し(24Stat .388(codifiedasamendedat25U.S.C.§

331).),同 法第5条 は,「 内務長官による本法に定め られた土地割当の承認に

当たっては,内 務長官は,そ の承認にために法的効力 をもつ公有地譲渡証書

を被割当入名義で発出し,合 衆国が割幽てられた土地 を,割 当を受けたイン

ディアンの又は当該インディアンが死亡 した場合 は当該土地の所在する州若

しくは準州の法律に従 って,当 該インディアンの相続入の専用及び利益のた

めに,25年 間の期聞で信託保有する旨を宣言するものとし,当 該信託期闘の
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終 了 に 際 して合 衆 国 は,当 該 信 託 が 解 除 さ れ た,一 切 の 担 保 権 及 び 土 地 に対

す る負 担 の な い 単 純 不 動 産 と して 当 該 土 地 を譲 渡 証 書 に 基づ い て,当 該 イ ン

デ ィ ア ン若 し くは 上 に規 定 した 当該 イ ン デ ィ ア ンの 相 続 入 に 引 渡 す 旨 を宣 雷

す る もの とす る。 但 し,合 衆 国 大 統 領 は,い か な る場 合 で も そ の 自由 裁 量 に

基 づ い て,上 記 信 託 期 間 を延 長 し得 る もの とす る。 信 託 期 間 満 了前 に 本 法 に

基 づ い て 設 定 さ れ,及 び割 当 て られ た 土 地 につ い て 何 らか の 譲 渡 が 行 わ れ,

又 は 当 該 土 地 に 係 る何 らか の 契 約 が 行 わ れ た 場 合,当 該 譲 渡 若 し くは 契 約

は,完 全 に 無 効 で あ る。」 と定 め て い る(24Stat。389(codifiedasainεRdedat25

US.C.§348).)。 ま た1934年 に 制 定 さ れ た イ ン デ ィ ア ン再 組 織 法 第2条 は,

「全 て の イ ン デ ィア ン の 土 地 に 設 定 さ れ た既 存 の信 託 期 間 及 び 譲 渡 に つ い て

付 され た全 て の 制 限 は,合 衆 国議 会 に よ る何 らか の指 図 が あ る まで 本 法 に よ

っ て延 長 さ れ,及 び 継 続 さ れ る も の とす る。」 と定 め て い る(48Stat.984

(co(lifiedat25U.S.C.§462).)。

(2)訴 訟 が 提 起 さ れ て か ら6年 後,合 衆 国 は,請 求 裁 判 所 は信 託 違 反 に

基 づ く請 求 に対 す る事 件 を審 理 す る権 限 が な い と して,訴 え の却 下 を 申立 て

た。 請 求 裁 判 所 は,一 般 土 地 割 当法 は 合 衆 国 に 森 林 資源 を適 切 に 管理 す る信

認 義 務 を規 定 した もの で あ り,合 衆 国 に 損 害 賠 償 責 任 が あ る と して 申 立 て を

否 認 し た(Mitchellv.UgitedStates,2!9Ct.Cl.95,591F.2d1300(i979).)Q合 衆 国

最 高 裁 判 所 が,サ ー シ オ レ イ ラ イ を 認 め た(442U.S.940(1979).)。 マ ー シ ャル

判 事(Ma;'shal},」.)が 法廷 意 見 を執 筆 し,ホ ワ イ ト判 事(White,」.)が 反 対 意

見 を述 べ て い る(ブ レナ ン判事(BreRnan,」.)及 びステ ィー ブン ズ甥事(SteveBS,

エ)が これに岡調 してい る。)。以 下,判 決 要 旨 で あ る。

本 件 に お け る個 々 の 権 利 主 張 者 は,タ ッ カー 法(合 衆 国法律集 第28編 第1蝦

条)に 基づ い て請 求 裁 判 所 に 管 轄 権 が あ る 旨 を主 張 す る が,同 法 は,単 に 管

轄権 に関 す る制 定 法(jurisdictiOftalstatute)で あ っ て,金 銭 賠 償 に つ い て合 衆

国 に 対 し て 強 制 し得 る い か な る実 体 的 権 利(substaitiveerlght)を も規 定 した

もの で は な い 。 タ ッカ ー 法 は,実 体 的 権 利 が 存 在 す る場 合 に の み,請 求 裁 判

所 に 管 轄 権 を認 め た に過 ぎ な い の で あ る(UnitedSeatesv.Testafl,424U.S.392,
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399(1976).)。 それ故に,個 々の権利主張者は,管 轄権 を移管す る制定法以外

に彼らの主張に関 して主権免除の権利放棄の根拠を求めなければならない。

同様のことが,イ ンディアン部族の権利主張にも書い得 るのであっで,合 衆

国法律集第28編 第1505条 は,金 銭賠償 に関して合衆国に対す る実体的権利 を

付与するものではない。

講求裁判所は,一 般土地割当法は合衆国に対 して森林資源の管理 について

信認義務 を課し,金 銭賠償請求訴訟に対する主権免除の権利放棄 を与えると

判示 している。 しかし,同 法は,合 衆国と被割当入との間に森林資源の管理

に関 し,連 邦政府にいかなる義務 をも課すものではないところの 「期間確定

信託」(liiir}itedtrust)を規定 しているに過 ぎない。信託に関 し規定 している

一般土地割当第5条 は,同 法第1条 及び第2条 の文言 と相互 に関連づ けて

伽 卿 ゼ規魏 磁)解 釈 しなければならない。 これ らの条項は,合 衆国ではな

くしてインディアンの被割当入に土地 を農業 潤的又は放牧 目的に利用する責

任があることを示唆 してお り,従 って土地を管理すべ きは,合 衆国ではな

く,被 割当人なのである。同法の立法史を見るに,合 衆国議会が当該法律を

制定 した穏的は,土 地の使用 を管理 し,信 認義務違反に金銭賠償の責 を負 う

ことにあるのではなく,単 に土地への 〔白入入植者の〕侵入を防止 し,被 割

当入に州の課税か ら免除するこ とにあった としていることは明らかである

(!3Cong.Rec.3211-k2(1882);S.48,48癒Cong。,lstSess(!884);15Colkg.Rec.2240-

42(!884).)。従って,一 般土地割当法は,合 衆国が森林資源の管理に信認責

任 を負うことを規定 したものであるとの解釈は成 り立たないところである。

請求裁判所は,他 の制定法が連邦政府の管理義務について規定 しているか否

かについて審理 してはいない ところであって,よ って本件 を破棄 し,差 戻

す謝。

(3)マ ー シャル判事は,タ ッカー法及びインディアン ・タッカー法は,

合衆国の主権免除の権利放棄を規定するものではないとし(Testan事 件判決の

確認),そ して一般土地割当法は,連 邦政府の インデ ィアンの森林資源の管

理にいかなる義務をも課 さない期聞確定信託関係を定めたにすない とす る解
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釈 一 一 躍 痂 舵 μ ∬ 事 件 判 決 は,受 託 者 は信 託 財 産 の コ モ ン ロ ー 上 の権 原 を

保 有 す る に す ぎず,当 該 権 原 を保 全 し,受 益 者 の 指 示 に従 っ て そ れ を移 転 す

る こ と以 外,受 託 財 産 の 管 理,運 用 並 び に処 分 に つ い て 積 極 的 な義 務 を負 わ

な い信 託 の形 態 を い う 「受 動 信 託 」(bare撫st)と 表 現 す る一 を 採 っ た が,

か か る解 釈 に従 えば,部 族 乃 至 イ ン デ ィ ア ン が,連 邦 政 府 に 対 す る信 託 義 務

を課 す 制 定 法 を厳 格 に解 釈 す る裁 判 所 で 争 う途 は,も はや 閉 ざ さ れ た こ とに

な る と言 わ ざ る を得 な い で あ ろ う調 。

3Mitchei/99事 件 醐

(1)艀 鋤 舵 μ ∫事 件 の合 衆 国 最 高 裁 判 所 の差 戻 し判 決 を受 け て,請 求 裁

判 所 は,所 属 裁 判 官 全 員 で(enbanc),森 林 の 管 理 に 関 す る合 衆 国 法 律 集 第

25編 第406条,同 第4◎7条,道 路 建 設 及 び通 行 権 に 関 す る合 衆 国 法 律 第25編 第

318条 以 下 及 び 第323条 乃 至 第325条 並 び に イ ンデ ィ ア ン 基 金 及 び 連 邦 政 府 の

手 数 料 に 関 す る合 衆 国 法 律 集 第25編 第162a条 以 下 及 び 第413条 は,連 邦 政 府

の信 託 義 務 を規 定 した もの で あ っ て,連 邦 政 府 に金 銭 賠 償 の 責 任 が あ る と す

る判 決 を下 した(229α 。Cl.1,664F.2d265(!98ユ).〉 。 合 衆 国 最 高 裁 判 所 は,連 邦

政 府 の サ ー シオ レ イ ライ を受 理 した(475US.1104(1982).)。 マ ー シ ャ ル 判 事

が,握 鋤 舵 ～〃 事 件 判 決 と 同様 に 法廷 意 見 を執 筆 し,主 権 免 除 の権 利 放 棄 を

否 定 したMitshe//f事 件 判 決 を実 質 上 覆 し,「 管 理 論 」(controlthery)を 展

開 し,金 銭 賠 償 を合 衆 国 に 命 じて い る(パ ウエル糊事(Powell,」.)が 反対意見 を

書 き,レ ンク4ス ト(RehBqUist,」.),オ コナ(○'Conmor,」.)の 各判事が これに測調して

いる。)。以下,判 決 要 旨 で あ る。

(2)当 法 廷 は,Tesden事 件 判 決 及 びMitchel/l事 件 判 決 に お い て,タ

ッ カー 法 は 主 権 免 除 の 権 利 放 棄 に影 響 を及 ぼ す もの で は な い こ と を示 唆 す る

言 い まわ しを と っ たが,か か る書 い まわ しは,い ず れ の事 件 に お い て も必 要

で は な か っ た の で あ る。 い ず れ の 事 件 の 結 論 を問題 とす る こ とな く,当 法 廷

は,こ の 孤 立 した 雷 い ま わ しは 無 視 す べ き もの と結 論 す る。 思 うに,権 利 主

張 が タ ッ カー 法 の文 言 に含 まれ る場 合,合 衆 国 は,訴 訟 に 同 意 して きた の で

ある。であるにしても,タ ッカー法が,合 衆国に対する金銭賠償 を強制 し得
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る何 らか の 実 体 的 権 利 を規 定 した もの で は な い こ とは 確 か で あ る。 従 って,

実体 的 権 利 は,憲 法,合 衆 国議 会 法 律 又 は行 政 府 の行 政 規 則 とい っ た何 らか

の 他 の制 定 法 に見 出 され な け れ ば な らな い 。 憲 法,連 邦 法 律 又 は 行 政 規 則 に

訴 え る全 て の 権 利 主 張 が,タ ッ カー 法 の下 で裁 判 所 の 管 轄 権 内 に あ る わ け で

は な く,権 利 主 張 は,合 衆 国 に 対 す る 金 銭 賠 償 の そ れ で な け れ ば な ら ず

(unitedStatesv.K勧 墓,395U.S.1,2-3.),請 求 者 は,彼 が依 拠 す る実 体 法 の源 が

損 害 に 対 す る連 邦 政 府 の 金 銭 賠 償(compelksatioxx)を 命 ず る もの と解 釈 さ れ

得 る こ と を立 証 しな け れ ば な らな い(UnitedStatesv.Testan,424U.S.392,400.)。

か か る審 理 を行 うに 際 して 裁 判 所 は,裁 判 所 が 合 衆 国 との 明示 の 若 し くは 黙

示 の 契 約 の 中 に 訴 訟 に 対 す る 同 意 を認 定 す る必 要 が な い の と同様 に,実 体 的

規 定 の 中 に 主権 免 除 の個 別 の 権 利放 棄 を認 定 す る 必要 は な い。 タ ッ カー 法 そ

れ 自体 が,必 要 とさ れ る同 意 を規 定 して い る。

本 件 に お い て,制 定 法 又 は行 政 規 則 が,金 銭 賠 償 を命 じて い るか 。 森 林 管

理 に つ い て 兇 る。 内務 長 官 に よ る イ ンデ ィア ン土 地 の森 林 売 却 に 関 す る監 督

業 務 は,1910年6月25田 法 似 下,ユ910年 法 という。〉(§§7,8,36Stat857(codi旋d

asam¢1望den25U.S.C.§ §406辺07).)の 制 定 を も って 開 始 され て い るが,内 務 省

は,当 初 か らイ ンデ ィ ア ンの 森 林 伐 採 に つ い て 管 理 す る義 務 を認 め て い た。

!911年,内 務 省 イ ン デgア ン問 題 事 務 室(OfficeofIndiaiaAffak"s)は,売 却 の

規 模,契 約 手 続 き,広 告 及 び 広 告 の 方 法,伐 採 樹 木 の最 低 部 及 び最 後 部 の 直

径,種 資 源 と して 残 す べ き樹 木 の割 合 等 を含 む森 林 管 理 の 全 て に わ た る詳 細

な行 政 規 則 を定 め て い た。 当 該 規 則 は,部 族 の 土 地 及 び被 割 当人 に適 用 され

て きた と こ ろ で あ る。 合 衆 国 議 会 は,1934年 制 定 の イ ン デ ィア ン再 組 織 法 第

6条 恰 衆国法律集第25編 第466条 に編纂)で,内 務 省 に対 して イ ン デ/ア ン の 森

林 地 の持 続 生 産 可 能 な方 法 で の 管 理 を指 図 して い る。1964年4月30H,合 衆

国 議 会 は,上 記1910年 法 を 改正 し(78Stat.186.),内 務 長 官 に 対 し て被 割 当 地

の 森 林 売 却 に 関 して,「 イ ンデ ィ ア ン所 有 者 及 び そ の 相 続 人 の 必 要 性 並 び に

最 善 の 利 益 」 を考 慮 す る よ う指 図 し て い る 恰 衆 国法律 集第25編 鋤 ⑪6a条 に編

劉 。 信 託 で保 有 さ れ て い る イ ン デ ィ ア ン の 土 地 の 通 行 権 に 関 す る 内務 省 の
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総 合 的 管 理 に つ い て 見 る に,内 務 長 官 が,信 託 土 地 を通 過 す る全 て の 臼的 の

ため の通 行 権 の 承 認権 限を 有 し(合 衆国法律集第25編 第323条),イ ン デKア ン 所

有 者 が,適 切 な補 償 を受 け て い る 岡 第325条)。

か か る事 実 か ら して,確 か にMilchel/f事 件 判 決 は,一 般 土 地 割 当 法 に

つ い て は受 動 信 託 を設 定 した もの と認 定 した が,本 件 に お い て 当 法 廷 が 審理

して い る上 記 連 邦 法 律 及 び 行 政 規 則 は,一 般 土 地 割 当 法 とは対 照 的 に,連 邦

政 府 に 対 して,イ ン デ ィア ン の 利益 とな る よ う イ ン デ ィア ン の 資 源 及 び土 地

に つ い て完 全 な る責 任 を負 わ しめ て い る の で あ っ て,そ れ 故 に,当 該 制 定 法

及 び行 政 規 則 は,信 託 責 任 を 明 らか に し,合 衆 国 の信 認 責 任 の輪 郭 を定 義 し

て い る も の と判 断 され る。 更 に 言 うべ きは,信 認 関 係 は,連 邦 政 府 が イ ン デ

ィ ア ンに 所 属 す る森 林 及 び 財 産 に対 して,上 で 述 べ た よ う な管 理 を引 き受 け

た場 合 に 生 ず る。 コモ ン ロ ー 上 の 信 託 に 必 要 な 要 件 す べ て が,存 在 して い

る。 受 託 者 恰 衆副,受 益 者(イ ンデ ィア ンの灘 鵬 人),そ して信 託 財 産(イ ン

デ ィアンの森林,土 地及び基金)が そ れ で あ る(SeeRestatement(Secorユd)ofTrust

§2,Commei}th,p.10(!959).)。 連 邦 政 府 が 部 族 の 金 銭 又 は財 産 に 対 し,管 理 権

若 し くは 監 督 権 を行 使 し,又 は 有 す る場 合,合 衆 国 議 会 が他 に 別 段 の 定 め を

しな い 限 り,信 託 財 産 若 し くは 信 託 若 し くは 信 認 関 係 に 関 す る連 邦 法 律(又

は基本的文謝 に 明確 な規 定 が 存 在 し な い場 合 で あ っ て も,通 例,信 認 関 係 は

当該 金 銭 又 は 財 産 に 関 して 存 在 す る の で あ る絢 。(下 線筆者)

(3)Mitche//∬ 事 件 判 決 は,イ ン デ ィ ア ン部 族 乃 至 イ ン デ ィ ア ン個 入

に 信 認 義 務 違 反 を理 由 に 請 求 裁 判 所 一 一1982年 の 「1982年 連 邦 裁 判 所 改 善

法 」(theFederalCourtsIprovemeniActof!982)57>に よ っ て 「合 衆 国 請 求 裁 判

所 」(UikitedStatesClaiiiy1sCourt)に 改 名 され,そ して1992年 の 「1992年 連 邦 裁

判 所 運 営 法 」(theFedex・alCourtsAdministrationActof19.92)58)に よ っ て 「合 衆

国 連 邦 請 求 裁 判 所 」(UnitedStatesCourtofFederalClaims)に 改 各 に金 銭

賠 償 を求 め る訴 訟 提 起 の 途 を 明確 に認 め た が,法 廷 意 見 は,連 邦 政 府 が 金 銭

賠 償 の 責 任 が あ るか 否 か を決 定 す る に あ た り,三 部 分 テ ス}・(tree-parttest)

を確 立 した と言 え よ う。
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すなわち,① 部族は,そ の請求 を合衆国憲法若 しくは連邦制定法 く行政規

貝費 會む)に 見出される実体的権利又はインディアンの財産 に対す る連邦の

管理の引き受けによって創設される実体的権利に基づいて行わなければなら

ない。②請求は,金 銭賠償の主張でなければならない。③請求者は,実 体的

権利 を生み出す法律が 「公平に見て連邦政府による損害への賠償 を命ず るも

と解釈 され得 る」ことを立証 しなければならない。かかる判断基準を確立す

るに際して,法 廷意見は 「信認関係は,連 邦政府がインディアンに所属す る

森林及び財産に対 して……入念な管理 を引 き受ける場合に必然的に生ずる」

と判示 している。もっとも信託義務違反の請求 を提起す るに必要な実体的権

利を確定するのにいかなる主張 ・立証 を原告は展開する必要があるのか,少

なくとも法廷意見においては明確 にされていないことが 法廷意見は,私

法上の信託原理に依拠するとしている 指摘されよう紬。

実体的権利侵害の有無の解釈準則(CORstructionrule)に ついては,本 稿第

五節で論ずる2003年 の2つ の合衆国最高裁判所判決であるunitedStatesv.

WhiteMowntaiRApacheTribe6g)及 びUnitedStatesv.NavajONation6i)

の分析を行 う際に,更 に検討されるところであろう。
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